
第Ⅲ部　事例研究

第4章　事例研究1-風力発電産業の育成

第1節　はじめに･先行研究

前述したように､中国政府は｢自主イノベーション｣による成長方式の転換を打ち出し､

ハイテク産業や戦略的新興産業を指定した｡ -イテク産業･戦略的新興産業の中で､風力

発電及び太陽光発電産業に代表される新エネルギー産業は急速な成長を遂げ､中国の生産

量はわずか数年間のうちに世界トップの座に躍り出た｡

新エネルギー産業はどのように成長したか｡戦略的新興産業の育成政策､つまり｢自主

イノベーション｣による成長方式の転換を提唱する産業政策とはいかなるものなのか｡そ

れにはどのような効果があり､またいかに評価すべきなのか｡

本章では風力発電産業を取り上げ､また次章では太陽光発電産業を取り上げ､事例研究

をする｡本章の構成は以下の通りである｡まず､政府が打ち出した風力発電産業の育成政

策を取りまとめる｡次に､同産業の成長の経緯を明らかにしたうえで､成長過程における

問題点を考察し､成長要因を分析する｡そして､ ｢自主イノベーション｣による成長であ

るか否かを考察する｡このような事例研究を通じ､現時点での中国政府のイノベーション

政策のうち､重要な-イテク産業･戦略的新興産業の育成政策の実態を考察する｡

また､本章でいう風力発電産業には､風力を利用して発電する産業(発電業)及び風力

発電設備を製造する産業(風力発電設備製造業)が含まれる｡

中国の風力発電産業に関する先行研究としては､李(2010) ､堀井(2010)及び堀井(2013)

があげられる｡李(2010)は､ ｢再生可能エネルギー法｣やフィード･イン･タリフ(FIT､

固定価格買取制度)の導入などの制度設計が世界トップ325にランクインされた中国の風

力発電産業の成長要因であると指摘している｡

また､堀井(2010)は､中国 大の風力発電設備メーカー華鋭風電26の事例を取り上げ､

華鋭風電の急成長が､中国政府の大型設備･海上風力発電の導入を重視する産業政策を察

知し､必要な技術の導入を迅速に進め､部品のサプライヤーネットワークを構築したこと

に求めている｡

中国の風力発電産業の成長要因として､ ①風力発電に対する企業所得税の優遇策､ ②風

力発電設備メーカー及び部品メーカー-の補助金､ ③基幹部品･原材料の輸入関税･増値

税(value･addedtax､付加価値税)の還付･免除､ ④巨大な資金力を持っ国有企業のバッ

25 2009年の順位である｡

26 2008年の順位である｡
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クグランドを無視することができない｡しかし､李(2010)及び堀井(2010)は､これら

の要因に関する言及はかなり限られている｡

そこでは､本章では､これらの優れた先行研究を参考にしながら､上述した部分を補填

しつつ､議論を進めることとする｡

第2節　風力発電産業の位置付けと育成政策

第2章で述べた総合的な政策の他に､新エネルギー産業､あるいは風力発電産業のみに

関する政策も多く打ち出された｡本節は､風力発電産業に関する法律や政策､あるいは風

力発電産業の成長と関連がある政策を取りまとめる｡また､議論を明確にするために､総

合的な政策､風力発電所向けの優遇政策､または発電機製造業向けの政策などの目的別で

まとめて述べる｡

1.風力発電産業の位置付け

第2章第2節でも取り上げたが､､ 2005年12月に､国務院は｢産業構造調整の推進に

関する暫定規定｣と｢産業構造調整指導目録(2005年)を公布した｡風力発電産業は重点

的に発展させる産業や奨励類産業と指定された(国務院弁公庁2005)0

2006年2月13日に､国務院は｢装置製造業の振興の加速に関する国務院の若干の意見

(摘要) (国発[2006】8号)｣ (原文｢国務院関於加快振興装備製造業的若干意見｣ )を公布

し､風力発電設備を重要技術装置分野に指定した(国務院2006)｡

また､ 2007年4月に､国家発展改革委員会は｢高技術(ハイテク)産業発展の第11次

5カ年計画(2006-2010)｣公布した｡風力発電産業は同｢計画｣によってハイテク産業

と指定された｡

さらに､ 2010年10月10日に､国務院は､ ｢戦略的新興産業の育成と発展の加速に関す

る国務院の決定(国発【2010】32号)｣を公布した｡風力発電産業は戦略的新興産業と指定

された｡

2011年3月27日に､ ｢産業構造調整指導目録(2011年)｣は修正され公布された｡風力

発電産業は引き続き奨励類産業に指定された｡

2011年12月30日に､国務院は｢工業転換･昇級計画(2011-2015年) (国発[2011】47

号)｣を公布した｡風力発電産業は重点的に発展させる先進的な装置製造業として指定され

た(国務院弁公庁2012a)0

このように､中国政府は､風力発電産業を奨励類産業､重要技術装置製造業､ハイテク

産業､戦略的新興産業､先進的な装置製造業として指定した｡風力発電産業に対しては､
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政府が｢自主イノベーション｣を強調し､成長方式の転換という大きな期待を寄せている｡

ハイテク産業や戦略的新興産業を指定することには､これらの産業の成長によって先進国

にキャッチアップ､さらに先進国を追い越す狙いもある｡

2.風力発電産業の育成政策

風力発電を導入するために､中国政府は法律や法規を制定した｡

(1) ｢中華人民共和国再生可能エネルギー法｣

再生可能エネルギーに関する基本的な法律は｢中華人民共和国再生可能エネルギー法｣

(｢中華人民共和国可再生能源法｣)である｡同法は､ 2005年2月28日に第10回全国人

民代表大会常務委員会第14次会議において､可決･公布され､ 2006年1月1日から施行

された｡同法は､中国 初の再生可能エネルギーの開発･導入･普及を図る法律である｡

｢再生可能エネルギー法｣によると､再生可能エネルギーは､風力､太陽エネルギー､

水力､バイオマスエネルギー､地熱エネルギー､海洋エネルギー等非化石エネルギーを指

す｡再生可能エネルギー法の中で､本研究に関わる内容は次の通りである｡

第3章第11条　国務院標準化行政主管部門は国家再生可能エネルギー電力に関する系統

連系27技術標準とその他の全国範囲で技術要求を統一する必要のある再生可能エネルギー

に関係する技術と産品の国家標準を制定し､公表する｡

第4章第14条　送電線網企業は､法に基づいて行政許可を取得し､又は報告して登録

を受けた再生可能エネルギー発電企業と系統連系協定を締結し､当該送電線網企業の送電

線網がカバーする範囲内の系統連系した再生可能エネルギー発電プロジェクトから送電線

網に送電される電力を全量購入し､再生可能エネルギー発電のために送電サービスを提供

する｡

第5章第20条　送電線網企業が本法第19条に規定に基づいて確定した送電線網-の卸

売り電気料金で再生可能エネルギーの電力量を購入する費用が､従来型エネルギーによる

発電の平均卸売り電気料金に基づいて計算した費用を上回る場合､その差額は小売り電気

料金に上乗せする｡

このように､ ｢中華人民共和国再生可能エネルギー法｣は､再生可能エネルギーによっ

て発電された電力の全量買取制度や電気料金の上乗せを法律で定め､系統連系サービスを

27系統連系とは､再生可能エネルギー発電システムを､電力会社の送電線網に接続する形態である｡
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送電企業に義務付けた｡同法の公布により､中国の再生エネルギー産業は本格的に成長し

始めた｡李(2010)が述べたように､ ｢再生可能エネルギー法｣の施行を受け､風力発電

の建設が大発展期を迎えた(李2010､ p.183)0

(2) ｢再生可能エネルギー法(2009年修正版)｣

2006年に施行された｢再生可能エネルギー法(2005年版)｣は､その後､いくつかの条

例･項目が修正され､ 2009年12月26日に｢再生可能エネルギー法(2009年修正版)｣

として公布され､ 2010年4月1日から施行された｡前記第4章第14条は以下のように修

正された｡送電線網企業は､法に基づいて行政許可を取得し､又は報告して登録を受けた

再生可能エネルギー発電企業と系統連系協定を締結し､当該送電線網企業の送電線網がカ

バーする範囲内の系統連系技術標準に満たす再生可能エネルギー発電プロジェクトから送

電線網に送電する電力を全量購入する｡発電企業時送電企業と協力し､送電線網の安全を

確保する義務がある(新華社2009b､下線部は修正部分)0

この修正は､送電企業のみならず､発電企業に対しても送電線網の安全を確保すること

を義務付けた｡

また､ 初に公布された時点から､同法では国務院標準化行政主管部門は国家再生可能

エネルギー電力の系統連系技術標準､及び他の全国範囲で再生可能エネルギー技術と製品

に関する技術要求を統一する国家標準を制定し公布する､と明確に定められた｡しかし､

後述する-ように､ 2012年6月1日まで風力発電所の系統連系に関する国家技術標準は存

在しなかった｡

(3) ｢再生可能エネルギー産業発展指導目録｣

2005年11月29日､国家発展改革委員会は｢再生可能エネルギー産業発展指導目録｣ (原

文｢国家発展改革委関於印発『可再生能源産業発展指導目録』的通知(発改能源【2005】2517

号)｣)を公布した｡同｢目録｣において､国家発展改革委員会は再生可能エネルギーの利

用及び関連製造業に関する88の技術分野を持続可能､かつエネルギー産業の発展方向に

合致するものと見なし､各地方､関連部門及び企業に上記指定された分野から比較優位の

ある技術を選択し､積極的に技術開発及び投資活動を行うことを指示した｡同｢目録｣に

よって指定された技術分野に対して､国務院の関連部門は技術開発､財政税制､製品価格､

販売及び輸出入などの面において優遇政策が制定されることとなり､風力及び太陽光発電

産業では合計58の技術分野が指定された(国家発展改革委員会2005b)0

(4) ｢送電線網企業の再生可能エネルギー電力の全量買取に関する監督管理弁法｣
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再生可能エネルギーによる発電した電力の全量買取制度を実施させるために､国家電力

監管(監督管理)委員会は､前記｢中華人民共和国再生可能エネルギー法｣に基づき､ ｢送

電線網企業の再生可能エネルギー電力の全量買取に関する監督管理弁法｣ (原文｢電網企業

全額収購可再生能源電量監管弁法｣)を制定し､ 2007年7月25日に公布した｡同弁法は､

送電線網企業に再生可能エネルギー発電所を系統連系するための送電線(すなわち､発電

所から送電線網までの接続するための送電線)の計画･建設を義務付け､さらに再生可能

エネルギーの電力を優先的に全量で買取りに関する具体的な実施方法を定めた(国家電力

監管委員会2007) 0

(5) ｢再生可能エネルギー中長期発展計画｣ (～2020年)

2007年8月31日､国家発展改革委員会は｢再生可能エネルギー中長期発展計画｣ (～

2020年) (原文｢国家発展改革委関於印発可再生能源中長期発展規画的通知(発改能源

[200712174号) ｣)を公布した｡同｢計画｣は､2010年まで風力発電の総設備容量が5,000MW

に達し､ 2020年まで総設備容量が30,000MWに達する目標を掲げた(国家発展改革委員

会2007b)0

(6) ｢ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 展 の 第11 次5 カ 年 計 画｣ (2006-2010)

2008年3月3日､国家発展改革委員会は｢再生可能エネルギー発展の第11次5カ年計

画｣ (2006-2010) (原文｢国家発展改革委関於印発可再生能源発展"十一五"規画的通知

(発改能源【2008]610号)｣)を公布した｡同｢計画｣は､前記｢再生可能エネルギー中長

期発展計画｣において掲げられた目標を上方修正し､ 2010年まで風力発電の総設備容量が

10,000MWに達するという目標を掲げた｡また､ ｢三北地域｣と言われている西北地域､華

北地域､及び東北地域を風力発電導入の重点地域と指定した(国家発展改革委員会2008) 0

3.風力発電プロジェクト特別許可経営権入札制度

以上の政策のほかに､ 2003年から､風力発電プロジェクト特別許可経営権入札制度が導

入された｡入札条件としては､ も安い電力価格及び70%以上の風力発電機の国産化率が

定められた｡

さらに､ 2006年4月に行われた第4回の入札は､以上の条件に加え､入札者について

も､風力発電設備製造企業､あるいは風力発電設備製造企業と他の投資者の共同事業体の

みが入札できる､といった条件がっけられた｡また､風力発電機の国産化計画及びそれを

実現するための具体的な措置は､重要な落札条件と定められた(国家発展改革委員会

2006a)0
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この条件付きの入札制度の目的は､中国の風力発電設備製造企業に安定した国内市場を

提供することである｡その入札制度を通じて､中国の風力発電設備製造業の育成や中国製

造企業の自主イノベーション能力及び導入技術の消化･吸収能力の増強を狙ったものであ

る｡

一方､中央政府の他に､地方政府も風力発電産業を発展させる政策を多数打ち出した｡

例えば､江蘇省は｢江蘇省風力発電発展計画(2006-2020年)｣を策定した｡内モンゴル

は｢内モンゴル風力発電発展の第11次5カ年計画及び2020年長期目標｣を公布したほか､

すべての市､県､旗28が風力発電産業を発展させるための風力発電産業の発展計画を制定

すべきである､という方針を明らかにした(Lietal.2010,p.75)0

このように､中国政府は､風力発電産業を発展させるために､風力発電企業から発電設

備メーカーに対して､手厚い優遇政策を打ち出した｡後述のように､これらの政策があっ

てはじめて､中国の風力発電産業は急速な発展をみた｡

第3節　中国の風力発電設備容量

本節は､中国が導入した風力発電設備容量の推移を確認し､省別の設備容量を通じて風

力発電の主な地域を明らかにする｡また､国際比較を通じ､中国の風力発電設備容量の推

移を見ることとする｡

1.中国の風力発電設備容量の推移

中国は1958年から揚水や発電の目的で小型風力発電装置の研究開発をスタートし､

1978年に100Wと250Wの風力発電設備を導入した｡しかし､それらは構造が簡単で価

格も安く､主に過疎･無電化地域の電化を目的としたものであった(海外電力調査会2006､

p.211)｡その後､中国は国外から風力発電設備を輸入し､いくつかの風力発電所を建設し

た｡

しかし､ 2003年まで､中国の風力発電の累計設備容量は546MWにとどまっていた｡

中国の風力発電設備導入容量が急速に増え始めたのは､ 2004年以降である(図4･1)0 2003

年から風力発電プロジェクト特別許可経営権入札制度が導入されたのに加え､ 2006年に

｢再生可能エネルギー法｣が実行され､全量買取制度やFIT制度29が導入されたために風

28旗は内モンゴルにおいて県に相当する行政単位である｡

29中国の風力発電のFITに関しては､李(2010)を参照｡
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力発電所の建設はブームになった｡

図4･1 2001-2012年中国新規･累計風力発電設備容量
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ー 

注:設置された設備容量｡･系統連系した､あるいは稼働中の設備容量ではない｡

出所:中国可再生能源学会風能専業委員会(2013) 0

2007年8月31日に､国家発展改革委員会は｢再生可能エネルギー中長期発展計画｣を

公布した｡同｢計画｣は､ 2010年まで風力発電の総設備容量が5千MWに達し､ 2020

年まで総設備容量が3万MWに達する目標を掲げた(国家発展改革委員会2007b)0

2008年3月3日に､国家発展改革委員会は｢再生可能エネルギー発展の第11次5カ年

計画｣ (2006-2010)を公布し､前記｢再生可能エネルギー中長期発展計画｣において掲

げられた目標を上方修正し､ 2010年まで風力発電の総設備容量が1万MWに達するとい

う目標を掲げた｡また､ ｢三北地域｣と言われている西北地域､華北地域､及び東北地域を

風力発電導入の重点地域と指定した(国家発展改革委員会2008) 0

2010年に累計設備導入容量はすでに4万4､ 733MWに達し､目標の約4.5倍を実現し

た｡また､ 2011年には､累計設備導入容量はさらに6万2,364MWに達し､ 2007年に掲

げられた2020年の目標の2倍以上を実現することとなった｡このように､中国の風力発

電設備導入容量は目標をはるかに超えるスピードで急増しつつあり､まさに躍進的な成長

を遂げた｡

2010年以降､伸び率が低下したのは､後述するように､国産風力発電設備の品質による

事故の多発､及び系統連系できない､あるいは系統連系しても送電線網の送電容量を大幅
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に超えるために発電が制限されるからである｡いわゆる｢棄風現象｣ (風力発電を放棄､あ

るいは制限する現象)が深刻化したために､風力発電所の建設ブームが冷却化したからで

ある｡

2.省別の風力発電設備容量

前述したように､ ｢再生可能エネルギー発展の第11次5カ年計画｣ (2006-2010)は､

｢三北地域｣ (西北､華北､東北地域)を風力発電設備導入の重点地域と指定した｡同｢計

画｣によると､ 2010年まで､河北省(華北地域にある)と内モンゴル(東部は東北地域､

西部は華北地域に属する)において導入した風力発電設備容量はそれぞれ2,000MWと

3,000MW以上､建設中の風力発電所を加えれば､それぞれ3,000MWと4,000MWとす

る目標が示された｡甘粛省(西北地域にある)の目標は､風力発電設備導入容量1,000MW

以上､建設中の風力発電所を加えれば4,000MWである｡吉林省､遼寧省(東北地域にあ

る)の目標は同じく500MW､建設中を加えれば1,000MWである(国家発展改革委員会

2008)0

2010年及び2011年に省別の新規及び累計風力発電設備容量の実績を確認しておこう｡

表4･1 2011年省別新規･累計風力発電設備容量(上位10カ省)

単 位:MW､ %

位 ｨ韭俾ｾbY+ﾈｨﾘ2010年目標 D驀ﾘﾇb達成度(%) Dhｴｲ2011年累計 }ﾘﾇb8ﾙ３ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1  8 ( 9 8 5 8 8 ｲ 3 , 0 0 0  2 ﾃ ゴ 4 6 2  ﾃ s 3 b 1 7 , 5 9 4   ゅ " Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2   ﾙ f ｲ 2 , 0 0 0   釘 ﾃ s 釘 2 4 0   ﾃ s b 6 , 9 7 0   免 ﾂ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

3   豫 8 1 , 0 0 0   釘 ﾃ 鼎 B 4 9 4   鼎 c R 5 , 4 0 9   唐 紕 Ā Ā Ā Ā Ā

4   處 僖 ｢ 5 0 0   釘 ﾃ c r 8 1 3   ﾃ 5 , 2 4 9   唐 紕 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

5   伜 ) 8 ﾂ 2 0 0   ﾃ c 3 1 3 1 9   ﾃ R 4 , 5 6 2   途 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

6   亳 y } 5 0 0   ﾃ 鼎 5 8 8   田 # 2 3 , 5 6 3   迭 縒 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

7   俛 Y { 8 ﾕ ﾒ 1 0 0   ﾃ 3 s 2 3 7 0   ﾃ s b 3 , 4 4 6   迭 絣 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

8   僖 ｨ 廝 3 0 0   ﾃ 3 9 4   ﾃ s B 2 , 8 8 6   釘 綯 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

9   h ｺ 4 0 0   ﾃ 3 c B 3 4 1   涛 S 2 2 , 3 1 6   縒 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

1 0   俔 ﾙ n . a .   ﾃ S 迭 n . a .   s " 1 , 9 6 8   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

そ の 他   問 4 , 9 8 0   問 3 , 4 2 0   唐 ﾃ C 1 3 . 5   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

全 国   ﾃ 4 4 , 7 3 3   鼎 C r 1 7 , 6 3 1   田 " ﾃ 3 c B 1 0 0 . 0   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

出所: 2010年までの目標は国家発展改革委員会(2008)､ 2010年累計､ 2011年新規､及

び2011年累計は中国可再生能瀬学会風能専業委員会(2012) ､達成度と2011年

合計に占める割合は筆者算出｡
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注: ｢再生可能エネルギー発展の第11次5カ年計画｣ (2006-2010)により､江蘇省と上

海の合計目標は1,000MWであり､江蘇のみの目標は明記されていない｡

表4･1から明らかなように､風力発電設備導入容量の上位省はいずれも｢再生可能エネ

ルギー発展の第11次5カ年計画｣ (2006-2010)により定められた目標を大幅に超過し､

目標の数倍規模を実現した｡なかでも黒竜江は目標の23.7倍を達成し､一番低い河北省で

も､目標の約2.4倍を達成した｡

また､風力発電設備導入容量の上位10省･自治区(自治区は行政レベルで省に相当する)

の中で､第5位の山東省を除き､他の内モンゴル､河北や甘粛などの省･自治区はいずれ

も政策によって指定された風力発電の重点地域の｢三北地域｣である｡ 2012年までに､ ｢三

北地域｣に導入された風力発電設備容量はすでに全国の8割を占めるにいたった｡

しかし､このような飛躍的な成長速度や｢三北地域｣を重点とする風力発電の導入計画

は後に深刻な送電問題をもたらした｡この点に関しては､第5節で詳述する｡

3.世界における中国の風力発電設備容量

表4-2　世界風力発電設備容量の上位10カ国(新規)

単 位:MW､ %

順 位  b 0 0 9  剴 #

国 况Y|｢% 俛 容 量 坦 国 况Y|｢% ĀĀĀĀĀ

1 2 8ｨ4｢68622,454 2,233 bB 縒   ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ･ 三̀ :-,;- ポr-i:=hL_- 千 ㌔.: 二:- ア メ リ カ 湯ﾃ 涛bI/､l 26.1 88ｨ4｢6,810 b 繧ĀĀĀĀĀĀĀ

3 89861,840 " 苒 ス ペ イ ン ﾃCS6.4 89863,019 途 紕ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

4 8921,587 紕 ド イ ツ ﾃr5.0 8622,086 迭ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

5 6  イ ン ド イ タ リ ア ﾃ#sﾃB3.3 2.9 84ﾘ8ｨ54ｨ61,293 1,267 2 苒ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

フ ラ ン ス 塔5.3 ĀĀĀ

7 ｨ6776 迭 フ ラ ン ス ﾃ モ2.8 8921,050 綯ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

8 ﾈ8ｸ6x4ｸ8ｲ694 釘 綯 イ ギ リ ス ﾃsr2.8 85ｨ4950 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

9 84ﾘ8ｨ5634 釘 カ ナ ダ 涛S2.5 H885ｨ｢830 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

10 85ｨ4417 縒 ポ ル ト ガ ル 田s21.8 X4hｸ6h92763 纈ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

そ の 他 ﾃCR15.8 ｸ,ﾉﾂ3,994 紕 そ の 他 釘ﾃ ツR12.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

上 位10 カ 国 "ﾃs84.2 8 献4ｨﾙ34,349 塔 偵b 上 位10 カ 国 Rﾃc 湯88.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

世 界 Rﾃ 途100.0 (､R38,343 世 界 鼎ﾃScB100.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

注: **は暫定値｡

出 所: GIobalWind Energy CounCil 也007)､ GlobalWind Energy Council ( 加10)､

GIobalWind Energy Council (20 12).
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近年､多くの国々が再生可能エネルギーの導入を進めている｡そこで風力発電設備容量

の上位国との比較を通じて､世界に占める中国の風力発電設備容量の比重を確落しておき

たい｡

表4･2からわかるように､2006年に世界の風力発電設備の新規導入容量は1万5,197MW

であり､その中で､中国の新規導入容量は1,347AqW30であり､世界の新規増設の8.9%を

占めていた｡ 2009年に中国の新規導入容量は急速に1万3,803MWに上り､世界第1位

(新規)の風力発電導入国となった｡ 2011年になると､中国の新規導入容量はさらに世界

の43.5%を占めるようになった｡

また､表4･3を通じて世界の累計設備容量を見てみよう｡ 2006年に中国の風力発電の累

計設備容量は世界の3.5%にすぎなかった｡しかし､ 2009年に中国は2万5,805MW (累

計)となり､世界の16.3%を占め､世界第2位の風力発電導入国となった｡さらに､ 2011

年になると､中国の風力発電設備累計導入は世界の26.2%を占め､アメリカやヨーロッパ

など伝統的な風力発電大国を追い抜き､世界第1位の風力発電設備導入国となった｡ちな

みに､表2では2010年のデータを取り上げなかったが､同年に中国はすでに世界第1位

(22.7%) と な っ た｡

表4･3　世界風力発電設備容量の上位10カ国(累計)

単 位:MW､ %

順 位  b ㈱  剴 #

国 况Y|｢% 俛 容 量 坦 国 况Y|｢% ĀĀĀĀĀ

1 862ｸ"20,622 115 r 繧b ア メ リ カ RﾃcB22.1 辻̀ 緬 鶏 章r 済 告'i 辻ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
- 指 j _ i : 芯 . ～ , < J < . - : i - : . = 少 . ■ ′ > ' - r r や . . -  や Y . ～ ● p  Ā

ー  Ā2_ 3 h4892488ｨ4｢1,6 ll,603 迭R 綯  88ｨ4｢686246,919 29,060 偵r"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ド イ,i- Rﾃssr16.3 ĀĀ

4 89866,270 唐 紕 ス ペ イ ン 津C12.1 89221,674 湯ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

5 h987ﾘｸ43,136 釘 イ ン ド ﾃb6.9 898616,084 澱 繧ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

6  イ タ リ ア 鼎 ゴ31 H885ｨ｢6800 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

7 85ｨ42,123 纈 フ ラ ン ス 白BﾃC2.8 85ｨ4I 6,737 繧ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

8 84ﾘ8ｨ51,963 蔦" 綯 イ ギ リ ス 釘ﾃS2.6 84ﾘ8ｨ56,540 縒ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

9 ﾈ8ｸ6x4ｸ8ｲ1,716 ポ ル ト ガ ル ﾃS3R2.2 ｨ65,265 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

10 H8851,567 デ ン マ ー ク ﾃCcR･2.2 ﾈ8ｸ6x4ｸ8ｲ4,083 縒ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

他 の 国 免ﾂﾃR14.8 ﾈ,ﾈﾙ21,391 2 絣 他 の 国 "ﾃC2#RﾃS#b13.5 86.5 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

上 位10 カ 国 田2ﾃ#85.2 8 献4ｨﾙ137,114 塔b 絣 上 位10 カ 国 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

世 界 都Bﾃ##2100.0 (､R158,505 世 界 3rﾃcc100.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

30中国には3つの風力発電設備容量統計があり､それぞれのデータ源や統計ベース(設置ベース､系統

連系ベース)が異なる｡前掲図1は中国可再生能漉く再生可能エネルギー)学会見能(風力エネルギー)

専業重点会の統計(設置ペース)に基づく｡ GhbalWizLdEnergy Coundは2009年以降､中国可再生能

源学会風能専業重点会の統計データを用いている｡そのために､表1､表2と図1は2006年の中国のデ
ータは一致しない｡
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注:鮒は暫定値｡

出 所: Global Wind Energy Council (2007)､ Global Wind Energy Council (2010)､

Global Wind Energy Council (2012).

世界的に見ても､中国の風力発電設備容量は実に著しく伸びた｡わずか数年間のうちに､

中国は風力発電設備容量の新規･累計両面において､世界第1位の風力発電導入国となっ

た｡

第4節　中国の風力発電設備製造業の急成長

1.中国メーカーの国内市場シェアの急上昇

2004年には中国の風力発電設備メーカーは6社しかなかったが､ 2009年末現在､約

90社に増えた｡それに加えて､風力発電設備の部品メーカーは100社以上があり､風力

発電設備の翼を生産するメーカーも50社余りとなった(人民網2010a)0

2000年まで設置された風力発電設備の中で､国産品は10%以下にとどまっていた(李

俊峰等2010､ p.34)｡後述するように､ 70%の国産化率が定められたために､中国の風力

発電設備製造業は急速な成長期に入り､国産品は急激に市場シェアを拡大した(図4-2)0

図4･2　中国市場における中国､外国メーカーの市場シェア(新規)の推移

単位:%

出 所: 李 俊 峰 等(2010) ､ p.37 ( 原 資 料 はBTM､ ｢2004-2009 年 全 球 統 計 報 告｣､

施鵬飛｢2004-2009年中国風電装機統計｣)0
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2004年に中国メーカーの市場シェアはわずか25%であった｡その後､中国メーカーの

市場シェアは年々拡大し､ 2009年に中国メーカーはすでに87%のシェアを獲得した｡ま

た､ 2010年に､国産品の市場シェアはさらに90%まで上がった(人民日_報2011)｡

中国の風力発電機メーカーも次々と誕生し､一部は世界上位メーカ⊥にまで成長した｡

2004年には中国の風力発電機メーカーは6社しかなかったが､ 2009年末現在､約90社

に増えた｡それに加えて､風力発電機の部品メーカーは100社以上があり､風力発電機の

翼を生産するメーカーも50社余りとなった(人民網2010a)｡

次に､ 2009-2011年の中国における市場シェア(新規)上位10社の風力発電設備メー

カーの変化を見てみよう(表4･4)｡

2009年に中国新規市場シェアの上位10位の風力発電機メーカーのうち､中国メーカー

は6社､外国メーカー(網かけ)は4社であった｡ 2010年には上位10社に､ 8社の中国

メーカーがランクインし､外国メーカーは2社-と減少した｡ 2011年になると､中国メー

カーはさらに9社に増加し､外国メーカーはデンマ--クのVeBta8だけが残ることになっ

た｡

表4･4　2009-2011年中国市場(新規)における上位10社

単 位:MW､ %

順 位  0 1 0  剴 #

メ ー カ ー 痛hｴｲ% ｸ4ｨｲ 新 規 坦 メ ー カ ー hｴｲ% ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1 佶ﾘ3,495 R 華 鋭 釘ﾃ3 ッ23.2 仞Yr3;600 紕ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2 仞Yr2,722 偵r 金 風 ﾃs3R19.7 2?,939 b 縒ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

3 ﾈｴB2,036 B 繧 兼 汽 ﾃc#B13.9 刋ﾘy: 驂ﾒ2,847 bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

4 刋ﾘy: 驂ﾒ768 迭 綯 連 合 動 力 ﾃcC28.7 冖 餉21,178 澱 縒ĀĀĀĀĀĀĀ

5 俟(ｽR749 迭 紕 甲 琴 ﾃS5.5 佶8ｴC946 迭 紕ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

6  咤 菁 S ﾘ e 2 6 0 9  釘 紕  塔 4 . 7  傲 9 6 I Y y E ﾂ 7 1 3  釘 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

7 傲96HEﾂ454 上 海 電 気 鉄 唐3.2 8､96Hｴ2ｲﾖﾄ｢ﾒﾙ>+ ゅﾒﾓ｣､ 墜 停 茗C｢ﾔ 艇 贅ﾔﾅBﾒ 苒ﾓ｢708 釘ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

8 9 323 293 " 鉄 澱Sr3.1 2.7 62 626 繧2 絣ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
･ = _ , - : . ∴ r r て . - . 二 p . = ､ ∫ L , . _ ､ = . : T  剪 Ā

湘 電 風 能 劔,8ﾝﾂĀĀĀĀ
･取葺∴:;lJ;t=:.1:g甘=～｢三ミンpr.一一二 .ゝr- 

1(i ｩ%ﾂﾂﾖ､Vｦ屯ﾄ倅羇譁椎9d咾｢罐｢ﾓｲﾒﾒ276 津防草創 その他 鼎ッ2.6 傅H駟Yy6B+ｸ,ﾉﾂ451 綯ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀわ~r 

を ' Q ) 他  ﾃ 1 5 . 1  , 4 1 2  " 縒 ﾃ 田 " 1 6 . 8  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

合 計 2ﾃ2100.0 俘xﾇb18,928 合 計 rﾃc3100.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出 所: 2009 年 は 李 俊 峰 等(2010)､ p.35､ 2010 年､ 2011 年 は 李 俊 峰 等(2012) ､ p.410

このように､中国メーカーは急成長を続け､国内市場における外国メーカーの市場シェ

アを奪った｡ 2009年に中国に進出していた外国メーカーは24社あった｡しかし､中国メ

ーカーの台頭に伴い､その大多数は中国市場から撤退せざるをえなくなり､残りは10社
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以下になった(Li･etal. 2010,p. 37)｡

2.世界上位に躍進した中国メーカー

表4･5は2011年に世界新規市場における風力発電設備メーカーの上位10社のランキン

グである｡上位10社の中で､ 4社は中国メ∵カーである｡ 2011年に中国のトップメーカ

ー金風は3,789MWの新規容量で､世界第2位のメーカーとなった｡また､ 2006年に設立

されたばかりの中国の新興メーカー華鋭31は7.3%の市場シェアとなり､世界第7位にラン

クインされた｡

表4･5　2011年世界風力発電設備メーカー上位10社(新規容量)

単 位:MW､ %

順 位 ｸ4ｨｲ010 年 累 計- Dhｴｲ 新 規(%) D}ﾘﾇb 累 計(%) ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1 蒜U7F"h987ﾘｸ4 竰5,547 迭ﾃ#212.9 鉄ﾃsc20.9 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2  , 0 5 5  ﾃ s ヲ 9 . 4  " ﾃ イ B 5 . 3  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

3 杯R88ｨ4｢6,871 ﾃSC"8.8 ﾃC212.5 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

4 牌ﾖS8921,812 ﾃ38.2 Rﾃ#10.3 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

5 之 觚&68622,644 ﾃ モ7.9 Rﾃ"10.6 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

6 VF8986 ｒ7,301 ﾃB7.7 ﾃCR8.4 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

8 I 2,435 白"ﾃ ゴ7.1 白Rﾃ# 釘2.2 ĀĀĀĀĀĀ･ 毛 枇 嫌=;:- き-- ヾ.. ′(, こ:-; ■ 碑 ∴ 享 

9 剖E｢h98 蕀?4 竰3,538 ﾃSC6.3 bﾃs6.6 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

10 倆B 討ﾗ&ﾃ｢ 羔 陳ﾇx 耳ﾋ 雍ﾖﾈ 蔗 謦ﾈﾄ 辻ﾓ1,799 ﾃs2.9 ﾃ 都r1.2 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

そ の 他  剴 3 B ﾃ ャ " 8 , 6 9 3  絣 4 3 , 5 7 5  r 纈 Ā Ā Ā Ā Ā Ā

合 計 ､  剴 # R ﾃ 4 0 , 3 5 8  2 4 6 , 2 8 8  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

出 所: 李 俊 峰 等(2012) ､ 12 貢( 原 資 料 はBTM Con8ult･Apart ofNavigant Con8ulting､

WuLE:Id Mubet Upda 由2011) o

注: SiemenSはデンマークで風力発電設備工場を持つ｡
/

前掲表4･2によれば､ 2011年に中国の新規風力発電設備容量は世界の43%を占めてい

た｡また､前述したように､中国新規風力発電設備容量の90%以上は中国メーカーが占め

ている｡つまり､ 2011年に中国メーカーは世界市場(新規)の38 %以上を獲得したと推

計できる｡表4･5では上位10社のシェアしか示されていないが､以上の推計によれば､

31華鋭の急成長に関しては､堀井(2010)を参照｡
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デンマークなどの風力発電設備生産大国の生産量が中国を上回っているとは考えられない｡

このように､ 2000年代半ばから成長し始めたばかりの中国の風力発電設備メーカーは､

2011年に世界市場の約4割の風力発電設備を生産することになった｡

表4･4と表4･5を比較してみると､ 2011年に中国第1位のメーカー･金風は3,789MW

の新規市場を獲得したが､そのうち3,600MWは国内市場であった｡すなわち､中国の風

力発電設備メーカーが世界上位10社にランクインされたのは､巨大な国内市場を獲得し

たからである｡かくして中国は風力発電の導入･発電設備の製造両面において､ 5､ 6年の

うちに世界第1位の座に躍り出たのである｡

第5節　中国の風力発電産業の問題点

中国の風力発電産業は急速な成長を遂げたが､繁栄の裏では様々な問題が深刻化してい

る｡本節では､中国の風力発電産業の成長における問題点を考察する0

1.国産風力発電設備の品質問題

前述したように､中国は5-6年のうちに､世界第1位の風力発電機生産国となった｡

しかし､国産風力発電機の品質問題はますます深刻となった｡ここでは､中国で多数発生

した事故のケースを取り上げ､風力発電機の品質問題を詳述する｡

(1)倒壊･火災･故障

国際的に見れば､風力発電設備は必ず3年間試運転させてから､市場投入するのが一般

的である｡しかし､中国は試運転に関する規定を大幅に緩和した(人民網2009) 0 2010

年には､中国の｢三北地域｣において品質問題による風力発電機の倒壊事故が多数発生した｡

倒壊した風力発電機は華鋭､東汽､連合動力､漸江連達など中国の上位メーカー(表2･4

参照)が生産したものである｡例えば､ 2010年初､遼寧省凌河風力発電所において､ 2台

の華鋭が生産した風力発電機の事故が発生し､倒壊した｡ 8月中旬に､甘粛省酒泉に1台

の華鋭の風力発電機が倒壊した(人民網2010b)0

2011年になると､風力発電機の品質問題による事故はさらに増加した｡国家電力監管委

員会(2011d)によると､一部の国産の新型風力発電設備は試運転しないまま本格的な生

産に入ったために､建設中あるいは稼働中において､風力発電設備が倒壊し､メイン軸が

折れ､モーターが火を噴き､ギアボックスが損壊し､翼が折れるなどの事故が多発した｡

風力発電機の倒壊事故以外に､風力発電機の故障も増加した｡ 2011年に国家電力監管委
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員会は12社の発電企業32を対象とした調査を実施した｡調査の結果によれば､故障は風力

発電機のブレード･ピッチ制御装置､周波数変換装置､電気装置､制御システム､ギアボ

ックス､発電機､ヨ-制御システムに集中している｡

具体的な数字を見てみよう｡ 2010通年にブレード･ピッチ制御装置故障は延べ6,700

台前後発生し､周波数変換装置故障は延べ5,000台近くとなった｡ 2011年1月～8月の8

カ月だけで､ブレード･ピッチ制御装置故障は延べ1万台以上に急増し､周波数変換装置

故障は延べ6,000台前後に達した｡

(2)風力発電設備の大規模な送電線網解列事故

解列とは､送電線網から発電設備を切り離すことであるo　多くの発電設備が-斎に解列

した場合は､送電線網の安定に悪影響を与える｡

2010年に風力発電設備が送電線網から解列した事故は80件発生した｡ 2011年1-8月

に風力発電設備の解列事故は193件に急増した｡たとえば､ 2011年2月24日に､甘粛酒

泉地域で598台の風力発電設備は送電線網から解列した｡ 2011年4月17日に､同じ甘粛

酒泉地域で､ 702台の風力発電設備は解列した(国家電力監管委員会2011d)0

国家電力監管委員会の調査結果に基づき､具体的なケースを通して､解列事故が多い風

力発電機のメーカー別に見ておこう｡その原因に関しては､後述する0

表4･6　甘粛酒泉風力発電設備低電圧解列事故(2011年2月24日)

単 位: 台､ %

風力発電所 ｸ4ｨｲ事故前稼働台数 6HIB解列率(%) ┨ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

橋 酉 第 一 風 力 発 電 所 268  田100.0 ĀĀĀĀ

天 潤 柳 園 風 力 発 電 所  仞Yr33 2100.0 ĀĀĀĀ

大 梁 風 力 発 電 所  ﾈ ｴ B 6 4   鉄 9 2 . 2  Ā Ā Ā

千 束 第 二 風 力 発 電 所  仞Yr34 91.2 ĀĀĀĀĀ

橋 西 第 三 風 力 発 電 所  仞Yr13 76.9 ĀĀĀĀĀ

橋 東 第 三 風 力 発 電 所 266 "33.3 ĀĀĀĀĀ

千 束 第 一 風 力 発 電 所 ﾈｴB63 b25.4 ĀĀĀĀ

橋 東 第 二 風 力 発 電 所 橋 西 第 二 風 力 発 電 所 ﾈｴB87 20.7 ĀĀĀĀ

華 鋭   鉄 R 9   b 紕 Ā Ā Ā

金 風   田 R 8   " Ā Ā Ā Ā

出所:国家電力監管委員会(2011d) ｡

32 12社の発電企業は華能､大唐､華電､国電､中電投集団公司､国開投､神華､中広核､広東卑電､華

潤集団公司､北京能源､河北建投集団公司である｡ 2011年8月末まで､上述12社の運転中の風力発電機

は2万3,600台である｡
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まず､ 2011年2月24日に､甘粛酒泉地域で発生した解列事故を見ておこう｡それは､

酒泉地域の橋西第1風力発電所の35KV (キロボルト)ケーブル末端の故障による短絡が

発生したために､ 598台の風力発電機が解列し､ 840.4MWの出力が損失し､それにより

西北送電線網の基幹網の周波数が50.03 -ルツから49.85 -ルツ-と落ちた事故である｡

この事故において､解列した風力発電機メーカー及び解列率は表4-6の通りである｡

次に､ 2011年4月17日にも､同じ甘粛酒泉地域で解列事故が発生した｡甘粛干西第二

風力発電所の変圧器側の35KV (キロボルト)ケーブルの末端故障により､ 702台の風力

発電機が解列し､ 1,006.2MWの出力は損失し､西北送電線網の基幹網の周波数が50.03

-ルツから49.81-ルツに落ちた深刻な結果となった｡表4-7は4.17酒泉事故において､

解列した風力発電機メーカー及び解列率を示している｡

表4･7　甘粛酒泉風力発電設備低電圧解列事故(2011年4月17日)

単 位: 台､ %

風力発電所 ｸ4ｨｲ事故前稼働台数 6HIB解列率(%) ┨ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

干 西 第 三 風 力 発 電 所 2132 3"100.0 ĀĀĀĀĀ

大 梁 風 力 発 電 所  ﾈ ｴ B 6 4   田 B 1 0 0 . 0  Ā Ā Ā

干 西 第 一 風 力 発 電 所 254  鉄B100.0 ĀĀĀĀ

北 大 橋 東 風 力 発 電 所 ﾈｴB64  鉄b87.5 ĀĀĀ

橋 西 第 三 風 力 発 電 所  仞Yr42 B81.0 ĀĀĀĀ

橋 東 第 二 風 力 発 電 所  ﾈ ｴ B 1 0   唐 8 0 . 0  Ā Ā Ā

千 束 第 一 風 力 発 電 所 ﾈｴB115  塔76.5 ĀĀĀ

向 陽 風 力 発 電 所  俔ﾘﾆ33  免ﾂ33.3 ĀĀĀĀ

橋東第-風力発電所 千束第二風力発電所 橋酉第二風力発電所 仞Yr167 鼎b27.5 ĀĀĀ

金 風  2 7  

華 鋭  1 8   ゅ

華 鋭   田 b l l   b 縒 Ā Ā Ā

干 西 第 - 風 力 発 電 所   仞 Y r 5 6  5 . 4  Ā Ā Ā Ā

橋 西 第- 風 力 発 電 所 2131  釘3.1 ĀĀĀĀ

干 西 第 二 風 力 発 電 所 2122 2.5 ĀĀĀĀĀ

出所:国家電力監管委員会(2011d) 0

以上のケースによれば､解列事故が発生した風力発電機は､中国の上位メーカーである

華鋭､金風､東汽､とりわけ華鋭が生産したものが も多い｡

中国西北電監局は甘粛酒泉で発生した事故について調査を行った｡調査の結果によると､

中国の風力発電設備の製造技術は先進国より大幅に遅れ､多数の風力発電設備はI:VRT
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(Low Ⅵ)ltage Ride･Through)機能を備えていない｡故障によって送電線網の電圧が低下

した場合､風力発電設備がLmT機能を備えていないために､送電線網から解列すること

となった(西北電監局2011)0

I:VRTとは､何らかの事故が発生して系統電圧が低下しても､風力発電システムが電力

系統から解列しないという機能である｡ちなみに､風力発電を数多く導入したヨーロッパ

のドイツやスペインでは､送電線網の安定を確保するため'に､風力発電設備が送電線網と

接 続 す る 条 件 と し て､ LmT の み な ら ず､ DVS (DynamicVoltage Support) ( 電 圧 低 下 時

に所定の電力を出力することによって系統電圧を支える機能)機能も備えなければならな

いと定めている(科学技術振興機構中国総合研究センター編集2011､ p.144)0

しかし､世界第1位の風力発電導入国になったにもかかわらず､中国ではI:VRTなどの

技術についての規定が存在しなかった. 2010年以降､ IiVRT機能が不備なために､解列事

故が多発するなか､中国国家電力監管委員会は2011年5月4日に｢風力発電所の安全に

対する監督管理の強化､大規模な風力発電設備の解列事故の抑制に関する通知(弁安全

【2011】26号) ｣ (原文｢関於切実加強風電場安全監督管理　過制大規模風電機組脱網事故

的通知｣ )を通達し､風力発電設備はIiVRT機能を備えなければならない､また既設置し

た風力発電設備は改造しなければならないなどの措置を設けた(国家電力監管委員会

2011b) ｡

しかし､国家電力監管委員会はあくまでも監督管理部門であり､強制力を持っていない｡

後述するように､風力発電設備がLVRT機能を備えなければならないことが国家標準とし

て明確に規定されたのは､ 2012年6月1日に実施された｢風力発電所の系統連系に関す

る技術規定｣ (原文｢風電場接入電力系統技術規定｣)である｡

2.系統連系･送電に関する問題

前述したように､中国の風力発電設備容量は飛躍的に増加した｡しかし､風力発電所に

設置された風力発電機は､すべて送電線網と接続(系統連系)しているわけではない｡中

国の風力発電産業の急成長におけるもう1つの大きな問題は､建設された風力発電所が送

電線網と系統連系できなく､あるいは系統連系しても発電が制限され､送電できないとい

う問題である｡この間題は2009年から始まり､風力発電所の爆発的な増設に伴い､一層

深刻になりつつある｡

(1)系統連系できない問題

中国の風力発電産業の急成長におけるもう1つの大きな問題は､建設された風力発電所

が送電線網と系統連系できなく､あるいは系統連系しても発電が制限され､送電できない
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という問題である｡

図4･3　2001-2011年中国の風力発電設備容量(累計)設置･系統連系

単 位:MW

MW 

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 Ā

1 0 , 0 0 0  0   劔 劔 柳 ﾃ " 免 ﾂ Ā Ā Ā Ā

dldj 温  劔 劔 俐ĀĀĀ

2001 "2093 B2905 b2007 2009 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

妻 昏 設 置 448  鉄Cb743 ﾃ#S2,537  迭ﾃ イ12,002 RﾃR 鼎Bﾃs322,364 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

iE' 系 統 連 系i383 49  鉄Cr763 ﾃ#c2,668  澱ﾃ#12,173 rﾃcsﾃ37,840 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所:設置は中国可再生能源学会風能専業委員会(2012) ､系統連系は李俊峰等(2012) ､

p.24 (原資料は水電水利規画設計総院､国家風電信息管理中心｢2011年中国風電建設統計

評価報告｣)より作成｡

前掲図4-1は､中国可再生能源学会風能専業委員会が統計した風力発電所に設置された

風力発電設備容量である｡中国水電水利規画設計総院は系統連系された風力発電設備容量

をまとめている｡ここでは､上記の2つ機構の統計を用い､設置設備容量と系統連系設備

容量を比較してみよう(図4･3)0

2001-2008年には､設置容量と系統連系容量はあまり差がなかった(2つの統計が異

なるデータを用いているために若干の差異がある)｡しかし､ 2009年に系統連系容量は設

置容量より8,100MW余り少なかった｡ 2011年になると､その差はさらに1万4,500MW

以上に拡大した｡すなわち､ 2011年累計設置容量のうち､ 23%は系統連系されていない｡

風力発電機が年末に設置されたために系統連系がまだ終わっていない場合もあるが､

も根本的な原因は､風力発電所を建設する際に送電線網と連系する計画がないことにある｡

この点について､詳細は後述する｡

(2)風力発電所の発電量が制限される問題

中国の｢再生可能エネルギー法｣は､送電企業が再生可能エネルギーによって発電され

た電力を全量買取るべきであると定めた｡しかし､現実には中国の風力発電所は系統連系
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しても､送電線網企業は全量買取りをすることはない｡風力発電所の発電量が制限される､

いわゆる｢葉風現象｣は2009年に出現し､年々悪化している｡

中国の国家電力監管委員会の統計を用い､具体的な数字を通じて､風力発電が制限され

る問題の現状を見ておこう(表4･8)｡なお､ 2010年7-10月に中国の国家電力監管委員

会は､全国範囲で2010年上半期の風力発電が制限される問題を調査した｡したがって､

2010年のデータは通年ではなく､上半期のみである｡

表4-8　2009年､ 2010年1-6月､ 2011年風力発電の買取･未買取電力量

単位:GWh､ %

2 0 0 9 年   D ﾓ h ﾈ 2 0 1 1 年   Ā Ā Ā Ā Ā Ā

買 取 未 買 取MJ(R.A?)* 僣8 靖j)H8 禔ﾗRｹb 買 取 未 買 取W(R.A?)* ĀĀĀ

全 国 Rﾃc"ﾃsc 偵s222,2542,77611.09  田2ﾃS3r｣"ﾃ3｣b"｢ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

内 モ ン ゴ ル  唐ﾃCsﾃ 塔c ゅ 湯7,1832,10122.63 ﾃ 塔bﾃ 鉄BBĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

内: 西 部  迭ﾃ 都ﾃCc 偵s25,2531,52722.52 2ﾃ#3Bﾃ#2"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

内 : 東 部  ﾃ C 涛 S r r 1 , 9 3 0 5 7 4 2 2 . 9 2   唐 ﾃ s S " ﾃ 鉄 R b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

吉 林  ﾃ 鼎 ゅ 1 , 4 2 6 2 6 0 1 5 . 4 2  ﾃ 塔 s c 田 B 繝 b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

黒 竜 江  ﾃ C 都 3 r " 1 , 4 0 8 1 6 6 1 0 . 5 5   釘 ﾃ 3 鼎 s C C B 紊 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

河 北   ﾃ 3 3 3 # c C r 2 , 3 0 2 6 1 2 . 5 8   唐 ﾃ s c S 3 c 2 纉 b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

遼 寧   ﾃ S 3 s # 3 纈 2 , 2 8 4 6 4 2 . 7 3   澱 ﾃ c c c S c 偵 2 Ā Ā Ā Ā Ā Ā

甘 粛   ﾃ S 3 2 經 r 9 3 8 1 2 4 1 1 . 6 8   途 ﾃ ゴ " ﾃ c # r 紊 B Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

出所: 2009､ 2010は国家電力監管委員会(2011a) ､ 2011は国家電力監管委員会(2012) 0

注: 1.制限率=未買取/ (買取+未買取) ☆100%｡

2. *は｢三北地域｣のみのデータである｡

3.内モンゴルには2つ送電線網がある｡東部の送電線網は｢蒙東電網｣と呼ばれ､

国家電網に所属し､西部の送電線網は｢蒙西電網｣と呼ばれ､内モンゴル自治区に

所属する｡

2009年に全国において送電企業が買取った風力発電の電力量は2万5,610GWh､買取

らなかった電量は2,760GWhであり､全国平均制限率(表4･8の注1参照)は9.73%であ

った｡風力発電が制限されている省は､いずれも｢三北地域｣にある｡制限率が も高い

のは内モンゴルであり､ 18.99%の風力発電が制限された｡

2010年1-6月に送電企業の未買取電力量は2,776GWhであり､ 2009年の通年量を上

回った｡制限率も11.1%-と上昇した｡なかでも内モンゴルの制限率は依然として も高

く､ 22.63%の風力発電が制限された｡ちなみに､内モンゴルは中国で風力発電所が も多

い地区であり､ 2010年6月まで､系統連系した風力発電所の容量は全国の31.8%であっ

た｡
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2011年には､風力発電が制限される問題は一層深刻になった｡全国の80%以上の風力

発電設備容量を占めている｢三北地域｣だけでも､買取られなかった風力発電電力量は1

万2,300GWh-と急上昇した｡甘粛省の制限率は も高く､ 27.44%に上昇した.その次

は内モンゴルであり､風力発電の制限問題は解決されないばかりか､さらに24.04%-と

悪化した｡

2012年に､風力発電の制限問題はより深刻化した｡ 2012年に制限された風力発電電力

量は約2万GWhに上った(人民日報2013も) 0

風力発電が制限されるために､風力発電所の稼働時間数も減少した｡国家電力監管委員

会(2011C)によれば､ 2010年に全国の風力発電所の年平均稼働時間は2,047時間であり､

2009年よりも30時間減少した｡ 2011年に､風力発電所の年平均稼働時間は1,920時間

にまで大幅に減少した｡内モンゴル､甘粛など風力発電の設備容量が大きい省は1,800時

間台に落ちた(国家能源局2012a)0 2012年に､風力発電所の年平均稼働時間はさらに1､

890時間までに減少した(人民日報2013a)0

(3)系統連系できない･風力発電は制限される原因

第1に､風力発電所の建設ばかりを追求し､送電線網-繋がる送電線網の建設計画が策

定されていない｡例えば､国家電力監管委員会によれば､ 2011年末までに､許可を得て建

設中の風力発電所の設備容量は4,340MWに上る｡しかしそのうち､ 1,530MWだけが送

電線網に繋がる計画が決定されたが､これは全部のプロジェクトの3分の1にすぎない(国

家電力監管委員会2012)｡

第2の原因として､中国の独立的な送電線網と遅れている送電線網の建設､及び消費市

場を無視した発電所の建設があげられる｡

風力発電は風によって左右され､風速によって発電量は変化する｡したがって､風力発

電には不安定性､間欠性がある｡そのために､天然ガスのように直ちに出力が調節可能な

発電が不可欠であり､それにより風力発電の不安定性を補完し､送電線網の全体的な安定

をバランスさせる必要がある｡さらに､送電線網の設備容量が大きければ大きいほど､受

容可能な風力発電の電力量も大きい｡

中国の風力発電所は｢三北地域｣に集中している｡しかし､ ｢三北地域｣の電力消費は少

なく､電力需要が多い地域は東部､南部､中部に集中している｡そのために､東部､南部､

中部-の送電が必要とされている｡

しかし､中国の送電線網は地域ごとに独立している｡ 2002年に中国は電力産業を独占し

ていた国家電力公司を､ 5つの発電会社､及び国家電網､南方電網の2つの送電会社に分

けた｡また､国家電網はさらに5つの地域送電線網､すなわち､華北､西北､東北､華東､

華中送電線網に分割された｡このように､中国には6つの地域送電線網があり､それぞれ
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が複数の省をカバーする｡また､新彊送電線網は行政上に西北送電線網に所属しているが､

地理上は独立している｡チベット送電線網も地理的に独立している｡図4･4は中国のこの

ような独立的な送電線網を示している｡

以上の6つの送電線網以外に､中国にはもう1つ省レベルの送電線網がある｡それは､

内モンゴルに所属し､ ｢蒙西電網｣と呼ばれている内モンゴルの西部の送電線網である｡蒙

西送電線網は国家電網から独立している｡ちなみに､内モンゴルの東部の送電線網は国家

電網に所属し､東北送電線網の一部になっている｡

図4-4　中国の送電線網図

出所:国家電力信息網｡

このような地域送電線網の間は連結するルートがあるが､送電能力はかなり限られてい

る｡ ｢三北地域｣の送電線網は電力消費が少ないために､もともと脆弱である｡そのため､

間欠性がある風力発電が大量に入ると､送電線網は受容できなくなる｡その結果､送電線

網の電力量を管理する部門は風力発電の出力を制限することとなる｡

外部-送電する為に､地域間の送電線網を連結するルートは新たに建設しなければなら

ない｡現実には地域間の送電線網の建設はかなり遅れている｡例えば､風力発電容量が

も多い内モンゴルは､余剰電力を華北送電線網-送電している｡しかし､蒙西送電線網と

華北送電線網を連結するルートは2つしかなく､送電容量はかなり限られている｡第3ル

ートは2006年という早い時期にすでに計画されたが､ 2012年5月現在､いまだ建設は始

まっていない(人民網2012)0

国家電力監管委員会(2012)によると､現在､風力発電は原則として省内で消費するこ
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ととなっている｡しかし､一部の省は消費市場が明らかに限られており､隣接している複

数の省も消費しきれない｡

｢三北地域｣は確かに他の地域と比べると､風力エネルギーが豊富であり､利用できる

土地も東南部より多い｡その意味で､当該地域に風力発電所を多く建設するのは合理的で

ある｡しかし､より重要なのは､風力発電を利用するための送電線網の建設である｡

また､より根本的な問題は､風力で発電された電力の消費を原則として省内に限定する

のであれば､なぜ複数の省をカバーする地域送電線網さえ受容しきれないほどの風力発電

所の建設が許可されたかである｡結局､電力を利用するために風力発電所を建設したので

はなく､単に建設のために建設したかのように見える｡

こうして送電線網-接続する建設計画や消費市場がさほど重視されることがなく､風力

発電所の建設ばかりが進められてきた｡風力発電設備容量の飛躍的な増加は､まさに従来

通りの投資依存型成長といえよう｡

第3の原因として､風力発電機の品質があげられる｡多数の風力発電機はI:VRT機能が

不備であるために事故が多発した｡そのため送電会社側は系統連系を回避する傾向がある｡

また､風力発電所は政府から増値税の半減や企業所得税減免など､事実上の補助金を受

けているのに対して､送電線網会社側には補助金がない｡風力発電の不安定性や間欠性な

どの特徴があるために､風力発電を送電線網と連系すると､送電線網を管理する複雑さや

コストも増える｡送電線網会社側-のインセンティブの有無についても疑問は残る｡

それに加え､風力発電は他の発電､とりわけ石炭による火力発電との矛盾もある｡風力

発電の出力は不安定なために､かなり規模で､かつ出力が調節可能な他の発電が不可欠で

ある｡しかし､稼働中の石炭発電の出力を抑えると､石炭の利用効率は低くなり､火力発

電企業の利益は低下する｡

近年中国の石炭価格は上昇しているものの､電気料金は政府によって統制されている｡

いわゆる｢市場の石炭､計画の電気(市場価格の石炭､計画価格の電気料金)｣の体制の下

で､石炭発電企業の経営は悪化している｡しかも､火力発電企業は政府の補助金がなく､

風力発電所が受けている税優遇も受けられない｡山東省電力監管弁公塞(国家電力監管委

員会の下級官庁) (2011)によると､山東省の火力発電所は風力発電のために､無償で出

力を調節しており､何の補償も受けていない｡赤字に陥っている火力発電所は経営が一層

悪化している(山東省電力監管弁公室2011)0

(4)送電できない問題は如何に深刻か

①　内モンゴル

まず､風力発電設備容量が も高い内モンゴルのケースを見てみよう｡

国家電力監管委員会(2011d)によると､内モンゴルの灰騰梁地区の風力発電設備容量
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は1,200MWに達したのに対して､送電能力は400MWにも満たなかった｡ 2011年には送

電用に1台の基幹変圧施設が増設され､送電能力は600MWまで上がったが､ 1,200MW

の風力発電設備容量と比べれば､明らかに不足している｡しかし､当該地区の新規風力発

電設備容量は依然として増加基調にある｡

もう1つの事例を見てみよう｡内モンゴルの東部の通達送電線網では､火力発電設備容

量は約2,870MWであり､風力発電設備容量は約3,000MWである｡しかし､現地消費は

800-900MW に す ぎ ず､ 外 部- の 送 電 能 力 は3,500MW に と ど ま り､ 余 剰 の1,500MW 前

後の発電設備容量は現地で消費できず､外部-も送電できない｡その結果､風力発電が制

限される現象はかなり厳重である｡

②　甘粛省

次に､西北地域にある甘粛省のケースを見てみよう｡

甘粛酒泉は風力発電の重点発展地区である｡ 2010年6月時点の酒泉の風力発電設備容

量は約1,000MWであった｡その時点ですでに酒泉及び河西地区33は受容できず､風力発

電の大部分は電力の集散地である省都･蘭州-送電しなければならない｡しかし､酒泉は

も近い蘭州からも800km離れている(国家電力監管委員会2011a)0

2011年に甘粛酒泉地区は25カ所の稼働中の風力発電所を持ち､風力発電設備容量は

4,046MWに急増し､甘粛省の風力発電設備容量の16.5%を占めることになった(国家電

力監管委員会2011d)｡また､酒泉地域に計画された風力発電基地の設備容量は1万MW

で､ 2010年6月時点の設備容量の10倍である｡さらに､ 2015年に酒泉風力発電基地の

発電電力量は2万5,000GWhに上ると予測されている｡

このような風力発電電力量は甘粛省の送電線網は無論のこと､西北送電線網全体さえ受

容できない｡しかも､酒泉あくまでも甘粛省のなかの1つの地区にすぎなく､甘粛省､さ

らには西北地域に他の風力発電所が数多く建設されている｡しかし､外部(他の地域送電

線網) -送電するための送電線網の建設や､受容(消費)市場はいまだ明確になっていな

い(国家電力監管委員会2011a)0

3.産業発展の支援基盤の未整備

風力発電産業の発展において､もう1つ大きな問題は､技術標準の欠如･遅れ､風力発

電設備品質の検査･測定機構の不足､研究機構の欠如など､産業発展の支援基盤の未整備

である｡

33酒泉は河西地区範囲にあり､また河西地区は甘粛省の一部である0

105



(1)技術標準の欠如･遅れ

2005年に公布された｢再生可能エネルギー法｣によれば､国務院標準化行政主管部門は､

国家再生可能エネルギー電力の系統連系技術標準や他の再生可能エネルギー技術と製品に

関する国家標準を制定し､公布するとしている｡しかし､風力発電所の建設を飛躍的に進

めてきたのに対して､ 2012年6月1日まで､風力発電設備の系統連系に関する国家技術

標準は存在しなかった｡

系統連系に関する技術標準のみならず､風力発電機の他の技術に関する標準も存在しな

かった｡電力価格と国産化率ばかりが重視され､技術は無視されてきた｡例えば､ 2003

年から実施された風力発電プロジェクト特別許可経営権入札制度は､ も安い電力価格及

び70%以上の風力発電機の国産化率を入札条件とし､技術についての条件は示されなかっ

た｡

I:VRT機能がないことによる大規模な解列事故をはじめとして､事故の多発や建設した

風力発電所が系統連系できない問題は技術標準の欠如と無関係ではない｡電力を管理する

政府部門､再生可能エネルギーの専門協会や技術専門家は､風力発電に関する報告書にお

いて､国家技術標準の欠如がすでに風力発電産業の発展を阻害する重大な問題であると指

摘し､国家技術標準の制定を強く呼びかけた｡例えば､王仲頴等(2010) ､ Lietal. (2010)､

国家電力監管委員会(2011a) ､国家電力監管委員会(2011d)などが挙げられる｡

2010年から国家能源局は風力発電業の標準を制定し始め､ 2011年8月に､系統連系､

風力発電機の製造や､風力発電所の建設､運営管理などに関する18項目の技術標準を公

布した｡

2011年12月30日に国家標準化管理委員会はようやく国家標準としての｢風力発電所

)　の系統連系に関する技術規定｣を公布し､ 2012年6月1日に施行した｡同｢規定｣では､

IiVRT機能を常備することが明確に定められているo

しかし､中国の風力発電所に設置された風力発電機の大多数はIiVRT機能がないために､

改造の必要がある｡改造費用も高く､ 1機あたりの改造費用は当初10万元前後と見込まれ

ていたが､実際には50万元に達したケースもあるという(科学技術振興機構中国総合研

究 セ ン タ ー 編 集2011､ p. 145)｡

(2)研究機構､品質検査･測定機構の遅れ･不足

2006年に国家発展改革委員会と財政部は｢風力発電産業の発展を促進するための実施意

見に関する通知(発改能源[200612535号)｣を通達し､技術研究開発､検査測定や風力発

電設備及び基幹部晶を試験するプラットフォームなど､産業発展の支援システムの設立を

主要な任務として取り上げた｡実際には､これらの産業支援システムの設立ははるかに遅
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れている｡

まず､品質検査･測定の現状を確認しておこう｡前述したように､大多数の風力発電設

備はmT機能がないために､改造しなければならない｡改造された風力発電機や新機種

は､検査･測定を受ける必要がある｡

ところが､中国にはmT機能の検査･測定資格がある機構は1つしかなく､検査･測定

能力は不足している｡費用は非常に高いのに加えて､検査･測定を受けるためには数カ月

の時間を要する｡また､部品･パーツを交換する場合には､さらに待たなければならない｡

国家電力監管委員会(2011d)によれば､ 2011年9月末までに､全国において､ IimT機

能の検査･測定が完了したのは､ 13社の風力発電設備メーカーの13機種だけである｡それ

に対し､ 2009年末までに約90社の風力発電機メーカーが誕生した｡

次に､研究開発機構の状況を見てみよう｡中国は風力発電設備の生産量において､急速

に世界第1位になったのに対して､他の国と比べると､ R&D支出は極めて少ない｡また､

2010年までに､中国には風力発電に関する国家レベルの研究機構や､風力発電設備･基幹

部晶を試験する公共プラットフォームがなかった(李俊峰等2010､ p.62)0

2010年に､中国科学技術部と国家能源(エネルギー)局は､主に風力発電設備メーカー

に委託し､ 9つ研究開発センターや実験室の設立を許可した｡また､ 2011年11月には､国

家能源局は北京整衡認証センターに委託し､ ｢国家エネルギー風力･太陽エネルギーの模

擬･検測認証技術重点実験室｣を設立した(李俊峰等2012､ p.44)0

こうして､政府の研究開発を推進する姿勢がようやく見えるようになった｡ただし､前

述した9つの研究開発センターのうち､ 1つは中国科学院工程熱物理研究所に委託して､

同研究所に設立されたものであり､もう1つは風力発電機メーカー華鋭と上海交通大学が

提携して設立されたものであり､他の7つはすべて風力発電機メーカーあるいは国家電網

に委託して設立されたものである｡基本的に企業任せになっている｡

(3)人材育成の遅れ､トレーニングの欠如

風力発電産業では､人材育成の遅れや､トレーニングの欠如も問題になっている｡

国家電力監管委員会(2011d)によると､大多数の風力発電所の従業員は専門知識がな

く､経験もない｡例えば､甘粛酒泉地域にある橋西第三風力発電所には従業員が15人い

るが､全員が風力発電所の経験を持たない｡また､同じ甘粛酒泉地域にある天潤風力発電

所には､従業員13人がいる｡その中の3人は火力発電所の経験があるが､他の10人は新

卒であり､経験が皆無である｡

また､従業員は十分な職業訓練を受けていなかったために､何らかの小さな故障が発生

しても､直ちに対応できず､大きな事故-と悪化する恐れは十分ありうる｡
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4.生産能力過剰

(1)生産能力過剰

2000年代半ばから成長し始めた風力発電機製造業は､すでに生産能力過剰に陥っている｡

政府は数多くの優遇政策によって風力発電産業を発展させてきたために､風力発電設備製

造業に参入した企業は急激に増加した｡ 2004年に中国の風力発電機メーカーは6社しか

なかったが､ 2009年末までに約90社が誕生した｡もともと鉱山採掘業､自動車修理業､

エアコン取付サービスの業界までもが参入した(人民網2010a)｡

国務院は2009年9月に､一部の産業の生産能力及び重複建設を抑制するために打ち出

した政府通知｢部分産業の生産能力過剰及び重複建設を抑制して産業の健康的な発展を導

くための若干意見｣ (原文｢国務院批転発展改革委等部門関於抑制部分行業産能過剰和重複

建設引導産業健康発展若干意見的通知(国発[2009]38号)｣)の中で､鉄鋼､セメントなど

の従来の生産過剰産業のみならず､風力発電設備､多結晶シリコン(次章参照)などの新

興産業も重複建設が発生したと指摘した｡同｢通知｣によると､中国にはすでに80社以

上の風力発電機メーカー(部品メーカーが含まれていない)が存在するにもかかわらず､

参入を希望する企業はまだまだ多い｡毎年風力発電機の新規増設は1万MW前後であるの

に対し､ 2010年に中国の風力発電機の生産能力は2万MWを超えると見込まれた(国務

院弁公庁2009) 0

政府の指摘にもかかわらず､その後も中国の風力発電設備の生産能力は拡張し続けた｡

李俊峰等(2012､ p.58)によれば､ 2011年に中国の風力発電設備の生産能力はさらに3

万MW以上に拡張した｡ 2011年の中国の新規増設容量は1万7,631MWに達し､すでに

世界新規市場の43%を占めた｡中国は世界 大の市場を持っているにもかかわらず､過剰

生産能力の結果､風力発電設備製造業の稼働率は60%にすぎない｡

(2)過度競争

風力発電機メーカーは急増し､生産過剰により競争は激化した｡ 2010年には､約10社

が風力発電機製造業から撤退し､2010年末現在､風力発電機メーカーは約80社となった｡

また､ 80社のうち､完成品の生産に至ったメーカーは38社にすぎず､多くのメーカーは

設計図を購入し､単純な組立段階にとどまっている(人民網2011a)0

風力発電機製造業も生産過剰による｢価格戦(過度競争)｣が激化した｡ 2008年に風力

発 電 機 の 価 格 は6,500 元/KW で あ っ た が､ 2009 年 に5,400 元/KW-､ 2010 年 に は4,000

元/KW以下に下落した(人民網2011a)｡さらに2011年には3,700元/KW以下-と急落

した(李俊峰等2012､ p.59)｡それに伴い､風力発電機メーカーや部品メーカーの利益も

急速に低下した｡
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このような価格の下落は､規模の経済性や生産性の上昇などの要因によるものだと思わ

れるかもしれない｡ここでは､2011年中国市場シェアの上位2社､金風と華鋭(上場済み)

の｢財務年報｣を通じて､それぞれの売上高､営業コスト及び利益を見てみたい｡

まず､華鋭の2011年の年報によれば､ 2011年の売上高は104億元であり､ 2010年の

203億元よりも48.7%減少した｡それに対し､営業コストは2010年の195億元から2011

年の102億元-と47.7%減少した｡また､営業利益は2010年の31.3億元から2011年の

5.3億元に急減し､ 83.1%減少した｡華鋭はこのような利益の激減に対し､国家産業政策の

転換及び市場競争の激しさが販売量及び価格の下落をもたらした､と解釈している(華鋭

風電科技(集団)股扮有限公司2012)0

中国可再生能源学会風能専業委員会の統計によると､ 2010年華鋭の国内新規容量は

4,386MWであり､ 2011年は2,939MW-と減少し､輸出はなされなかった(中国可再生

能源学会風能専業委員会2011､中国可再生能源学会風能専業委員会2012)｡確かに､華鋭

は2011年の発電容量ベースの市場シェアは33%減少したが､利益の減少幅は83%減とは

るかに深刻である｡

また､金風の2011年の年報を見てみよう｡ 2011年の金風の売上高は128億元であり､

2010年の175億元と比べると27.0%減少した｡原材料･部品や人件費などの営業コスト

は､ 2010年の147億元から2011年の108億元-と26.8%減少した｡営業利益は2010年

の23.8億元から2011年の7.2億元に70%減少した｡

利益の減少について､金風は市場競争の激化による風力発電機の価格の下落や保有して

いた一部の風力発電所を処分したために発電収入が減少したことなどを原因としている

(新彊金風科技股扮有限公司2012)｡しかし､ 2011年金風の売上高の中で､ 96%以上は風

力発電機･部品の販売であり､発電収入は1%にすぎない(他には､約3%の風力発電サー

ビス収入がある)｡また､ 2011年の風力発電機･部品の売上高は2010年より28%減少し

た｡つまり､利益の急減は風力発電機･部品の売上高の減少によりもたらされた｡

2010年に金風は3,735MWの国内新規市場を獲得したほか､ 4.5MWの風力発電機を輸

出した｡ 2011年に金風は3,600MWの国内市場に加えて､ 189MWを輸出した｡すなわち､

2011年は2010年より発電容量ベースでの市場シェアは1.3%と微増をみたが､利益は70%

の大幅な減少となった｡

すなわち､風力発電機の価格の急落は､規模の経済性や技術進歩により生産コストが削

減されたのではなく､生産過剰が引き起こした過度競争の結果にほかならない｡

第6節　新たな組み立て産業

中国政府は､新エネルギー産業を戦略的新興産業と指定し､自主イノベーションによる
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成長を繰り返して提唱しており､先進的な技術･自主知的財産権･自主ブランドを持っよ

うに発展させようとしている｡中国の風力発電機製造企業は自主ブランドで生産､販売し

ているので､自主ブランドを持つ産業であるといえるが､中国の風力発電産業が自主技術

を有しているかどうかは､次の点から検討する必要がある｡

1.ライセンス生産･設計図の購入

王仲穎等(2010)によれば､風力発電設備( 終製品)を生産する金風､華鋭､東汽､

上海電気､運達など､中国の上位メーカーは主にライセンス生産に従事しており､自主的

知的財産権を有しているわけではない｡金風､東汽､運達はドイツのRepower社から､

華鋭はドイツのFuhrlander社から､上海電気はイギリスのEU ENERGYWIND社から

ライセンスを導入している(王仲穎等2010､ p.24)｡他の小規模のメーカーは､設計図を

購入する段階にとどまっており､いずれにせよ､自主技術を持たない0

2009年の80社の風力発電機メーカーの動きをみると､70社以上が国外から設計図を購

入し､試運転や測定をすることなく､直ちに一定規模の生産に突入したo数社の風力発電

機メーカーは､同じ外国企業から､同じ設計図を購入しており､なかには外国でも数台し

か設置されていない技術､すなわち､いまだ成熟段階に到達していない技術の設計図を購

入したケースもみられる(人民網2009)｡風力発電産業においても､他の在来産業と同様

に､技術導入が重複して行われた｡

ただし､金風のように､外国企業を買収することにより､技術を獲得した例外もある｡

金風の事業は､ 1980年代初頭に分散型の小型風力発電機を新藩の農村や牧場地区に導入し

て始まった｡ 1988年に､金風の前身である新蛮風能公司は､風力資源の気象観測を行って

いた新彊水利水電研究所をベースにして設立された｡新蛮風能はもともと風力発電所の建

設運営を主要な業務としていた｡ 1997年に､新蛮風能は風力発電所の運営の経験を生かし

て､風力発電機製造業-参入しようとし､外国から風力発電機の生産技術を導入した｡ 2001

年に､増資などを経て､名前を新彊金風科技-変更した｡ 2008年に金風はドイツの子会社

を通じて､もともと業務関係があったドイツのVENSYS社の70%の株を買収した(新彊

金風ホームページ)｡

VENSYS社はPM-DD (永久磁石直接駆動)式の風力発電機の技術に優位性を持っ｡

金風はVENSYS社を買収することにより､その技術を獲得したoその後､金風はVENSYS

と連携して永久磁石直接駆動式の風力発電機を開発し続け､同社の主な販売機種となった｡

技術獲得の観点からは､2000年代後半から設立して急成長した他のメーカーと比べると､

金風は比較的イノべ-テイブな企業といえる｡しかし､総じていえば､中国の風力発電機

産業全体は自主技術を持たない｡
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中国の風力発電設備メーカーが2000年代半ばに導入したのは主にMW以下の風力発電

設備技術である｡その後､中国の発電機メーカーは2MW､ 3MWなど高出力の風力発電設

備の生産に乗り出し､ 5MW､ 6MWの風力発電設備の研究開発も進んでいる｡なかでも､

2006年に設立したばかりの華鋭は10MWの風力発電機の研究開発に着手した｡また､中

国の風力発電設備メーカーはすでに洋上風力発電設備を生産している0 2010年に､中国

初･アジア初の洋上風力発電所である上海東海大橋100MW洋上風力発電プロジェクトが

完成し､本格的な運転が始まった｡設置されたのは､華鋭が生産した洋上風力発電設備で

ある｡

中国の風力発電機の製造業は後発であり､外国技術の導入を通して生産を始めた｡技術

導入から改良-､さらに技術革新に至るまでには相当な時間を要する｡また､改良した

適設計の新機種を生産するには､導入した技術を十分に消化･吸収した上で､基礎研究･

試験及び経験の蓄積が必要である｡しかし､中国の風力発電機製造業は新機種の生産速度

や規模ばかりを追求し､技術の消化･吸収､製品の品質､ 適設計などをさほど重視して

いなかった｡それゆえに､前述した風力発電機の倒壊や火災など､品質による事故が多発

することとなった｡

MW以下から2MW､ 3MW-､また陸上から洋上-､中国の風力発電設備メーカーは

次々と生産に乗り出したので､凄まじい技術進歩を遂げたように見えるが､現実はどうで

あろうか｡李俊峰等(2012､ p.66)によると､中国の風力発電設備メーカーは外国から購

入した陸上風力発電設備の技術を完全に消化･吸収する前に､陸上風力発電設備の技術を

用いて洋上風力発電設備を生産し､実際に洋上に設置した｡また､風力発電設備に何らか

の故障が発生し､中国メーカーが解決できない場合は､外国のエンジニアが修理に来るま

で待つしかない｡

2.基幹部品の外部依存

(1)核心的な基幹部品

中国の風力発電設備メーカーは､生産量において短期間のうちに世界上位レベルまで発

展を遂げたものの､基幹部品は外部調達に依存している｡

中国に風力発電機の部品メーカーは100社以上があり､風力発電機の翼を生産するメー

カーも50社余りがある｡部品メーカーの中では中国企業が多いものの､基幹部晶を生産

できる企業はかなり少ない｡

風力発電設備の部品のなか､ も核心的な基幹部晶はインバータ､制御システム及び基

幹ベアリングである｡これらの基幹部品の輸入依存度､あるいは中国に立地する外資企業
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-の依存度は50%以上である(李俊峰等2012､ p.66).0

インバータはスイスABB社の現地法人､フィンランドのVERTECO社及びオーストリ

アのWindtecに依存している.制御システムの調達先はオーストリアのWindtec社､デ

ンマークのMita社､ドイツのSEG社などの外国企業に依存し､中国メーカーは金風しか

ない(王仲頴等2010､ pp.28･29)｡例えば､中国の上位メーカー･華鋭は､コア部品をア

メ リ カ のAMSC (American Superconductor CorpoI･ation) 社 か ら 購 入 し て い た｡ 華 鋭 の

購入量はAMSC社の生産量の実に4分の3を占めていた(新華網2011)0

(2)主要な基幹部品

次に重要な基幹部晶である翼の状況を見てみよう｡風力発電機の翼を生産するメーカー

の 中､ 外 資 企 業 と し て は デ ン マ ー ク のLM 社､ Vestas 社､ Gamesa 社､ Suzlon 社､ Nordex

社､ TPI社がある｡外資企業は中国企業より数が少ないが､ も生産規模が大きな翼メー

カーはデンマークのLM社である｡

LM社は風力発電機の翼の世界3大メーカーである｡LM社は2001年に中国-進出し､

天津に翼工場を建設した(新華網2007)｡中国の風力発電機の需要が急増したために､ 2007

年に新注のウルムチに新しい工場を建設した｡新彊工場の生産量はたちまち市場の需要を

満たせなくなったために､ 2009年6月には河北省の秦皇島に第3工場を建設した｡ LMの

秦皇島工場の生産量はLMウルムチと天津工場の生産量の合計を超えており､中国で も

大きな翼工場である(新華社2009a)0

このように､中国企業は風力発電機の 終製品の国内市場において､ 90%の市場シェア

を獲得したが､基幹部晶は基本的に外国に依存している｡

確かに風力発電設備はハイテク製品であるが､それは基幹部晶がハイテクであるからで

あり､それが技術のコアとなっている｡しかし中国の風力発電設備製造業は外国から設計

図を購入し､基幹部晶を輸入に依存し､外部から調達した発電機､変速ボックス､メイン

軸､制御システム､翼などの部品を組み立てて､風力発電設備を作り上げたのである｡し

かも､生産規模や速度ばかりを追求し､導入した技術の消化･吸収は十分ではない｡その

意味では､中国の風力発電産業は他の在来産業と同様に､短期間に大量生産を実現した組

立産業にすぎないのではなかろうか｡

第7節　中国の風力発電産業の成長要因

1.風力発電に対する全量買取制度･税優遇
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第1に､政府は｢再生可能エネルギー法｣を制定し､再生可能エネルギーの全量買取や

電気料金の上乗せを法律で定めた｡これにより､風力発電所の建設に向けてのインセンテ

ィブが高まった｡

第2に､政府は風力発電に対する税優遇策も打ち出した｡

①　｢資源総合利用及び他産品の増値税政策の問題に関する財務部､国家税務総局の通

知(財税[2001】198号)｣

2001年12月1日に､財政部と国家税務総局は｢資源総合利用及び他産品の増値税政策

の問題に関する財務部､国家税務総局の通知(財税【2001】198号)｣ (原文｢財政部､国家

税務総局関於部分資源総合利用及其他産品増値税政策問題的通知(財税【2001]198号) ｣ )

を通達した｡一部の資源の再生利用や建築資材を対象とし､ 2001年1月1日以降､増値

税(17%)を半減することを定めた｡風力によって発電された電力は増値税半減の対象に

含まれる(財政部･国家税務総局2001a)0

②　｢資源総合利用及び他産品の増値税政策に関する通知(財税【2008]156号)｣

2008年12月9日に､財政部と国家税務総局は前記｢財税[2001】198号｣を廃止し､新

たに｢資源総合利用及び他産品の増値税政策に関する通知(財税【2008】156号)｣ (原文｢関

於資源総合利用及其他産品増値税政策的通知(財税【2008】156号)｣)を通達した｡ ｢財税

【2008】156号｣は優遇対象となる産業を修正し､また優遇内容に関しても増値税の免除や

50%の還付などを細分化した｡風力によって発電された電力は増値税の50%還付の対象と

指定された(財政部･国家税務総局2008)0

すなわち､風力発電企業は､ 8.5%の半減された増値税を享受できることとなった｡

増値税の他に､企業所得税の優遇政策も打ち出された｡

③　｢西部大開発の税優遇政策問題に関する財政部､国家税務総局､税関総署の通知(財

税[2001】202号) ｣

2001年12月30日､財政部､国家税務総局､税関総署は連合して｢西部大開発の税優

遇政策問題に関する財政部､国家税務総局､税関総署の通知(財税【20011202号)｣ (原文

｢財政部､国家税務総局､海関総署関於西部大開発税収優恵政策問題的通知(財税

【2001】202号)｣)を通達した｡同｢通知｣は風力発電産業を対象とする政策ではないが､

以下の内容が後に風力発電産業の成長と関連があるため､ここで取り上げる｡西部地域で

新設した交通､電力､水力等の企業に対して､生産経営の開始日から企業所得税を2年間

免除し､その後3年間半減する､といった｢2免3減｣税優遇政策が打ち出された｡中国

の風力発電設備容量が大きい内モンゴル､甘粛､新垂などの省･自治区は西部地域に含ま
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れているので､同税優遇政策を享受できることとなった(財政部･国家税務総局2001b)0

④　｢中華人民共和国企業所得税法実施条例(中華人民共和国国務院令第512号)｣

2007年12月6日に､国務院は｢中華人民共和国企業所得税法実施条例(中華人民共和

国国務院令第512号)｣を公布し､ 2008年1月1日から実施した｡同条例第87条によれ

ば､ ｢公共インフラ･プロジェクトの企業所得税優遇目録｣ (原文｢公共基礎施設項目企業

所得税優恵目録｣)により指定された電力､交通､港湾などの公共インフラ･プロジェクト

を行う企業は､営業収入が発生した年度から､第1-3年の企業所得税の免除､第4-6年

の企業所得税の半減措置を受けることができる(国務院弁公庁2007)0

また､ 2008年9月8日に､国家税務総局が公布した｢公共インフラ･プロジェクトの

企業所得税優遇目録(2008年版) (財税【2008】116号)｣ (原文｢公共基礎施設項目企業所

得税優恵目録｣ (財税【2008】116号)) (2008年1月1日から実施)によれば､風力発電新

規プロジェクトは企業所得税優遇の対象となっている(国家税務総局2008b)0

すなわち､ 2008年1月1日から､風力発電所を経営する企業は､ 3年間の企業所得税の

免除及び3年間の所得税半減､といった｢｢3免3減｣税優遇を受けることができることと

なった｡

風力発電は税優遇政策を受けられるために､発電企業が風力発電所の建設に向けてのイ

ンセンティブはさらに上昇した｡以上の政策が引き出したインセンティブの下で､風力発

電所の建設はブームとなった｡風力発電所の建設がブームになったために､風力発電設備

の需要は急速に高まった｡需要が急増したために､多くの企業は風力発電設備製造業に参

入した｡

もちろん､上記の法律や税優遇政策は否定されるものではない｡しかも､前記の税優遇

政策はもともと再生エネルギー利用の推進などを狙って打ち出されたものであり､風力発

電のみを対象とするものではない｡中国のエネルギーの利用効率の低さや環境汚染などを

考慮に入れると､再生可能エネルギーの利用を推進するための政策は必要であると考えら

れる｡したがって､これらの税優遇政策は明らかに風力発電産業の成長要因である｡

2.国産化率を決める輸入代替政策

中国の風力発電機製造業を発展させるために､政府は輸入代替政策を打ち出した｡

第1に､ 2005年7月4日に､国家発展改革委員会は｢風力発電の建設管理に関する国

家発展改革委員会の通知(発改能源【2005】1204号) ｣ (原文｢国家発展改革委関於風電建設

管理有関要求的通知(発改能源【2005】1204号)｣)を公布した｡同｢通知｣は､風力発電設

備製造の国産化の促進や中国の風力発電の計画･設計･管理及び設備生産能力の向上を狙
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い､風力発電所を建設する際に､風力発電設備の国産化率が70%以上に達しなければなら

ない､設備の国産化率要求を満たせない風力発電所の建設を許可しない､と定めた34 (国

家発展改革委員会2005a) 0

ただし､外資系メーカーが中国工場で生産したものも国産であると見なされ､また部品

の国産化に関しては､何の要求もなされていない｡国家能源(エネルギー)局新エネルギ

ー司の副司長･史立山によれば､国内企業や外資系企業に関する規定がなく､国内設備や

部品の調達率についての規定もない(新華網2010) ｡つまり､国内企業や外資系企業に

関わらず､完成品が中国で生産されたものであれば国産品であると見なす､と理解できる｡

このように風力発電設備の国産化率が定められたために､中国メーカーの市場シェアは急

速に拡大することになる｡

第2に､前述したように､ 2003年から導入された風力発電プロジェクト特別許可経営

権入札制度は､ 70%以上の風力発電設備の国産化率に加えて､ ①風力発電設備製造企業で

あること､ ②風力発電設備製造企業と他の投資者の共同事業体であることを入札者の条件

とした｡

これらの政策は中国メーカーに巨大な国内市場を提供した｡国内市場を獲得したために､

中国メーカーは市場シェアを拡大し､わずか数年のうちに世界上位10社にランクインで

きたのである｡

3.政府の補助金

政府は風力発電設備メーカー及び部品メーカー-の資金補助政策を打ち出した｡

①　｢風力発電産業の発展を促進するための実施意見に関する通知(発改能源

【2006】2535号) ｣

2006年11月13日に､国家発展改革委員会と財政部は｢風力発電産業の発展を促進す

るための実施意見に関する通知(発改能源【2006】2535号)｣ (原文｢国家発展改革委員会　財

政部関於印発促進風電産業発展実施意見的通知(発改能源【2006】2535号) ｣)を通達した｡

同｢通知｣は､先進的な技術･自主知的財産権･ブランドを持つ風力発電製造業の育成や､

研究開発･検査測定･認定機能を持つ産業支援システムの設立を中心的な課題として取り

上げた｡また､重点企業を選別し､ MW級以上の風力発電機の生産能力がある企業に補助

金を出す､といった産業支援策が打ち出された｡さらに､第11次5カ年計画期末､すな

わち､ 2010年末まで､風力発電設備の国家標準の制定､風力発電機及び基幹部晶の測定･

34 2008年に中国メーカーはすでに70%以上の新規市場シェアを占めていたために､ 2009年11月25日

に､国家発展改革委員会は同規定を取り消した｡
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検査を行う公共技術プラットフォームの設立､ 5,000MWの風力発電容量の導入などが､

主要な目標として掲げられた(国家発展改革委員会2006b)｡

前述したように､ 2010年末までに､中国が導入した風力発電設備容量は4万4,733MW

-と急増し､目標の約9倍を実現した｡しかし､生産量の急増に対し､国家標準の制定や

測定検査や認定体系の設立は早くから目標として掲げられていたものの､実際にはかなり

遅れることとなった｡この遅れは､後に国産風力発電機の事故の多発など､風力発電産業

の発展における多くの問題と無関係ではない｡

②　｢風力発電設備の産業化の特別資金の管理に関する暫定方法(財建[2008】476号)｣

2008年8月11日､財改部は｢風力発電設備の産業化の特別資金の管理に関する暫定方

法(財建【2008】476号) ｣ (原文｢風力発電設備産業化専項資金管理暫行方法(財建【2008]476

号)｣)を打ち出した｡同｢方法｣は､第1章で取り上げた2006年2月に国務院が公布し

た｢装置製造業の振興の加速に関する国務院の若干の意見(摘要) (国発【2006】8号)｣の

実施細則である｡同｢方法｣によると､中央財政は風力発電設備の産業化を支援するため

に､産業化基金を設立した｡具体的には､風力発電機及び部品を生産する中国企業あるい

は中国側が支配する企業を支援対象とし､企業が開発･商業化生産した 初の50基の

1.5MW以上の風力発電機及び部品に対し､ 600元瓜Wの奨励金を提供することとなった

(財政部2008b) 0

中国可再生能源学会風能専業委員会(2010)によると､ 2009年末までに､華鋭､金風

など7社がこの奨励金を受けた｡ 2009年に､奨励金を受けた機種は全国新規市場の69%

を占めていた｡

4.ライセンス生産･部品の外部調達･輸入関税の減免

外国から設計図の購入や基幹部品の輸入により風力発電設備メーカーの生産は可能とな

った｡

また政府は､風力発電設備メーカーに対し､大量生産のための基幹部品･原材料の輸入

に際し､輸入関税･増値税の還付､さらには免除措置を講じて生産拡大を支援している｡

①　｢装置製造業の振興の加速に関する国務院の若干の意見を遂行させるための輸入税

政策に関する通知(財関税【2007】11号)｣

2007年1月14日､財政部､国家発展改革委員会､海関(税関)総署､国家税務総局は､

｢装置製造業の振興の加速に関する国務院の若干の意見を遂行させるための輸入税政策に

関する通知(財関税[2007】11号)｣ (原文｢関於落実国務院加快振興装備製造業的若干意見
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有関進口税収政策的通知｣)を通達した｡同｢通知｣は､前章で取り上げた国務院の｢装置

製造業の振興の加速に関する国務院の若干の意見(摘要) (国発【2006】8号)｣の実施細則

である｡同｢通知｣によると､国務院が指定した16業種の重要技術装置を開発･製造す

るために､企業は基幹部晶や国内では生産できない原材料を輸入する際に､申請のうえ､

納付した関税･増値税の還付を受けることができる｡同｢通知｣は､還付された関税･増

値税は国家による投資としてみなされ､企業は新製品の研究･生産や自主イノベーション

のために用いることが義務付けられた｡国務院が指定した16業種の重要技術装置の中で､

高出力の風力発電機は大型クリーン高効率発電装置類に含まれる(財政部･国家発展改革

委員会等2007)0

②　｢高出力の風力発電設備及び基幹部品･原材料の輸入税政策の調整に関する財政部

の通知(財関税[2008】36号)｣

2008年4月14日､財政部は前記の｢装置製造業の振興の加速に関する国務院の若干の

意見を遂行させるための輸入税政策に関する通知(財関税【2007]11号)｣に基づき､風力

発電機についての輸入税の政策を調整し､ ｢高出力の風力発電機及び基幹部品･原材料の輸

入税政策の調整に関する財政部の通知(財関税【2008]36号)｣ (原文｢財政部関於調整大功

率風力発電機組及其関鍵零部件､原材料進口税収政策的通知(財関税【2008]36号) ｣)を通

達した｡ ｢財関税[2008】36号｣は､関税･増値税還付の対象となる高出力の風力発電機は

1台の定格出力が1.2MW以上の風力発電機であるということを明確にした｡風力発電設

備を生産するための多くの基幹部品･原材料は､関税･増値税還付の目録にリストアップ

された35 (財政部2008a)｡

また､税還付申請企業については､高出力風力発電設備あるいは基幹部品の設計･試作

能力があること､技術人員を有すること､強い消化･吸収能力及び製造能力があること､

明確的な市場対象及びユーザがあること､制御システム､インバータ､ギアボックスを除

いて風力発電設備の年間販売量が50台以上､翼の販売量が150個以上､発電機の販売量

が50台以上であること､などの条件を定めた｡ただし､研究生産の初期段階にある企業

に対しては､上記条件に満たせなくてもよいことが付記されている｡

上記の｢財関税【2008】36号｣は2008年1月1日(輸入申告日)から実施され､ 2009

年7月1日に廃止された｡廃止されたのは､新たな｢重要技術装置の輸入税政策の調整に

関する通知(財関税[2009155号)｣が公布され､ 2009年7月1日から実施されたからであ

35具体的には､基幹部品:基幹ベアリング､制御システム､ブレーキ装置(ブレーキ用制動装置､液圧ポ

ンプ)､風向計､風速計､ブレード･ピッチ制御システム､ヨ-制御システムなど｡

原材料:翼(ェポキシ樹脂､エポキシ樹脂硬化剤､接着剤､接着剤の硬化剤､フォーム芯材､バルサ材)､
ギアボックス(ベアリングなど)､発電機(ベアリング､滑車輪､避雷針)､コントロール･システム(エ

ンコーダー､センサー)､インバータ(電力コンデンサー､インテリジェント･パワー･モジュール､避

雷器)0
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る｡また､関税･増値税の還付は中止されたのではなく､ ｢財関税【2009]55号｣が税還付

の内容を引き継いだ｡

③　｢重要技術装置の輸入税政策の調整に関する通知(財関税【2009】55号)｣

この通知は､財政部､国家発展改革委員会､工業情報化部､海関総署､国家税務総局､

国家能源局によって2009年8月20日に通達された｡同｢通知｣は､中国企業の核心的競

争力や自主イノベーション能力の増強､及び産業構造の高度化の推進を目的とし､国家が

支援する重要技術産業を対象とし､基幹部品･原材料の輸入関税･増値税を免除する政策

である(財政部･国家発展改革委員会等2009)｡

｢財関税【2008]36号｣の輸入関税･増値税の還付と異なり､ ｢財関税【2009】55号｣は輸

入関税･増値税の免除を目的としている｡すなわち､輸入企業にとって､手続きはさらに

簡略化された｡また､ ｢財関税[2009】55号｣は､ ｢財関税【2008]36号｣の関税･増値税還

付目録に掲載された基幹部品･原材料を引き継いで免税目録にリストアップした｡

④　｢重要技術装置の輸入税政策の目録の調整に関する通知(財関税【2012]14号)｣

2012年3月7日､財政部･工業情報化部･海関総署･国家税務総局はさらに上記の｢財

関税【2009]55号)｣の免税目録を修正し､新たに｢重要技術装置の輸入税政策の目録の調

整に関する通知(財関税【2012114号)｣ (原文｢関於調整重大技術装備進口税収政策有閑目

録的通知(財関税【2012】14号)｣)を通達した｡同｢財関税【2012】14号｣は免税を受ける

ことができる企業の条件を再調整し､具体的には風力発電機を生産する企業の場合は

2MW以上の風力発電機の年間販売量が150台以上､部品メーカーの場合は翼の販売量が

300個以上､発電機の販売量が100台以上と定めた｡ただし､ 2.5MW以上の風力発電機

及びそれに用いられる基幹部品に対する販売量の要求はない(財政部･工業和信息化部等

2012)0

｢財関税【2009]55号｣の免税目録と比べてみると､ ｢財関税【2012】14号｣は部品を若干

削除したが､依然として風力発電機の多くの部品が掲載されている｡

政府が公布した免税品目の関税率を調べてみると､ 2012年の免税リストに掲載された品

目の関税率はCIF価格の0%～18%であり､増値税はCIF価格の17%である｡すなわち､

風力発電設備メーカーは基幹部品･原材料を輸入する際に､ 17%～35%の関税･増値税の

免除を享受できる｡

設計図の購入､部品の寄せ集め､輸入関税･増値税の還付･免除により､中国の風力発

電設備メーカーは短期間のうちに世界長大規模の生産を実現した｡
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5.巨大な資金力を持つ国有企業のバックグランド

中国の風力発電機の主要なメーカーはいずれも大手国有企業の子会社であり､巨大な資

金力を有する｡例えば､ 2011年中国新規市場シェアの第2位､世界市場シェア第7位の

華鋭は､大手国有企業･大連重工の子会社であり､ 2006年に設立された｡

また､同様に中国第3位､世界第8位の連合動力は中国国電集団公司の子会社であり､

2007年に設立された｡親会社の中国国電集団公司は前述した中国の五大発電企業の1つ

であり､フォーチュン500社の第341位(2012年)に位置する中央企業36である｡ちな

みに､李俊峰等(2012､ p.51)によると､中国において風力発電所を運営している発電企

業のうち､発電容量ベースでは中国国電集団公司はシェアが も大きく､ 2011年に新規市

場の21.9%､累計市場の20.6%を占めている｡

2007年に設立されたばかりの連合動力は､ 2012年までに､すでに7つの工場を建設し

ている｡資金力はなければ､このような飛躍的な成長はとても実現しえないであろう｡

巨大な資金を集中的に投下できるために､中国の風力発電機メーカーは急速に生産拡大

を実現できた｡これも中国の風力発電産業が急成長した要因の1つであるといえる｡

このように､中国の風力発電産業の急成長は､自主イノベーションに基づく成長という

よりは､政策誘導型成長であるといえよう｡風力発電産業に対しては､中国政府が｢自主

イノベーション｣を提唱し､成長方式の転換という大きな期待を寄せている｡ところが､

風力発電産業は､発電所の建設においても､風力発電設備の製造においても､これまでの

中国経済･産業の成長パターンと同様に､手厚い優遇政策が講じられており､過度な投資

に依存して成長を遂げた｡その急速な成長は必ずしも｢自主イノベーション｣によるもの

ではない｡

第8節　まとめ

中国政府はこれまでの投資に依存する粗放型成長の限界を認識したうえで､イノベーシ

ョンによる成長-の転換を提唱した｡今日の中国経済が抱える諸問題を考慮に入れると､

中国が技術進歩に依存した成長方式-の転換を図る時期を迎えていることは明らかである｡

その意味で､ ｢自主イノベーション｣の提唱は適切な政策判断といえよう｡

しかし風力発電産業を見る限り､政府が講じた補助金や基幹部晶の輸入関税･増値税の

36中央企業とは､国務院国有資産監督管理委員会が直接に監督･管理する国有企業以外に､中国銀行監督

管理委員会､中国保険監督管理委員会､中国証券監督管理委員会が管理する金融業に属する企業､国務院
の各部門およびそのたの団体が管理するタバコ､塩､鉄道輸送､港湾､空港､放送､テレビ､文化､出版

などの業界に属する企業であるo
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免除措置などの戦略的新興産業振興措置は､基本的に生産拡張支援策である｡戦略的新興

産業として指定された風力発電産業は､'外国からの技術導入にとどまっており､基幹部品･

原材料を外国に依存し､自主技術を持たず､過剰生産能力を持つ産業として発展した｡

技術基盤が弱い後発国が先進国の技術や先進技術が体化された生産設備を導入すること

により先進国にキャッチアップするのは､確かに効率的な方式であり､これこそが後発性

の利益である｡かつての日本や韓国がその好例である｡

1950年代初頭に､日本政府は技術導入を奨励するために､国内では生産できない機械や

高性能の機械を対象に輸入関税免除措置を講じた｡しかし1960年代半ばに､政府は関税

免除政策を廃止し､技術政策の重点を技術導入から国内の研究開発に移行した(後藤2000,

pp. 95-96)｡日本の機械製造業者は､輸入された機械をリバース･エンジニアリングする

ことにより技術を学び､ ｢一号機輸入､二号機国産｣のキャッチフレーズのもとで､徐々に

技術力を高めていった(後藤2000, p.77)0

中国も先進国からの技術導入､あるいは先進国企業の進出に伴う技術移転により､いま

だ組立段階にとどまっているとはいえ､ 終製品の生産面でキャッチアップを実現した｡

しかし､より肝心的な点は､技術導入後の技術の消化･吸収､さらにはこれに基づく技

術改良である｡中国の抱える問題は､技術導入が重複的に行われているにもかかわらず､

技術消化･吸収があまり進んでいないところにある｡この点に関しては､従来からも様々

な指摘がなされてきた｡たとえば､李京文編(1995､ pp. 340･341)によると､中国は主

に大量にフルセットの生産設備を重複導入することにより迅速に大量生産を実現した｡一

方､導入した技術に対する消化･吸収など-の投入は極めて少ない｡その結果､過剰なま

での生産設備を導入したこととならたo　日本や韓国は技術導入と消化･吸収の資金投入比

率は1:3であるのに対して､中国のその比率は6: 1にも達していない｡

この間題は今日に至るまでも存在している｡風力発電設備製造業は､同じ技術の設計図

を重複的に導入し､なかにはいまだ成熟段階に到達していない技術の設計図さえを購入し

た｡中国の地理条件や天候に合わない技術も､改良されることなく､風力発電設備はその

まま発電所に設置されている｡また､高出力の洋上風力発電設備が生産されたとはいえ､

基本的には導入した技術がそのまま転用されただけである｡

終製品と比べると､基幹部晶や生産設備は技術の塊と言っても過言ではない｡基幹部

晶の研究開発を進めない限り､いつまでも技術導入依存の段階にとどまることは避けられ

ないであろう｡

ところが､政府は基幹部品の輸入関税･増値税を免除することにより､企業の組立生産

を事実上奨励したことになる｡販売数で関税免除を享受できる企業を決めるような政策は､

市場メカニズムによる資源の効率的な配分を明らかに妨げており､企業の自社開発の意欲

を低下させる恐れがある｡なぜならば､自社開発するには相当の時間が必要である｡基幹
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部品を輸入して組立さえすれば､直ちに完成品を市場に投入し､逸早く市場シェアを確保

することができる｡市場シェアが高ければ高いほど､関税免除が享受でき､それによって

競争力が高まる｡逆に､自社開発志向の企業は組立企業に市場を奪われる可能性が高い｡

たとえば､堀井(2010)によると､業界第五位の華創風電は制御技術を藩陽工科大学の自

主技術をベースにしている｡ところが､中国可再生能源学会風能専業委員会(2013)に統

計によれば､ 2012年になると､華創風電は中国新規市場のわずか2%しか獲得できず､順

位も第15位にとどまっている｡

政府の政策が生産規模･速度ばかりを加速させたために､新興産業である風力発電産業

は､わずか数年間で生産過剰､さらには過度競争に陥った｡過度競争に陥ったメーカーに

は技術開発の余地はほとんどない｡

さらに､技術進歩による成長-の転換を図るためには､企業の技術力の向上を目的とし

た技術標準､品質検査機構や製品･部品をテストする技術サービス･プラットフォームな

どが必要不可欠である｡ところが､政府は当初より技術標準を大幅に緩和し､製品の品質

検査機構などの産業発展の支援基盤の整備も遅れている｡風力発電設備が試運転をされて

いないために生じた事故の多発は､政策の甘さがもたらした必然的な結果であるといえよ

う｡

結局､組立から自主研究開発-の転換が強調されているなかで､風力発電産業はコア技

術を外国に依存し､新たな組立産業として発展した｡風力発電産業の急成長は､やはり従

来通りの投資に依存する粗放型成長にとどまっており､ ｢自主イノベーション｣による成

長方式の転換を実現できていない｡

政府は､企業の生産活動には介入せず､大量生産のための補助金や輸入関税減免を廃止

し､技術標準の整備､製品の品質を高めていくための技術サービス･プラットフォームや

国家的な研究機構の設立､人材の育成など､産業発展の基盤整備を通して､産業発展の支

援を図るべきであろう｡
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第5章　事例研究2-太陽光発電産業の育成

第1節　はじめに･先行研究

本章では､太陽光発電産業を取り上げ､成長過程を概観したうえで､成長過程における

問題点を考察し､その急成長の要因を分析する｡そして､ ｢自主イノベーション｣の実態を

分析したうえで､戦略的新興産業の育成政策の評価を試みることとする｡なお､本章では､

太陽光発電産業は太陽電池の製造業及び太陽電池による発電業を意味することとする｡

｢中華人民共和国国民経済と社会発展の第12次5カ年計画｣によれば､太陽エネルギ

ー発電装置の製造業と発電業は新エネルギー産業に含まれている｡太陽エネルギーによる

発電は､太陽光発電(太陽電池による発電)と太陽熱発電といった2つタイプに大別でき

る｡太陽光発電は太陽熱発電と比べ､広く利用されている｡本章は産業育成政策に着目し

たために､太陽エネルギー発電装置の製造業､つまり太陽電池製造業(原材料の多結晶シ

リコン製造業を含む)と発電業を中心に議論することとする｡

太陽光発電産業に関する先行研究としては､丸川(2009)､ Marukawa (2012)及び丸

川(2013)があげられる｡丸川(2009)は中国の太陽電池産業が先進製造装置の購入や海

外上場で資金調達することにより成長し､事実上ヨーロッパの下請け業者にとどまってい

ることを指摘している｡ Marukawa (2012)は世界第-の太陽電池メーカーとなったサン

テック(尚徳電力)のケーススタディを通じ､中国の太陽電池産業の急速な成長を可能と

したポイントとして､ ①製品アーキテクチャーのモジュール化､ ②太陽電池メーカーから

製造装置メーカー-の生産技術の移転､ ③資金調達戦略､ ④技術選択を指摘している｡ま

た､丸川(2013)は太陽電池産業における日中逆転が生じた理由として､ ①太陽電池製造

装置メーカーにより｢ターンキー･ソリューション｣製造装置の提供､ ②中国の労働コス

トの低さ､ ③企業構造の相違を挙げている｡

中国の太陽光発電産業の成長要因として､以上の要因に加え､ ①中国政府の手厚い支援

政策､ ②海外上場による資金調達を大幅に上回る国内銀行の融資､ ③中国の税優遇政策､

④環境保護コストの欠如を無視することはできない｡丸川(2009､2013) ､Marukawa(2012)

は2009年以降政府が太陽光発電の国内導入を推進する政策を多く取り上げたが､企業の

生産拡張-の支援や②～④の要因に関する言及は限定的である｡そこでは､本稿では､こ

れらの優れた先行研究を参考にしながら､上述した部分を補填しつつ､議論を進めること

とする｡

第2節　太陽光発電産業の位置付け及び政策･法規
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本節において､太陽光発電産業に関連する法律や政策を取りまとめる｡基本的に公布順

に言及するが､連続性がある政策については､前後順に拘らずまとめて論述する｡

1.太陽光発電産業の位置付け

風力発電産業と同様に､太陽光発電産業は政府に奨励類産業､重要技術装置製造業､ハ

イテク産業､戦略的新興産業､先進的な装置製造業として指定された37｡

2.太陽光発電産業の育成政策

①　｢再生可能エネルギー産業発展指導目録｣

前章でも取り上げたが､ 2005年11月29日に国家発展改革委員会は｢再生可能エネル

ギー産業発展指導目録｣を公布し､再生可能エネルギーの利用及び関連製造業に関する88

の技術分野を指定した｡このうち､風力及び太陽光発電産業は合計58の技術分野が指定

された(国家発展改革委員会2005b)0

②　｢重要技術装置の輸入税政策の調整に関する通知(財関税【2009】55号)｣

2009年8月20日の｢重要技術装置の輸入税政策の調整に関する通知(財関税[2009]55

早)｣ (第4章第7節参照)は､太陽エネルギー発電設備(具体的な部品リストは未発表)

を重要技術装置･製品の目録に掲載した｡この目録に掲載された品目は輸入関税･増値税

の免除を享受できる｡

③　｢重要技術装置の輸入税政策の目録の調整に関する通知(財関税[2012】14号)｣

2012年3月　7　日の｢重要技術装置の輸入税政策の目録の調整に関する通知(財関税

【2012】14号)｣ (第4章第7節参照)は､太陽電池ウェハー切断機など､具体的な太陽電池

生産設備･部品を重要技術装置･製品の目録に掲載した｡この目録に掲載された品目を輸

入する場合には､輸入関税･増値税が免除される｡

④　｢再生可能エネルギー中長期発展計画｣ (～2020年)

2007年8月31日に国家発展改革委員会は｢再生可能エネルギー中長期発展計画｣ (～

2020年)を公布した｡同｢計画｣は､ 2010年まで太陽エネルギー発電の累計設備容量を

300MW (うち太陽光発電250MW､太陽熱発電50MW)､ 2020年までの太陽光発電の設

37政策の詳細は第4章第2節を参照｡
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備容量を1,600MW､太陽熱発電の設備容量を200MWに引き上げる目標を掲げた｡また

この目標の中で､大型系統連系型太陽光発電所の設備容量は2010年までに20MW､ 2020

年までに200MWに拡大するとされた(国家発展改革委員会2007b)0

⑤　｢再生可能エネルギー発展の第11次5カ年計画｣ (2006-2010)

2008年3月3日に国家発展改革委員会は｢再生可能エネルギー発展の第11次5カ年計

画｣ (2006-2010)を打ち出した｡同｢計画｣では､ 2010年までに太陽エネルギーを利用

する発電設備容量を300MW､ MW級の太陽光発電モデル･プロジェクトを建設するとい

った発展目標が設定された｡ちなみに､同｢計画｣における風力発電設備容量の目標は､

1万MWである(国家発展改革委員会2008)0

太陽電池発電は風力発電よりコストが高いため､モデル･プロジェクトにとどまってお

り､当初政府は風力発電ほど重視していなかった｡

しかし､後述するように､中国の太陽電池製造業は外需に依存して急成長し､生産拡大

を実現した結果､生産過剰に陥り､深刻な貿易摩擦に直面した｡太陽電池製造業を救済す

る狙いもあり､政府は太陽光発電の導入目標を何度か上方修正した｡

⑥　｢太陽光発電の建築応用の推進に関する実施意見(財建【2009]128号)｣

2009年3月23日に財政部は住宅･都市農村建設部と共同で｢太陽光発電の建築応用の

推進に関する実施意見(財建[2009]128号)｣ (原文｢関於加快推進太陽能光電建築応用的

実施意見(財建【2009】128号)｣)を公布した｡同｢意見｣は､太陽光発電の国内応用を加

速させるために､モデル･プロジェクトの形で｢太陽エネルギー屋上計画｣ (｢太陽能屋頂

計画｣)を実施し､財政補助を行うなどを主な内容としている(財政部･住房和城郷建設部

2009)0

⑦　｢太陽光発電の建築応用の財政補助資金管理に関する暫定弁法｣

同じ2009年3月23日に財政部は｢太陽光発電の建築応用の財政補助資金管理に関する

暫定弁法｣ (原文｢関於印発『太陽能光電建築応用財政補助資金管理暫行弁法』的通知(財

建【2009】129号)｣)を公表し､太陽光発電の建築応用に対する補助金の基準や対象を明確

にした｡同｢弁法｣は､単一プロジェクトで50KWp以上の太陽光発電を応用したBIPV

(Building lntegrated Photovoltaics : 建 物 一 体 型 太 陽 光 発 電) やBAPV (Building

attached Photovoltaics :建物据付型太陽光発電)を対象とし､補助金は原則的に20元Wp

とされた(財政部2009)0

⑧　｢金太陽モデル･プロジェクトに対する財政補助資金管理の暫定弁法｣
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2009年7月16日に財政部は科学技術部､国家能源局と共同で､ ｢金太陽モデル･プロ

ジェクトに対する財政補助資金管理の暫定弁法｣を公表した｡同｢弁法｣は､中央財政は

太陽光発電技術の各分野での応用､及び基幹技術の産業化(金太陽モデル･プロジェクト

と略称する)を支援するために､補助金を出すものである｡具体的には､ 300KWp以上の

太陽光発電プロジェクトを補助対象とし､系統連系型の発電プロジェクトに対しては太陽

光発電システム及ぶ付帯送電プロジェクトの総投資額の50%を補助し､遠隔の無電地域の

分散型太陽光発電システムに対しては総投資額の70%を補助すると規定している｡ただし､

原則的に､各省のモデル･プロジェクトの総規模は20MW以内であると定めされている

(財政部･科技部等2009)0

⑨　｢太陽光発電の系統連系電力価格の政策を完備させることに関する国家発展改革委

員会の通知(発改価格【2011】1594号)｣

2011年7月24日に国家発展改革委員会は｢太陽光発電の系統連系電力価格の政策を完

備させることに関する国家発展改革委員会の通知(発改価格[2011]1594号)｣ (原文｢国家

発展改革委関於完善太陽能光伏発電上網電価政策的通知(発改価格【2011]1594号) ｣)を通

達した｡同｢通知｣によると､非入札の太陽光発電プロジェクトに対して､全国統一の固

定買取価格(FIT)が決められた｡ 2011年7月1日以前に認可され､かつ､ 2011年12月

31日までに完成した太陽光発電プロジェクトに対しては1.15元肌のFITが､2011年

12月31日以降に建設された太陽光発電プロジェクトに対しては1元/KWものFITが適用

された｡ただし､チベットは引き続き1.15元/KWhのFITが適用される(国家発展改革

委員会2011C)0

後述するように､高いFITが適用されるために､ 2011年に建設された系統連系型太陽

光発電プロジェクトは前年比7倍以上-と急増した｡

⑩　｢太陽電池産業発展の第12次5カ年計画｣ (2011-2015)

2012年2月24日に国務院によって2011年12月に公布された｢工業転換･昇級計画(2011

-2015年) (国発【2011】47号)｣に基づき､工業情報化部は､ ｢太陽電池産業発展の第12

次5カ年計画｣ (2011-2015) (原文｢太陽能光伏産業"十二五"発展規画｣)を公布した｡

この計画は太陽電池産業の発展目標を定めている｡具体的には､ 2015年までに､多結晶シ

リコンのリーダー企業は5万トン級､中堅企業は1万トン級の生産量に引き上げる｡また､

太陽電池を生産するリーダー企業は5GW級､中堅企業は1GW級に引き上げるという目

標である(工業和信息化部2012)0

しかし､後述するように､ 2011年の時点において､中国の太陽電池のリーダー企業の生

産量は1GW～2GWであり､多結晶シリコンの上位2社の生産量はそれぞれ2.9万トンと
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1万トンであった｡ 2011年の時点で中国はすでに世界の半分以上の太陽電池を生産し､約

35%の多結晶シリコンを生産することになった｡

また､ 2011年中国の太陽電池製造業はすでに世界全体の導入量を超えるほどの生産能力

を持ち､深刻な生産能力過剰問題に陥っていた｡さらに､ 2012年にアメリカやヨーロッパ

との間で太陽電池及び関連原材料をめぐって､金額ベースでいえば史上 大規模の貿易摩

擦に直面した｡たとえば､ 2011年に中国の太陽電池モジュールの生産能力は30GWに達

した｡一方､ 2011年に世界全体に設置された太陽光発電容量は30GW程度である｡

上記の｢太陽電池産業発展の第12次5カ年計画｣ (2011-2015)が掲げた目標を実現

すれば､中国の太陽電池製造業は2011年時点の生産能力のもとで､さらに2-3倍以上生

産拡張をしなければならない｡しかし､世界全体の需要(しかも､世界の市場も政策で支

えられる市場である)を大幅に超えるほどの生産能力に達すると､どこを市場にするかと

いう根本的な問題に直面する｡しかし､同｢計画｣はこの点に関して具体的に言及してい

ない｡

⑪　｢太陽エネルギー発電発展の第12次5カ年計画｣ (2011-2015)

2012年7月7日に国家能源局は､太陽エネルギー発電産業の発展を促進させるために､

｢太陽エネルギー発電発展の第12次5カ年計画｣ (原文｢国家能源局関於印発太陽能発電

発展"十二五"規画的通知(国能薪能【2012】194号)｣)を公布した｡同｢計画｣は､ 2015

年までに太陽光発電を20GW､太陽熱発電を1GWに引き上げるという目標を掲げている｡

また､ 20GWの太陽光発電のうち､中部･東部にはBIPVやBAPVなど分散型の太陽光発

電を重点として10GWを導入し､新彊･甘粛･内モンゴルなどの内陸部には現地の電力供

給 の 増 加 を 目 的 と し て､ 10GW のLS-PV (Large･scale PV power plants : 大 規 模 系 統 連

)　系型太陽光発電所)を建設する方針である.さらに､同｢計画｣は､ 2｡2｡年までの太陽光

発電の累計導入目標を47GW-と上方修正した(国家能源局2012b)0

2007年の｢再生可能エネルギー中長期発展計画｣ (～2020年)によると､ 2020年まで

の太陽光発電導入目標は1,600MW (1.6GW)である｡ ｢太陽エネルギー発電発展の第12

次5カ年計画｣は､ 2007年に決められた目標を29倍に拡大した｡

⑫　｢分散型太陽光発電の規模化応用のモデル地区の上申に関する国家能源局の通知(国

能薪能[20121298号) ｣

2012年9月14日に国家能源局は太陽光発電の国内導入を拡大させるために､前記｢太

陽エネルギー発電発展の第12次5カ年計画｣の実施計画の一環として､ ｢分散型太陽光発

電の規模化応用のモデル地区の上申に関する国家能源局の通知(国能新能【2012】298号) ｣

(原文｢国家能源局関於申報分布式光伏発電規模化応用示範区的通知(国能薪能【2012】298

126



号)｣)を通達した｡同｢通知｣によると､国家能源局は､ ①分散型太陽光発電の応用モデ

ル地区を建設すること､ ②モデル地区の太陽光発電プロジェクトに対して､政府が発電量

単位で補助金を出すこと､ ③各省に太陽光発電応用モデル地区の建設計画を制定すること

を指示した｡また､各省に3か所以内､総計500MWの設備容量のモデル地区の申請がで

きるとした(国家能源局2012C)0

各省に500MWの太陽光発電応用モデル地区を建設するとすれば､全国には15GW超の

分散型太陽光発電が導入されることになる｡

太陽光発電産業に対しては､政府が｢自主イノベーション｣による成長を強調し､組立

から自主研究開発-の成長方式の転換という大きな期待を寄せている｡ハイテク産業や戦

略的新興産業を指定することには､新たな成長のエンジンを生み出し､産業の技術力を世

界 先端レベル-引き上げ､将来の国際競争において優位に立つなどの狙いがある38｡

2011年までは太陽電池製造業に関する政策が比較的多く､具体的導入に関するものは少

なかった｡ 2009年に｢太陽エネルギー屋上計画｣や金太陽モデル･プロジェクトが打ち出

されたとはいえ､いずれもモデル･プロジェクトにとどまり､大規模な国内導入を図るも

のではなかった｡ 2011年以降､とりわけ､ 2012年後半から､政府は導入に関する目標を

大幅に上方修正し､国内導入を拡大する姿勢に転換した｡

その背景には､政府が国内導入を加速させることにより､生産過剰及び貿易摩擦に陥っ

た太陽電池製造業を救済する狙いがある｡

第3節　中国の太陽電池製造業の急成長

本節では､各種統計データを用い､国際比較を通して､中国の太陽電池製造業の発展過

程､その背景と現状を明らかにする｡データの統一性を求めるために､ここでは､国際エ

ネルギー機関(TEA)の太陽光発電システム研究開発プログラムであるIEA-PVPS

(International Energy Agency - Photovoltaic Power Systems Programme) の 年 度 報 告

書をはじめとする各種レポートを用いる｡ IEA-PVPS参加国は､世界の太陽電池生産量及

び太陽光発電導入量の9割以上を占めている｡

IEA-PVPS参加国はOECD加盟国である｡中国はOECD加盟国ではないが､ 2010年

にIEA･PVPSに参加した｡したがって､ 2009年以前のデータに関しては､ IEA･PVPSの

報告書以外の資料を用いる｡

38篠原(11976. 3ユー50ページ)によると､育成産業の伝統的な選択基準としては､所得弾力性基準､坐

産性上昇率基準､連関効果の基準などがある｡中国政府は上記7つの戦略的新興産業を選択した際に､知

識技術集約度､低資源･エネルギー消費､高雇用吸収力なども選択基準として用いた｡
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1.太陽電池とは

(1)太陽電池の構造と原理

まず､太陽電池の構造や製造過程を簡単に説明しておきたい39｡太陽電池はp型半導体

とn型半導体を接合することにより､太陽光エネルギーを電気エネルギー-転換するもの

である｡ n型半導体はシリコンなどの半導体に燐などを微量加えて生成される0 p型半導

体はホウ素を半導体に微量加えて生成される｡太陽光がp型とn型半導体に当たると､ pn

結合部に電子(-)と正孔(ポジティブホール) (+)が発生する.正孔はp型半導体に､

電子はn型半導体に集まるので､ pとnの間には電圧が発生する｡ pとnに電線をつなぐ

と､電気が流れる｡太陽電池のように､光を当てることで起電力が発生する現象は､光起

電力効果(photovoltaic effect)と呼ばれている｡

太陽電池は基本材料によって､シリコン系と非シリコン系に大別できる｡中国が生産し

た太陽電池の95%以上は結晶シリコン系(多結晶シリコンと単結晶シリコン)太陽電池で

ある40｡

(2)太陽電池の製造過程

結晶シリコン系太陽電池は次のような工程を経て製造される｡

①太陽電池級シリコン41を製造する｡

②シリコン･インゴットを製造する｡

③インゴットを薄く切り､シリコン･ウェハーを製造する｡

④シリコン･ウェハーに微量の燐やホウ素を加え､上述したp型とn型半導体を製造す

る｡ p型半導体とn型半導体を接合し､太陽電池セルを製造する｡

⑤複数のセルをガラス板に配列してラミネート加工し､フレームをつけ､太陽電池のモ

ジュールを組み立てる｡

⑦　複数のモジュールにパワーコンディショナーなどを加え､太陽電池システムを構築

する｡

太陽電池の製造工程のなかで､高純度のシリコン材料の製造は資本･技術集約的で､技

術レベルが も高い｡モジュールの組立は労働集約的で､技術レベルが も低い｡

39以下の記述では､独立行政法人産業技術総合研究所などのホームページを参照した｡

40 太 陽 電 池 の 技 術 分 類 に つ い て は､ Marukawa (2012,pp.2･4)､ 丸 川(2013､ 122･125 ペ ー ジ) を 参 照｡

41多結晶シリコンは純度によって､金属教､太陽電池級､電子級に分けられるo金属級シリコンの純度は

1N (90%) ～2N (99%)､ 太 陽 電 池 級 シ リ コ ン の 純 度 は6N (99.9999%) ～7N (99.99999%)､ 電 子 級 シ

リ コ ン の 純 度 は9N (99.9999999%) ～11N (99.999999999%) で あ る｡
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2.中国の太陽電池の生産量

2004年に中国の太陽電池セルの生産量は40MWであり､世界の生産量の3.3%にすぎ

なかった｡その後､中国の生産量は急増し､ 2008年に世界 大の生産国となった｡ 2011

年になると､中国は世界の半分以上の太陽電池セルを生産することとなった(表5-1)0

表5･1 2004-2011年世界の太陽電池セルの生産量

単 位:MW､ %

2004 R2006 r2008 2010 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

中 国   鼎 2 1 2 8  C " 8 3 8  ﾃ イ 3 , 9 3 9   免 ﾂ ﾃ s # 2 0 , 5 9 2  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

年 伸 び 率 ( % )   2 0   c r 1 4 5   # 1 1 3   唐 7 6   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

中 国 / 世 界 ( % )     B 2 3   r 3 7   鼎 6 2   Ā Ā Ā Ā Ā Ā

ヨ ー ロ ッ パ  " 4 7 3   田 s 2 1 , 0 6 7  ﾃ 鼎 1 , 9 3 0  ﾃ # r 2 , 0 7 8  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

日 本   田 " 8 3 3   涛 # b 9 3 8   ﾃ # c 1 , 5 0 8   ﾃ 2 , 0 6 9   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

そ の 他  C R 3 4 8   鉄 r 8 6 7  ﾃ s S 3 , 2 8 3   澱 ﾃ ツ 8 , 3 4 8  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

世 界 ﾃ 湯1,782 ﾃCS3,710  澱ﾃ210,660 2ﾃ ン33,087 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出 所: 丸 川(2013､ 100 ペ ー ジ) ( 原 資 料 はPVNews 各 号)0

モジュール生産は労働集約的で､投資が少なく､技術も簡単なために､参入が容易であ

る｡中国には､モジュール組立だけを行う専業メーカーが多数存在する｡丸川(2009)に

よれば､ 2007年時点で200社余りのモジュール組立業者が存在したが､ 2008年には400

社近くに増加し､靴や手袋の専業メーカーまでもが参入した｡

表5-2　2004-2011年中国の太陽電池モジュールの生産量

単 位:MW､ %

2004 R2006 r2008 2010 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

生 産 量   鉄 2 0 0   鼎 1 , 0 8 8  ﾃ c 4 , 0 1 1  ﾃ 2 1 , 7 1 5  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

年 伸 び 率 ( % )   辻 3 0 0  1 7 2  3 5 4 . 3  c 偵 2 1 0 1 . 1  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

出 所: Wang (2012)､ International EnergyAgency (2012b), p. 27 よ り 作 成｡

2005-2008年に､中国の太陽電池モジュール生産は毎年100%以上の伸び率で推移した｡

2009年にはいったん54.3%に下落したが､ 2010から再び100%以上の伸び率を続けてい

る｡ 2011年中国の太陽電池モジュール生産量は2004年と比べると､ 430倍以上になって

い る( 表5･2)0

世界の太陽電池の主要生産国との比較を通して､世界の生産量に占める中国の比重を見

て お こ う( 表5･3)0
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表5･3　2011年IEA･PVPS参加国の太陽電池モジュール生産量

単 位:MW､ %

国 h 蝎|｢ 割 合(%) ĀĀ

中 国   ﾃ s R 6 2   Ā Ā Ā Ā

ド イ ツ   ﾃ s 9   Ā Ā Ā Ā

日 本   ﾃ S C 7   Ā Ā

マ レ ー シ ′ ア  ﾃ コ 6  Ā Ā Ā

韓 国   ﾃ s 5   Ā Ā Ā Ā

ア メ リ カ  ﾃ 3 3 2 4  Ā Ā

そ の 他  ﾃ # 3 6 . 4  Ā Ā

合 計   B ﾃ s ヲ 1 0 0   Ā Ā

出 所: International EnergyAgency (2012b), p. 27 よ り 作 成.

International Energy Agency (2012b, p. 27) に よ れ ば､ 2011 年 に 中 国 は2 万1､

715MWの太陽電池モジュールを生産し､ドイツや日本を大幅に上回り､ IEA-PVPS42参加

国の生産量の62%を占めた｡

このように､中国はわずか数年の間､太陽電池のセルとモジュール両方において､世界

第1位の生産国となった｡

3.中国の太陽電池メーカーの急成長

2000年まで中国に太陽電池メーカーは数社しかなかった｡ 2004年から多数の太陽電池

メーカーが誕生し､その後ピーク時には500社余りに達した(21世紀経済報道2011)0

(1)世界上位に躍り出た中国メーカー

表5･4は2008年まで世界の上位メーカーを示している｡中国の太陽電池メーカーは急

成長し､次々と世界上位にランクインした｡

2007年に中国の太陽電池メーカー無錫尚徳(サンテック)は､世界第3位の太陽電池

メーカーとなった｡ 2008年には､無錫尚徳(サンテック)が世界第3位の位置を維持し

たほか､中国の保定英利と河北晶襖も世界の上位メーカーにランクインした｡ちなみに､

無錫尚徳(サンテック)は2001年､保定英利は1998年､河北晶襖は2005年に設立され

42 IEA･PWS　とは､国際エネルギー機関(IEA)の太陽光発電システム研究開発プログラムである

(InternationalEnergy Agency - Photovoltaic Power Systems Programme). IEA-PVPS 参 加 国 は､ 世

界の太陽電池生産量及び太陽光発電導入量の9割以上を占めている｡IEA-PVPS参加国はほとんどOECD

加盟国である｡中国はOECD加盟国ではないが､ 2010年にIEA-PVPSに参加した｡
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たばかりの太陽電池メーカーである｡

表5･4　世界の主要な太陽電池メーカーの生産量(セル)

単 位:MW

2001 "2003 B2005 2007 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Q-Cen8( 独) sb8 0 0 123 60 0 0 8 0 35 0 24 2 唐75 6 28 324 cb253 ヲ570 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Fir8tSolar( 米 独) 劔C#60 158 434 180 r3#r3c2504 498 473 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

シャープ(日) 

京 セ ヲ( 日) 鉄BBB 都"r3RC"C"105 0 0 35 0 65 0 75 C"r290 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

10 0 60 23 R143 ĀĀĀĀĀ･i､.--.-4- ′ 二L- か こ-: 

: r 一 一 : I  劔 5  2 2 7 7  Ā Ā Ā Ā

Motech(%) Stmpower( 米 フ イ) 劔02 63 155 7 111 sb275 237 ĀĀĀĀĀĀĀ

三 洋 電 機( 日) , ぐp-.-ht 三 菱 電 機( 日) 劔#RcR3r#215 210 148 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

S c h o t t S o l a r ( 米 独 )  3 0  8  3  涛 R 9 3  都 1 4 5  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

カ ネ カ ( 日 )  剴 B 2 0  2 8  鼎 2 5 2  Ā Ā Ā Ā Ā Ā

世 界 s_542 都C1,199 ﾃs2,459 ﾃs6,823 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出 所: 丸 川(2009) ( 原 資 料 はPVNews, Vol.28､ No.4､ 2009)｡

金融危機の発生やスペインの太陽電池バブルの崩壊などの要因により､ 2008-2009年

に世界の太陽光発電容量は横ばいとなった｡ 2008年にIEA･PWS参加国は合計6,146MW

の太陽光発電を導入した｡そのうち､スペインは2､ 758MWと も多く､■全体の44.9%

を占めていた｡財政的に大きな負担となったために､スペイン政府はmの対象となる太

陽光発電を大幅に抑制した｡その結果､ 2009年にスペインの導入圭は60MWに急落し､

IEA･PVPS 参 加 国 の 太 陽 光 発 電 導 入 量 は6,265MW に と ど ま っ た(InternAtionalEnergy

Agency 201lb, pp. 5･6).

世界の太陽光発電容量の伸びが鈍化したにもかかわらず､輸出に依存してきた中国の太

陽電池メーカーは生産拡張のために投資を続けた｡ 2011年の世界の太陽電池セルの生産量

は35GWであり､このうち中国の太陽電池メーカーの上位10社だけでもllGWを占めた

(xuetal.2012,p. 19)o ま た､ Lvetal.(2013,p.17) に よ る と､ 2012 年 の 世 界 の 太 陽 電

池メーカー上位10社(生産量)のうち､中国メーカーは6社を占めている｡

(2)中国の太陽電池セル上位10社

表5･5は中国太陽電池セルメーカー上位10社の2009-2011年の生産量の推移を示して

いる｡なお､順位は2011年の順位である｡
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表5-5　2009-2011年中国の太陽電池メーカー上位10社のセル生産量

単 位:MW

位 ｸ4ｨｲ2009 2011 h 蝎Eﾉ|ﾒ 設 立 年 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1  冖8 楨;704 ﾃS ィ1,900 ﾃC2001 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2 ﾙfｸ 鄕 喘509 ﾃCcB1,700 ﾃ2005 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

3  兢ｹ.y525 ﾃr1,603 ﾃs1998 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

4 ﾘ5hﾘxﾏYEﾂ399 ﾃb1,510 ﾃ1997 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

5  咽(< 遞326  鉄#21,000 ﾃ32001 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

6  傴ｸ 怏Eﾈﾋn.a.  問810 ﾃ#2006 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

7  俔ﾙ 厭vﾘ220  鉄3"800 ﾃ32004 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

8  丶8ﾏYYｨ 怦ｵ｢n.a.  問669 ﾃS2004 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

9  俔ﾙﾉ{ 闕ｴﾄDｲn.a.  問610 ﾃS2005 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

1 0  ﾘ 壓 軏 1 5 0  " 4 7 6   田 2 0 0 3  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

合 計     免 ﾂ ﾃ s 1 6 , 2 0 0   Ā Ā Ā Ā

注: ☆は推定値｡

出 所: 2009-2010 年 は 資 源 総 合 シ ス テ ム(2011)､ p. 24 ( 原 資 料 はPV News

2010 年5 月 号 及 び2011 年5 月 号)､ 2011 年 は Ⅹuetal.(2012),p. 19､ 設

立年は各社ホームページ｡

2009年以降､中国の太陽電池メーカーの生産量はさらに拡大し続けた｡ 2011年の第9

位のメーカ一江西寮維LDXはもともとシリコン･インゴット/ウェハーのメーカーであり､

2005年に設立したばかりであるにもかかわらず､世界上位のシリコン･ウェハーのメーカ

ーとなった｡同社は2010年に上流の多結晶シリコンや下流の太陽電池セル及びモジュー

ル生産に参入したが､参入後まもなく第9位の太陽電池(セル)メーカーとなった｡また､

第8位の海潤光伏科技も多結晶シリコン分野から太陽電池製造に参入した｡

ちなみに､上位10社の中で､常州天合光能と保定英利を除き､他の8社はいずれも2000

年代に設立したメーカーである｡設立年を問わず､いずれも積極的に生産を拡張し､産業

チェーンの上流から下流に参入した｡また､後述するように､太陽電池セルから多結晶シ

リコン-と参入する企業も多い｡

日本のシャープや京セラなど数十年にわたる太陽電池生産の歴史があるメーカーと比べ

ると､中国のメーカーはわずか数年の歴史にとどまるが､急速に世界上位メーカーに成長

した｡中国の太陽電池メーカーの成長の速さがうかがえる｡

しかし､表5が示しているように､ 2011年中国の上位10社の生産能力はいずれも生産

量を大幅に上回り､上位10社の合計生産量は生産能力の68.4%にすぎず､上位10社の稼

働率は68.4%にとどまっている｡このように中国の太陽電池産業は､深刻な生産過剰問題
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に直面している｡

4.多結晶シリコン製造業の成長

(1)背景

シリコン系太陽電池の原材料は高純度の多結晶シリコンである｡多結晶シリコン材料の

供給は太陽電池生産の需要に追い付かず､多結晶シリコンの価格は高騰した｡ 2002年時点

における太陽電池級多結晶シリコンの価格は25ドル/KGであったが(中国新能漁網2008)､

2008年の 高価格は500ドル/EGに達した(馬2011)0

2001年に中国で多結晶シリコンを生産していたメーカーは洛陽単晶桂と四川峨嘱半導

体2社しかなく､生産量はごくわずかであった｡馬(2011)によると､多結晶シリコンを

生産していたのは四川峨嘱半導体だけであり､ 2005年の生産量は太陽電池級の80トンに

とどまっていた｡ちなみに､ 2005年の世界の多結晶シリコン生産量は3万2,000トン(う

ち電子級1万8,000トン､太陽電池級1万4,000トン)であった(馬2011)｡すなわち､

2005年の中国の生産量は世界の0.25%､また太陽電池級の0.57%にすぎなかった｡

しかし､2006年の中国の太陽電池産業の多結晶シリコンに対する需要は4,000トンにも

達しており､中国は3,700トンの多結晶シリコン輸入した(InternationalEnergyAgency

2012a,p. 47)｡中国の多結晶シリコン生産は太陽電池生産の需要に追い付かず､輸入に依

存せざるを得なかった｡

(2)政府の政策

2005年12月7日に国家発展改革委員会は前述した｢産業構造調整指導目録(2005年)｣

を公布し､シリコン､シリコン･インゴット､シリコン･ウェハー製造業を奨励類産業に

指定した｡

中央政府以外にも､地方政府が太陽光発電産業に対して補助金や優遇政策を講じた｡例

えば､漸江省の一部の都市では､多結晶シリコン､太陽電池セル･モジュールの製造企業

に対して､ 100万-1､ 000万元の補助金を支給するほか､多結晶シリコン製造の新規プロ

ジェクトに対して1､ 000万元を提供し､ 1､ 000トン/年以上の生産を支援する｡また､今

後生産能力が増加すれば､ 100トンごとに100万元を支給する方針を打ち出した(資源総

合 シ ス テ ム2011､ p. 15)｡

(3)中国の多結晶シリコンの生産量の急増

多結晶シリコン価格が高騰する中で､政府による支援政策が後押しとなって､中国では

多結晶シリコン製造分野-の投資ブームが沸き起こった｡馬(2011)によれば､ 2010年
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に多結晶シリコン生産企業は28社を超え､さらに47の多結晶シリコン工場が建設中であ

るという｡多結晶シリコンのブームのなかで､異業種企業も数多く参入し､それまでダウ

ンジャケットを専業としていた企業BSD社までもがこの産業に参入した｡

既存企業や新設企業を問わず､多結晶シリコン製造企業は生産拡大に向けて投資を続け

た｡その結果､中国の多結晶シリコンの生産量も急増した(表5-6)0

表5･6　中国の多結晶シリコンの生産量･輸入量

単位:トン

2006 r2008 2010 2012 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

生 産 能 力 ﾃ34,500 ﾃ40,000  田ﾃ`165,000 ﾃĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

生 産 量 1,100  釘ﾃs#20,357  鼎Rﾃ84,000  都ﾃĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

輸 入 量 ﾃs8,900 ﾃ#s19,643  鼎Bﾃ64,600  塔"ﾃsĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所: 2006年の生産能力は王･任･高等(2010)､ 39頁､ 2006年の他のデータ及び2007

-2010 年 はIntemational EnergyAgency (2012a), p, 47､ 2011 年 はXu et al. (2012), p.17､ 2012

年 はLv et al.(2013), p.130

近年､太陽光発電産業は世界中で発展している.そこで､ IEA-PVPSの資料を用いて､

世界の多結晶シリコンの総生産量に占める中国の割合を確認しておこう(表5-7)0

表5-7　太陽電池級多結晶シリコンの主な生産国の生産量

単 位: ト ン､ %

国   2 0 1 1   Ā Ā Ā Ā Ā

中 国   鼎 R ﾃ 8 4 , 0 0 0   Ā Ā Ā Ā

中 国mEA-PVPS 参 加 国(%) 35 東 女 ĀĀĀ

ア メ リ カ   鼎 " ﾃ S c 4 0 , 6 5 8   Ā Ā

韓 国   ﾃ 4 0 , 0 0 0   Ā Ā Ā Ā Ā Ā

ド イ ツ   ﾃ 3 7 , 1 5 0   Ā Ā Ā Ā Ā Ā

日 本   澱 ﾃ 3 " 3 , 7 5 4   Ā Ā

ⅠEA-PVPS 参 加 国 合 計 Sﾃ- ĀĀĀĀĀĀĀ

出 所: International Energy Agency (2011b), pp. 24･25､ International Energy

Agency (2012b), p. 24､ Ⅹuetal. (2012), p. 17 よ り 作 成｡

注:女は概数｡

**は世界の生産量に占める中国の割合｡

IEA･PVPSの統計はIEA･PVpS参加国のみの生産量であるが､多結晶シリコンを生産
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できる国のほとんどがIEA･PVpS参加国であるので､ IEA･PVPS参加国の合計はほぼ世

界の生産量に相当する｡ Ⅹu et al. (2012, p.17)によると､ 2011年に中国の多結晶シリコ

ン(太陽電池級)の生産量は8万4千トンであり､世界の35%を占めている(表5･7)0

(4)多結晶シリコン製造上位10社

2005年に中国の多結晶シリコンの生産量は世界の太陽電池級多結晶シリコンの0.57%

にすぎなかった｡ 2010年に中国の生産量は､アメリカやドイツなどの伝統的な多結晶シリ

コン生産大国を抜いて､ IEA-PVPS参加国の総生産量の30%前後を占めるに至った｡ 2011

年に中国の生産量はさらに世界の35%に上昇した｡わずか数年間で中国は多結晶シリコン

の世界第1位の生産国となった｡

中国の多結晶シリコン製造企業も次々と誕生し､世界レベルに成長した企業も出てきた｡

表518は中国の多結晶シリコン製造企業の上位10社の生産量を表している｡

表5･8　中国の多結晶シリコン製造企業上位10社の生産量

単 位: ト ン､ %

順 位 ｸ4ｨｲ2010 年 D 年 伸 び 率 (%) ﾙzyDĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1   兢 ｹ y 絢 h ﾘ ﾂ 1 7 , 8 0 0   津 C 6 5 . 2  b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2  俔ﾙﾉ{ 闕ｴﾄDｲ5,011 ﾃCS2108.6  弐RĀĀĀĀĀĀĀĀ

3   凅 ﾉ w ｩ ( h ﾅ ﾒ 4 , 1 1 7   唐 ﾃ 3 R 9 7 . 6  2 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

4  Y 9 I E ﾈ ﾋ 3 , 7 7 1   釘 ﾃ c 2 2  r Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

5 ﾕﾙwｨﾏR2,646 ﾃ3 ッ28 RĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

6   亰 胤 ﾉ N " 1 , 4 0 4  ﾃ S 8 3 . 8  b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

7 hﾆｨｼb(､21,218 ﾃ#88.2 bĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

8  乂 伜(ｧI5h1,618 ﾃll.2 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

9 h 賈ﾈ 蝌ｼh1,268 ﾃs34.1 rĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1 0   俶 ﾉ ﾈ 迄 1 , 0 0 0  ﾃ C 4 0  b Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

Total  津 ゴ265,757  田R ĀĀĀ

注: ☆は推定値｡

出所: Ⅹuetal. (2012),p. 18､設立年は各社ホームページ｡

第1位の保利協轟は2006年に設立され､当初の社名は協轟桂業であった｡親会社はもと

もと火力発電企業であった｡同社は､江蘇省徐州に2006年7月に生産能力1,500トン/年の

第1期生産ライン､ 2007年8月に同じ生産能力の第2期生産ラインを建設し､ 2007年10
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月に多結晶シリコンの販売を開始した｡ 2007年12月には､生産能力1万5,000トン/年の

第3期生産ラインを建設した｡ 1年半で生産能力は'10倍増となった｡ 2009年に同社は同

じ江蘇省にある多結晶シリコン生産企業である江蘇中能を買収し､生産能力をさらに拡張

した｡その後､同社はシリコン･ウェハーの生産にも参入した(保利協轟ホームページ)0

2011年に保利協轟は生産量世界第3位の多結晶シリコン製造企業となった(Ⅹu et al. 2012,

p.17)0

5.シリコン･インゴット､シリコン･ウェハー製造業の成長

シリコンの製造や太陽電池セルの製造と同様に､中国のシリコン･インゴット､シリコ

ン･ウェハー製造業も急速な成長を遂げた｡ 2011年に中国は24.5GWのシリコン･ウェ

-- を 生 産 し､ 世 界 の 生 産 量(40GW 強) の 約6 割 を 占 め た( Ⅹuetal.2012,p.18) ｡

このように､中国の太陽光発電産業は2004年から本格的な成長軌道に乗ったが､わず

か数年間のうちに太陽電池の基本材料である多結晶シリコン(太陽電池級) ､シリコン･

ウェハー､太陽電池のセル､モジュール､その生産量いずれもが世界第1位となった｡

第4節　中国の太陽光発電設備導入容量

1.太陽光発電設備導入容量の推移

1980年代から中国は遠隔地の通信や過疎地域の無電化の解消などを目的として､地上用

太陽光発電を導入し始めた｡しかし､導入容量は極めて限られていた0 1980年までの中国

の太陽光発電設備導入容量(累計)はわずか16.5KWであり､ 1995年になっても累計設

備 容 量 は6,630KW (6.6MW) に と ど ま っ て い た( 王 仲 穎 等2010､ p.36)0

中国は世界第1位の太陽電池生産国ではあるが､国内導入は極めて少なかった(表5･9)0

本章第2節で述べたように､ 2007年に公布された｢再生可能エネルギー中長期発展計画｣

によれば､ 2020年までの太陽光発電の累計導入容量の目標は1,600MW (1.6GW)にすぎ

なかった｡

太陽光発電はコストが高いため､ 2009年から中国政府は｢太陽エネルギー屋上計画｣や

｢金太陽モデル･プロジェクト｣を実施したが､いずれもモデル･プロジェクトにとどま

った｡

後述するように､太陽電池製造業は外需に依存して急成長し､生産拡大を実現した結果､

生産過剰に陥り､深刻な貿易摩擦に直面した｡太陽電池製造業を救済する狙いもあり､政

府は太陽光発電の国内導入に転じた｡ 2011年7月に国家発展改革委員会は｢太陽光発電の
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系統連系43電力価格の政策を完備させることに関する国家発展改革委員会の通知(発改価

格[2011]1594号)｣を通達した｡同｢通知｣は､ 2011年に完成した太陽光発電プロジェク

トに対して1.15元肌のFIT (固定価格買取制度)､ 2012年から1.0元/KWhのFITを

決めた｡ 1.15元/KWhのFIT価格を享受するために､太陽光発電所の建設は一大ブームと

なった｡

表5-9　2000年以降中国における太陽光発電設備容量の推移

単 位:MW､ %

農 村 ｩﾒPVPro uEbbLS-PV  僖?ﾉ|｢ 累 計  僖ﾈ-zbĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

電 気 化   儘 鮎 i w b 剴 ｱ 入 量   窒 R

2 0 0 0  0 . 8  0 . 0  3 . 0   偵 -  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2001  售" 絣1.5  絣0.0 4.5 2 絣50.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀ

2002 R2.0  絣0.0 18.5  鼎"311.1 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2 0 0 3   澱 3 . 0  0 . 1  1 0 . 0   鉄 " - 4 5 . 9  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2004  釘2.8  痴"1.2 10.0  田"0.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2 0 0 5  2 . 9   絣 1 . 3  8 . 0   都 - 2 0 . 0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2 0 0 6  2 . 0   釘 1 . 0  1 0 . 0   塔 2 5 . 0  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

2007  唐 絣3.3  澱2.0 20.0 100.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2008  釘5.0  絣10.0  絣40.0 Cp100.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2009  湯 繧2.0  澱34.2  ゅ160.0 300.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2010 R6.0  澱190.0 500.0  塔212.5 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2011 5.0  迭480.0 ﾃ2,500.0 ﾃ3400.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2012 10.0 1,460.0 ﾃ3,500.0  途ﾃ40.0 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出 所: Lvetal. (2013),p. 6.

注: 1.原資料を四捨五入したために､年導入容量と用途別の合計に若干差異が生じている

場合がある｡

2. PVPro (PVProducts) は 街 灯 な ど の 太 陽 電 池 応 用 製 品､ BIPV (Building Integrated

Photovoltaics) は 建 物 一 体 型 太 陽 光 発 電､ BAPV (Building attached Photovoltaics) は

建 物 据 付 型 太 陽 光 発 電､ LS-PV (Large･scale PVpower plants) は 大 規 模 太 陽 光 発 電 所 で

ある｡

ところが､ 2011-2012年の導入容量のうち､計4,000MWは砂漠に建設された大規模

太陽光発電所である｡中国は電力消費が少ない内陸部に大規模な風力発電所を建設したた

めに､送電面での問題がすでに深刻化している｡太陽光発電についても同様であり､発電

した電力をいかにして送電するかが重大な問題となっている｡

2.国内導入･輸出のアンバランス

43　系統連系とは､再生可能エネルギー発電システムを送電線網に接続する形態である｡
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中国は世界第1位の太陽電池生産国ではあるが､国内導入は極めて少ない. Wang (2012)

によれば､ 2005-2010年においては､ 95%以上の太陽電池は輸出されていた(表5･10)0

2011年に中国政府は太陽光発電の国内導入に踏み切ったが､ 2011年の国内導入量は生産

量の12%にすぎなかった｡

表5-10　2004-2011年中国の太陽電池(モジュール)の国内導入と輸出量

単 位:MW､ %

2004 R2006 r2008 2010 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

生 産 量   鉄 2 0 0   鼎 1 , 0 8 8  ﾃ c 4 , 0 1 1  ﾃ 2 1 , 7 1 5  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

国 内 導 入   5   2 0   鼎 1 6 0   鉄 2 , 5 0 0   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

輸 出   鼎 1 9 5   1 , 0 6 8   ﾃ S c 3 , 8 5 1   ﾃ 3 n . a _   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

輸 出 / 生 産 量 ( % )   塔 9 8   涛 9 8   涛 9 6   涛 R n . a .  Ā Ā Ā Ā Ā

出 所: 2004-2010 年 はWang (2012)､ International EnergyAgency (2011a), p.51､ 2011

年 はInternational Energy Agency (2012b), p. 27.

中国の通関統計によれば､ 2010-2011年の両年､中国の太陽電池の輸出額は毎年200

億ドルを超え､中国の全ての輸出品目(HS8桁)の中で､太陽電池は金額ベースで第6位

の輸出品目となった｡また､中国で 大の太陽電池生産量を誇る太陽電池メーカー･無錫

尚徳(サンテック)の輸出額は2010年に26.9億ドルに達し､外資企業を含む中国のすべ

ての企業のなかで､金額ベースで見れば第33位の輸出企業となった(中華人民共和国海

関総署2010-2012) ｡しかし､ 95%以上の極めて高い輸出比率は､後に深刻な貿易摩擦

をもたらした｡

第5節　中国の太陽光発電産業の発展における問題点

1.外需依存･貿易摩擦

前述したように､中国は生産した太陽電池の95%以上を輸出しており､外需-の依存度

は極めて高い｡

中国の通関統計によれば､中国の太陽電池の主要な輸出市場はドイツ､オランダ､イタ

リアなどのヨーロッパ諸国であり､ヨーロッパ諸国-の輸出額は中国の太陽電池の輸出総

額の70%～80%を占めていた(後掲表5･12を参照)｡しかし､ 2008年の金融危機以来､

太陽光発電-の補助は大きな財政負担になったために､ヨーロッパ諸国はFITを下げるな

ど､太陽光発電-の補助を減額した｡輸出に依存する中国の太陽電池メーカーは､アメリ

カなどの新たな輸出市場-の販売を強化した｡

ドイツやアメリカでは､中国などの低コストを武器とする新興メーカーに敗れ､倒産あ
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るいは経営不振に陥った太陽電池メーカーも現れた｡欧米諸国の太陽電池メーカーの提訴

により､中国と欧米諸国との間で太陽電池をめぐって深刻な貿易摩擦が発生した｡ 2012

年10月17日にアメリカ商務省は中国産の太陽電池に対して18.32%～249.96%のアンチ

ダンピング関税､及び14.78%～15.97%の相殺関税を課することを決定した(Fedeml

Regl'ster 20 12) 0

アメリカに続いて､2012年に欧州委員会は中国産の太陽電池に対するアンチダンピング

調査や相殺関税調査を発動した｡関連する金額は200億ドルにも及び､中国･ EU間 大

の貿易摩擦の事例となった｡ 2013年7月末に､中国とEUは､対EU輸出の太陽電池が

低価格及び年間 高輸出額を設定することに合意した(『人民日報』2013年8月3日)0

2.生産能力過剰

中国の太陽光発電産業の各段階において､生産能力過剰問題が発生した｡多結晶シリコ

ン､太陽電池セルやモジュールなどの生産量はいずれも生産能力より大幅に下回っており､

実質的な稼働率は60%前後にとどまっている(表5･11)0

表5-11中国の太陽電池製造業の生産量･生産能力

2011 

生産能力 h蝎|｢稼働率 h蝎Eﾉ|ﾒ生産量 ĀĀĀĀ

16.5  唐 紕51% 7.1 ĀĀĀ

40 B60%  鉄28 ĀĀĀĀ

16  免ﾂ69%  ゅb12 ĀĀĀ

30 70%  鼎23 ĀĀĀĀĀ

稼働率

多結晶シリコン(万トン)

シ リ コ ン ウ ェ ハ ー(GW)

太陽電池セル

( ト ッ プ10 社 の み) (GW)

太陽電池モジュール(GW)

37%

56%

65%

58%

出 所: 2011 年 は Ⅹuetal. (2012),pp.16-20､ 2012 年 はLvetal.(2013),pp.13･17 よ り

作成｡

国務院は2009年9月に､ ｢部分産業の生産能力過剰及び重複建設を抑制して産業の健康

的な発展を導くための若干意見｣の中で､鉄鋼､セメントなどの従来の生産過剰産業のみ

ならず､多結晶シリコンなどの新興産業にも重複建設が発生したことを指摘した｡同｢通

知｣によると､ 2008年の中国の多結晶シリコン生産量は4,000トンであったが､生産能力

はすでに2万トンに達した(国務院弁公庁2009)0

ところが､政府の指摘にもかかわらず､ 2012年に中国の多結晶シリコンの生産能力はさ

らに19万トン-と急増した｡しかし､ 2012年の生産量は7万1,000トンであり､生産能

力 の37% に と ど ま っ て い る(Lvetal.2013,p.13)0

2011年に世界全体に設置された太陽光発電容量は30GW程度である｡ 40GWの生産能
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力を持ちながら､生産量の95%を輸出に依存していた中国の太陽電池産業の生産能力はす

でに世界の需要を超える｡外需に過度に依存することに危倶を覚えた中国政府は､国内導

入を推進し始めた｡しかし､ 2011年に国内導入は400%の伸び率で急増したものの､導入

容量は2.5GWにすぎず､ 40GWの生産能力を消化するのは現時点では不可能である｡

ところが､ 2012年2月24日に､工業情報化部は前述した国務院が公布した｢工業転換･

昇級計画(2011-2015年) (国発【2011】47号)｣に基づき､ ｢太陽電池産業発展の第12次

5　カ年計画｣ (2011-2015)を公布した｡この計画は太陽電池産業の生産目標を定めてい

る｡具体的には､ 2015年までに､多結晶シリコンのリーダー企業は5万トン級､中堅企

業は1万トン級の生産量に引き上げ､また､太陽電池リーダー企業は5GW級､中堅企業

は1GW級に引き上げるという目標である(工業和信息化部2012)0

しかし､ 2011年の時点において､中国の太陽電池のリーダー企業の生産量は1GW～

2GWであり､多結晶シリコンの上位2社の生産量はそれぞれ2.9万トンと1万トンであ

った｡ 2011年の時点で中国はすでに世界の半分以上の太陽電池を生産し､約35%の多結

晶シリコンを生産することになった｡

上記の｢太陽電池産業発展の第12次5カ年計画｣ (2011-2015)が掲げた目標を実現

すれば､中国の太陽電池製造業は2011年時点の生産能力のもとで､さらに2-3倍以上生

産拡張をしなければならない｡しかし､世界全体の需要(しかも､世界の市場も政策で支

えられている市場である)を大幅に超えるほどの生産能力に達すると､どこを市場にする

かという根本的な問題に直面することになる｡

2008年の金融危機以来の外需不振､過剰生産能力を抱える中国の太陽光発電産業は､技

術的な競争力もなく､低価格販売を余儀なくされた｡従来の産業と同様に､ ｢過度競争｣が

訪れたのである｡

2011年10月に中国の国産多結晶シリコン価格は20-25万元/トンに急落し､ 1カ月の

うちに30.1%下落した｡価格は生産コストよりも低いために､中国の4-5社大手を除き､

他の多結晶シリコン生産企業はほぼすべて生産停止､あるいは減産に転じ､多結晶シリコ

ン産業全体の稼働率は1カ月前の70%から20%-と急速に悪化した(謝農2011)0 2008

年から2011年10月までに､多結晶シリコンの 高価格は500ドル/KG (約370万元/ト

ン)の約20分の1 (5.4%～6.8%)の水準に急落した｡

このような価格の急落により､中国の3分の1の太陽光発電製造企業は深刻な経営不振

に陥り､一部の企業は倒産した｡例えば､ 2011年9月以降､ 80%の多結晶シリコン製造企

業が生産を停止した(国際金融報2012a)0

外需の低迷や貿易摩擦に直面した太陽電池産業を救済するために､政府は導入目標を大

幅に上方修正し続けた｡ 2012年7月7日に国家能源局は､ ｢太陽エネルギー発電発展の第

12次5カ年計画｣を公布した｡同｢計画｣によると､ 2015年までに太陽光発電国内導入
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量を20GW､ 2020年までには47GWに引き上げるという目標が掲げられている(国家能

源局2012b)｡さらに､ 2013年7月15日に､国務院は｢太陽光発電産業の発展の促進に

関する国務院の若干意見(国発【2013】24号)｣ (原文｢国務院関於促進光伏産業健康発展的

若干意見(国発[2013】24号)｣)を公布した｡同｢意見｣は､ 2015年までの太陽光発電の

累計設備容量を35GWに引き上げる目標を掲げた(国務院弁公庁2013)0

3.急速な生産拡張による債務危機

2011年に､国際市場の需要低迷､価格急落､及び過剰貸付による急速な生産拡張により､

中国の太陽光発電産業は深刻な債務危機に陥った｡中国の太陽光発電製造企業の上位10

社の累計債務は175億ドル､約1,110億元にまで膨れ上がり､中国の太陽光発電産業は全

体として破産寸前となった｡

具体的に､ 2011年第四四半期から2012年第1四半期にかけて､江西章維LDKの粗利

益率はマイナス65.5%-と悪化し､ 2012年上半期だけで10.8億元の赤字が出た｡一方､

2012年上半期までの債務総額は266.76億元に上り､キャッシュ･フローは1.37億ドル(節

8.3億元)にとどまる｡また､無錫尚徳(サンテック)は2012年第1四半期の粗利益率は

0.6%にすぎず､債務総額は35.8億ドル(約226億元)に達した(経済参考報2012)0

これらの製造企業が過度なまでの貸付をできたには､地方政府の支援と無関係ではない｡

この点に関しては本章第6節で詳述する｡

2012年に､中国 大の太陽電池メーカー無錫尚徳(サンテック)は破産した｡

4.高エネルギー消耗産業

太陽光発電産業は温室ガスを排出せず､汚染もなく､環境に優しいクリーンな産業と言

われている｡確かに､太陽電池は石炭や天然ガスなどの化石エネルギーによる発電よりも

クリーンである｡しかし､中国の多結晶シリコン製造業には､環境汚染･高エネルギー消

耗産業の一面がある｡

中国の多結晶シリコン生産企業の平均電力消耗は先進国の3-4倍である｡また､多結

晶シリコン1トン当たりの生産は､その8倍の四塩化ケイ素という副産物の発生を伴う｡

それは環境を汚染する有毒な液体である｡大多数の企業では､四塩化ケイ素の回収設備は

未設置であるか､部分的にしか設置されていなかった(南方日報2010)0

2010年12月31日に工業情報化部､国家発展改革委員会､環境保護部は共同で｢多結

晶シリコン産業参入条件(工連電子【2010]137号)｣ (｢多品種行業準入条件｣)を公布し､

電力消耗や副産物の回収などに関する多くの基準を定めた｡このように､政府はようやく
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多結晶シリコンの汚染問題に対する措置を講じた｡その後､工業情報化部は前記｢参入条

件｣に満たした企業リストを公布した｡同リストによれば､ 70社の生産企業の内､ 20社

のみが定められた条件に満たした｡

2011年に中国はすでに16.5万トンの多結晶シリコンの生産能力を持っていたが､生産

量は8.4万トンにとどまった｡ 2012年1-8月に平均輸入価格は2011年の58.8ドル/KG

から26.9ドル/KG-と急激に下落した｡中国企業の生産コスト(50-60ドル/KG)は輸

入価格よりもはるかに高い｡中国が生産した多結晶シリコンは品質･コスト両面において

競争力を持ち合わせていないため､大量な多結晶シリコンを輸入した｡江酉賓維LDKや

洛陽中桂(2011年に中国第2､ 3位の多結晶シリコン生産企業)を含む､多くの企業は生

産停止､あるいは部分的な生産停止に陥った｡中国第1位の保利協轟(GCL-Poly)も大

幅に減産し､産業全体として窮地に陥った(中国有色金属工業協会産業分会2012)0

多結晶シリコン工場の建設がブームとなった2008年に､低コスト･高品質の多結晶シ

リコンを製造するのは､巨大な資金､設備の他に､物理､材料､化学及び工程などの専門

的な人材も不可欠であると中国科学院の王占国教授は述べており､多結晶シリコン工場の

乱立は低水準の重複建設であると厳しく批判している(新華網2008)0

しかし､多結晶シリコンの生産-参入する企業の多くは､化学工業のバックグランドを

持たない｡それまで中国には多結晶シリコンの生産企業は2社しかなかった｡それゆえ人

材面でも､急増した多結晶シリコン生産企業の需要を満たすことができない状況にある｡

このように､太陽光発電産業は従来の産業と同様に粗放型成長方式であり､低炭素産業

であるはずの新エネルギー産業は中国において低技術､高エネルギー消耗産業となった｡

5.低付加価値の組立産業

図5-1は､中国の太陽電池セル､モジュールの生産量を示している｡モジュールの生産

量はセル生産量より多いことがわかる｡例えば､ 2011年に､中国の太陽電池セルの生産量

は13GWであるが､モジュールの生産量は21GWである｡

太陽電池の発電部分はセルである｡複数のセルをガラス板に配列してフレームをつける

と､太陽電池のモジュールになる｡中国のモジュール生産量がセルより多いことは､セル

の生産量がモジュールの生産を満たせないことを意味する｡

Ⅹuetal. (2012,p.16)によれば､ 2011年に中国には60社余りの太陽電池セルメーカー

があるが､ 330社以上のモジュールメーカーがある｡単純にいえば､約270社のモジュー

ルメーカーはセルを外部調達していると考えられる｡それでは､セルはどこから調達され

たのか｡
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図5･1中国の太陽電池セル､及びモジュールの生産量

単 位:MW
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出所:表3-1と表3･2の資料より作成｡

ここでは､中国の通関統計を用い､太陽電池セルの輸入先を明らかにする｡太陽電池の

輸出が急増したために､ 2009年に中国税関は太陽電池専用のHSコード(HS85414020)

を新設した｡ちなみに､太陽電池は生産工程によってセル､モジュールに分けられるが､

通関統計上においては､いずれもHS85414020を使っている｡表5-12と表5-13は､それ

ぞれ中国の太陽電池の輸出国と輸入国の上位5カ国(2011年の金額ベース)を表している｡

中国の通関統計によれば､中国の主な太陽電池輸入先は台湾､マレーシア44､ドイツで

ある｡これらの国･地区はいずれも太陽電池の主な生産地である｡

2009年に中国は1億6,930万個の太陽電池を輸出し､ 2億1,128万個の太陽電池を輸入

した｡輸入した太陽電池の平均単価は4.8ドル/個､輸出は42.0ドル/個である｡輸出した

太陽電池の付加価値のほうが高いように見えるが､実際にはそうではない｡

ここで､輸出入の太陽電池の平均重量を確認しておきたい｡輸入した太陽電池の平均重

量はわずか0.017KG/個であったのに対して､輸出は1.65KG/個であり､輸入の95倍であ

る｡すなわち､中国から輸出した太陽電池は輸入よりも重量が95倍であるのに対して､ 1

個当たりの単価は8.8倍の増加にとどまった｡

太陽電池のセルは､ p型半導体とn型半導体(シリコン･ウェハーから製造される)を

44 2010年にマレーシアが一気に中国の第2位の太陽電池輸入先になったのは､ドイツのQ-Cells (世界

大の太陽電池メーカーであった)のマレーシア-の進出と関係がある｡ 2010年の時点で､ Q-Censの他

に､マレーシアには太陽電池メーカーがさらに4社あり､そのうち も大きいのはアメリカのFirstSolar

である｡ただし､ FirstSolarはCdTe薄膜太陽電池に特化してきたのに対して､ Q･Censは結晶シリコン

系太陽電池セルの生産に集中している｡また､中国産の太陽電池の中で､結晶シリコン系太陽電池は95%

以上である｡そのため､中国がマレーシアから輸入したのは､主にQ-Cells産のセルであると考えられる｡

ただし､ 2012年にQ･Censは倒産し､韓国のHanwhaグループに買収された0
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接合したものであるために､セルの1個当たりの重量は軽い｡モジュールは複数のセルを

ガラス板に配列し､さらにフレームをつけたものであるために､ 1個当たりの重量はセル

よりはるかに重い｡

表5･12　中国の太陽電池輸出の上位5カ国

単 位: 万 ド ル､ 万 個､ 万KG

2 0 0 9 l   Ā Ā Ā Ā Ā

数 量 偬I|｢ 金 額 ｲ"KG / 個 I|｢ 重 量 仞ｧ｢ ド ル ′ 価 閥r" 数 量 偬I|｢ 金 額 ｲﾌ"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

326  迭ﾃSc131,720  鼎B 紕17.07 ﾃ3#17,245 C2ﾃr258.8 " 纉1,752 ﾃ#C502,162  ッ 絣ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

3,911 ﾃsb268,685  田 ゅr2.60  途ﾃ#B31,560  田CRﾃ389.4  釘r6,737 rﾃS#r481,493  都 絣ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

514 ﾃc69,414 3B 纈5.06 ﾃc#21,595  鼎3 づ3 澱166.8  唐"2,505 ﾃs357,353 C" 縒ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

507  白ﾃ3 ヲ30,624  田 紕2.74 ﾃ#5,601 Bﾃ#S2102.3  迭 紊3,579 bﾃ ツ"249,471  田 偵rĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

100 ﾃr41,637  鼎R 縒18.24 #b3,932  都rﾃ#S341.4 r574  湯ﾃ 鼎161,381  纈ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

ll,572  澱ﾃC#B169,243 B 綯0.56  免ﾂﾃ イ18,961  鼎ﾃSCr34.7  緜18,760  津C2525,987  ゅĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

16,930 rﾃ 都r711,323 鼎"1.65 Bﾃ#cB98,895 ﾃ 津2C283.2 釘33,908 3RﾃSR2,277,846 田rĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所:中華人民共和国海関総署(2010-2012)より作成｡

注: 太 陽 電 池-HS85414020｡

表5･13　中国の太陽電池輸入の上位5カ国

単 位: 万 ド ル､ 万 個､ 万KG

2 0 0 9 l   Ā Ā Ā Ā Ā

数 量  偬I|｢ 金 額 ｲ"KG / 個 I|｢ 重 量  仞ｧ｢ ド ル/  個  閥r" 数 量  偬I|｢ 金 額 ｲﾌ"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

9,646 C50,942  迭0.015 ﾃ#R774 RﾃsB5_2 326,551  田97,671  縒ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

226  澱839  縒0.028  迭ﾃ72 "ﾃsS5.6 "8,365  塔r28,483  紕ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

3,317 28,036  唐 絣0.030 ﾃ118  津 ン5.2 33,969 b20,007  迭ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2,600 R9,960  繧0.009 ﾃ 鉄b51 bﾃ# 釘4.1 25,300  田r22,071  釘ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

1,814 R2,121 0.008  澱ﾃsC254 Bﾃr2.2 3,498 R7,962 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

3,526  塔9,450  縒0.023  唐ﾃ# ィ291 Bﾃ ンR4.2 3R7,331 R25,736  絣ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

2l,128 c101,348  釘 繧0.017  鼎 づs31,360 #2ﾃr4.6 #55,014 ﾃ201,930  縒ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所:中華人民共和国海関総署(2010-2012)より作成｡

注: 太 陽 電 池-HS85414020｡

中国が輸出した太陽電池の平均重量は輸入したのよりはるかに重いことから､中国メー

カーは多くのセルを輸入し､国内でモジュールに加工し､モジュールとして輸出している

と考えられる｡モジュール生産のみを行う専門業者のほか､ 2012年まで中国第1位の太

陽電池メーカーであったサンテックやCanadian Solar (蘇州阿特斯)など中国太陽電池上

位メーカーもモジュールのOEM生産を行っている｡

2010年と　2011年に輸出した太陽電池の平均重量は約4EG/個であり､輸入は平均

0.028KG/個であった｡中国は依然としてセルを輸入して､モジュールに加工し､再び輸出

していると考えられる｡

このように､中国の太陽電池メーカーは､国産のセルの他に､台湾､ドイツ(あるいは

ドイツ企業の海外生産拠点)などの国･地区からセルを輸入し､モジュールに組み立て､
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完成したモジュールをヨーロッパ-輸出している｡

実際のところ､中国の太陽電池メーカーは､中国の太陽電池製造業がグローバル分業の

中で付加価値の も低い部分を担っていることを明確に認識している｡ Canadian Solar

の会長兼CEO ･置暁韓(-金十華)によると､欧米市場で設置された太陽光発電システム

の価格は2-3ドル/Wであり､そのうち中国で発生した付加価値は約0.2-0.3ドルにすぎ

ず､全体の10%にとどまっているという(国際金融報2012b)｡

一方､太陽電池メーカーはセルなどの原材料を輸入するには､輸入関税･増値税

(Value･added Tax､付加価値税)の免除を受けられる｡例えば､中国の上位メーカ一江

西寮推LDKが立地する江西省新余市の税関は新余ハイテク産業パークに保税倉庫を設立

した｡これにより､賓維LDKをはじめ､新余の太陽電池製造企業の輸入関税の減免が可

能となり､産業の急速な成長を加速させた(中国新余網2009)0

中国は外資企業の誘致や輸出促進などのために､再輸出を前提とする輸入部品･原材料

に対して､輸入関税･増値税を免除する措置を講じている｡これらの部品･原材料は一時

的に保税倉庫に保管される場合がある｡保税措置は､これまで中国の輸出の半分以上を占

めてきた加工貿易の基本的なスキームとなっている｡生産設備を輸入する場合は､保税倉

庫は必要がない｡新余関税は保税倉庫まで設立したので､寮維LDKなどの企業が輸入し

た太陽電池セルや他の原材料･部品なども輸入関税･増値税の免除措置を享受していると

考えられる｡

実際に､輸入関税･増値税の免除措置を享受しているのは､賓維LDKだけではない｡

サンテックの2005年及び2006年のアニュアルレポートによれば､サンテックが輸入した

原材料も増値税の免除を受けている｡

中国政府は組立から研究開発-の転換や産業の高付加価値化を提唱し､自主イノベーシ

ョンによる戦略的新興産業の成長を促している｡しかし多くの中国企業はモジュールの組

立に従事しており､従来通りの加工貿易にとどまっている｡その意味で､太陽光発電産業

は新たな組立産業にとどまっているものと考えられる｡

第6節　中国の太陽光発電産業の成長要因

本節では､中国の太陽光発電産業の成長要因を分析する｡総じていえば､中国の太陽光

発電産業は政策が後押しする外需依存型成長であるといえよう｡

1.ヨーロッパ外需の存在

まず､ヨーロッパの外需があげられる｡近年､ヨーロッパ諸国は太陽光発電の導入を推
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進してきた｡

例えば､ドイツは1990年に電力固定価格買取法を実施し､あらゆる再生可能エネルギ

ー技術で発電された電力を固定価格で買い取ることを電力会社に義務付けた｡また､ 2000

年に再生可能エネルギー法が実施され､再生可能エネルギーにかかわる買取料金の20年

間が設定された｡再生可能エネルギー発電と在来型発電のコストの差はすべての電力消費

者によって分担されることとなった(世界銀行2009､ p. 183)0

再生可能エネルギーの導入の一環として､ドイツ政府は太陽光エネルギーの普及事業､

す な わ ち"the 100,000 Roofs Solar Power Programme" (10 万 戸 の 屋 根 に 太 陽 光 発 電 シ

ステムを設置するプログラム)を施行した｡ 2002年6月にドイツ政府は買取義務の上限

を1､ 000MW-と高めた｡さらに2004年1月にはドイツ政府は再生エネルギー法を改正

し､ 買 取 補 償 額 も 増 額 し た(Stubenrauch 2003, pp. 24-26)0

また､スペインも2007年に太陽光発電に対する固定買取制度を実施した(丸川2009)0

こうして､ヨーロッパ諸国において太陽光発電システムの需要が高まった｡

ヨーロッパの外需が存在するために､中国の太陽電池メーカーが次々と誕生し､ヨーロ

ッパ向け輸出を中心に生産を拡大した｡

2.政府の支援

丸川(2009)が指摘したように､中国の太陽電池産業の急速な発展は､中国政府の産業

政策があったから起こったわけではない｡2006年に公布された｢第11次5カ年計画｣ (2006

-2010年)の第12章には､風力発電の具体的な導入地域や設備容量導入目標を明記した

のに対して､太陽光発電に関しては､積極的に太陽エネルギーを開発･利用するという記

載にとどまっている｡太陽光発電は風力発電よりコストが高いため､当初政府は国内導入

を重視していなかった｡

中国の太陽電池製造業は外需に依存して巨大な輸出産業となった｡しかし､中国に世界

全体の需要を超えるほどの過剰生産能力が形成されたのは､政府の支援､とりわけ2009

年以降の支援を無視できない｡ただし､中国政府は主に太陽電池製造業の生産拡張を支援

してきた｡

2011年まで全国31省･市･自治区は太陽光発電産業を優先的に支援する新興産業に指

定した｡全国600都市のうち､ 300都市が太陽電池製造産業を発展させ､ 100余りの都市

が太陽電池産業基地を建設した｡なかには､関連産業の基盤がない都市も､現実を無視し

てゼロから太陽電池製造業をスタ-トさせている(人民網2011b).

(1)江西省の事例
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ここでは､江西寒推LDK (江酉省新余市)が立地する江西省の事例を取り上げ､地方政

府がどこまで太陽光発電産業を支援しているかを見てみよう｡賓維LDKの創業者･彰小

峰は､もともと作業服や作業用手袋製造企業を経営していた｡2005年に新余市に賓維LDK

を設立し､生産設備を輸入し､太陽電池用シリコン･ウェハーの生産を始めた｡ 2007年に

はニューヨーク上場を実現した｡化学工業の歴史をもたない寮維LDKであるが､ 2008年

に原材料の多結晶シリコンの生産に参入し､太陽電池の生産にも参入した｡ 2011年に賓推

LDKは中国の第1位のシリコン･ウェハー生産企業､第2位の多結晶シリコン製造企業

となった｡

賓維LDKは設立当初から､新余市政府の支援を受けた｡例えば､市政府は｢太陽光発

電産業の発展の加速に関する若干意見｣や｢江西省太陽光発電産業特色工業パークの発展

-の支援に関する措置｣などを公布し､賓維LDKを重点支援対象とした｡太陽光発電製

造企業に対して､土地､資金､政策､人材､電力の使用､産業チェーンの拡張などの面で

一連の支援措置を講じて､同市は全力をあげて太陽光発電産業の成長を後押しすることと

なった｡

具体的に､まず市政府は土地提供を優先的に保障した｡省財政庁と省発展改革委員会は

太陽光発電製造企業に対して､汚水排出費や環境監督観測費などの行政費用を5分の1の

水準にまで引き下げた｡さらに､新余市の税関は24時間通関体制をとり､通関手続きの

簡素化措置や輸入関税の減免措置を講じた(中国新余網2009)0

賓維LDKの2009年のアニュアルレポートによれば､ 2006年に寮推LDKが立地する

新余ハイテク･ニューテク産業パークは､ 0.40元/Kwhの優遇電気料金を提供した｡当時､

新余の正常電気料金は0.55元Mwhであった. 2007年に､新余ハイテク･ニューテク産

業パークは､賓維LDKの多結晶シリコン生産を支援するために､さらに低廉な0.25元

Kwhの優遇電気料金を提供した｡つまり､賓維LDKは事実上0.3元/Kwhを電気料金の

補助金として享受していた｡一方､多結晶シリコン製造業は､高エネルギー消耗産業であ

り､電気料金は主なコストである.賓維LDKの各年度のアニュアルレポートによれば､

2006-2012年､賓維LDXは計1.3億ドルの電気料金補助金を獲得した｡電気料金の他､

賓推LDKは他の名目の補助金も獲得した｡

2009年12月29日に江西省政府は｢江西省の10大戦略的新興産業の発展計画に関する

江西省人民政府の通知｣を公布し､江西省の十大戦略的新興産業を指定し､それぞれの発

展計画を策定した｡その第1号が｢太陽光発電産業(2009-2015)発展計画｣である(江

西省人民政府2009) 0

同｢計画｣によると､ 2008年に江西省には一定規模以上の太陽光発電関連企業が40社

以上あり､同2008年の総売上高は196億元であった｡なかでも､賓維LDXの2008年の

売上高は100億元を超え､多結晶シリコン･ウェハーの生産能力は1.5GWに達した｡
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同｢計画｣は､ 2012年及び2015年までの生産能力の目標を掲げている｡具体的には､

2012年までに多結晶シリコンの生産能力が3万トン､シリコン･ウェハーと太陽電池が

それぞれ8GWと6GW､ 2015年までに多結晶シリコンと太陽電池の生産能力がそれぞれ

4万トンと15GWといった目標が掲げられた｡また､ 2015年までの目標として､太陽光

発電産業を省の重要な支柱産業に発展させ､総売上高2,500億元(うち､売上高1,000億

元以上の企業1社､ 100億元以上の企業5社)といった売上高の目標も掲げられた｡江西

省政府は目標を実現するために､賓維LDKの年間生産能力2万1,000トンの多結晶シリ

コン工場の支援が主要な任務であると決定した｡

さらに､融資や政策の優遇措置も多く盛り込まれた｡例えば､太陽光発電製造業の設備

投資に対して､優先的に財政の利息補助を提供し､専門基金を設立して太陽光発電産業の

発展を支援することとなった｡そのほか､国家の省エネ改造の財政奨励金､外貨使用の支

援､行政費用の削減( 低費用の20%を超えない)などの措置も打ち出された｡ところが､

生産能力や売上高の目標はあるものの､市場や販売先に関する内容は言及されていない｡

このように､江酉省政府の産業政策は､太陽光発電産業を重視し､同産業及び個別企業

の成長を政府の発展計画に組み入れた｡

2008年に賓維LDKはすでに中国 大のシリコン･ウェハー生産企業であった｡しかし

省政府が掲げた2015年の目標を実現するには数倍に生産能力を拡張しなければならない｡

賓維LDKの生産拡張や上流･下流部門-の参入を支援するために､江西省新余市政府は

融資担保を提供した｡

財政部(2011)によると､新余市ハイテク開発区は土地を担保にして､国家開発銀行江

酉省支社の賓維LDKに対する5､ 000万元の融資を実現した｡また､ 2010年に江西省及

び新余市政府の努力により､新余市の建設投資会社の保証により､国家開発銀行江西省支

社は賓維LDKに対する12億元余りの融資が実現した｡

賓維LDKは過剰なまでの融資を手にし､爆発的な生産拡張により世界の上位メーカー

になったが､深刻な債務危機に陥った｡政府は賓椎LDXを救済するために､資金調達に

奔走しているという｡ -財網(2012)によると､ 2012年7月12日に新余市政府は､寮椎

LDKの債務のうち､返済期限が近付いた5億元を市政府の予算に計上した｡

寮維LDKの所在地である新余市以外にも､江西省にはもう1つの太陽光発電産業基地

が上僚市にある｡江西省上健市科学技術局(2011)によれば､ 2011年に､上僚市には中

国第6位の太陽電池メーカ一品科能瀬(表3-5参照)をはじめとして､すでに21社の太

陽光発電産業関連製造企業が国家級の太陽電池ハイテク･ニューテク産業基地に立地して

いる｡上鏡市はさらに2015年までに基地内に立地する太陽電池製造企業を40社以上に増

やすべく､生産能力･売上高の数倍増の目標を掲げており､企業誘致､土地･資金などの

生産要素の傾斜的配分､水･電気･ガスの優先的保障など､されに多くの優遇政策を講じ
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ている｡

具体的には､上健市政府は土地資源を優先的に太陽電池製造業に配分し､晶科能源の生

産拡張のための用地を省の重要建設プロジェクト用地計画に組み込み､同社の金太陽プロ

ジェクト補助金の申請を支援し､さらに同社に対する3.8億元の融資を実現させた｡また､

晶科能源などの電力使用を保障するために､送電線や電圧変換ステーションを増設した｡

さらに､漸江星輝や台湾昇陽などを重点的誘致対象とし､国外企業の移転を積極的に受け

入れるべく努めている｡

(2)その他の事例

太陽光発電産業を積極的に支援した地方政府は江西省にとどまらない｡

例えば､蘇州阿特斯(2011年中国第4位の太陽電池メーカー)の所在地である江蘇省常

熟市は､太陽光発電産業を振興支柱産業として発展させている｡常熟市政府は太陽光発電

産業の発展の指導チームを設立し､同産業の製造企業に対する増値税･企業所得税の税務

上の支援､工場賃貸料金や土地に対する補助など､傾斜的な支援政策を打ち出した(江蘇

省常熟市辛荘鎮) 0

また､常州億晶(2011年中国第9位の太陽電池モジュールメーカー)は所在地である江

蘇省常州市金壇市政府の介入及び政府融資プラットフォーム会社の担保を受け､数十億元

の銀行融資を獲得したという(『21世紀経済報道』 2013年5月31日)0

太陽光発電産業の後発地区の政府も､太陽光発電産業に対する優遇措置の策定に適進し

ている｡例えば､広西壮族自治区政府は､太陽電池産業のような新興産業に資金や電力の

保障など､傾斜的支援策を講じるべきであると指示している｡同自治区桂林市興安県に､

吉陽という企業が現地政府の誘致を受けて､ 2008年に太陽電池産業に本格的に参入し､シ

リコン･インゴットから太陽電池モジュール-とバリュー･チェーンを迅速に拡張した｡

同社は2015年までに1､ 000億元の売上高に達成するという計画を掲げた｡一方､興安県

は物流や電力などの競争力がなく､関連産業の基盤もない都市である(広西日報2011)0

すでに世界有数のメーカーに成長した江西賓推LDXの2015年の売上高目標も1､ 000

億元である｡中国の上位10社にもランクインしていない企業は､政府の支援なくして､

このような野心的な計画を打ち出せないであろう｡

このように､地方政府は熱狂的なまでに太陽光発電産業の成長を支援し､企業の拡張を

加速化させてきた｡このような政府の支援がなければ､中国の太陽光発電産業はかくも急

速な成長･拡張を実現できなかったであろう｡

3.融資の優遇
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サンテック45をはじめとして､中国の上位メーカーは海外上場により巨額の資金を調達

した(丸川2009)｡確かに､ 2009年まで中国の太陽電池メーカーは海外上場で資金調達す

ることにより成長を遂げた｡しかし､海外上場による資金調達は生産拡張の一因にすぎな

い｡ 2009年以降のさらなる生産拡張には､中国国内の銀行による融資は大いに貢献した｡

例えば､ 2005年12月にサンテックはニューヨーク証券取引所に上場し､ 4.55億ドルを

調達した｡2010年にサンテックは中国国家開発銀行から5年間にわたる500億元(約73.5

億ドル)の信用枠を獲得した｡また2010年9月に賓維LDKは国家開発銀行と600億元

(約89億ドル)の融資契約を結んだ(21世紀経済報道2012)｡河北晶襖(JASolar)は

2007年2月にNASDAQに上場し､ 2.25億ドルを調達したo資源総合システム(2011､

28･31ページ)によれば､同社は2009年7月に中国輸出入銀行から合計6.2億元(約9

千万ドル)の融資､中国国家開発銀行から300億元(約44億ドル)の融資及び信用枠を

獲得した｡さらに､2006年12月にニューヨーク証券取引所に上場した常州天合光能(T也na

Solar)は､国家開発銀行と300億元(約44億ドル)の融資に関する契約に合意した｡

中国では､銀行が国有企業に対して優先的に融資を行うために､民営企業が融資難にあ

ることがしばしば指摘されている｡しかし､民営企業が主体となっている太陽光発電産業

は例外といえる｡政府がこの産業の優先的発展を支援しているからこそ､政策銀行である

国家開発銀行も熱心に太陽光発電産業に融資を行っているのである｡

2009年9月22-23日に､温家宝首相(当時)は新エネルギー(太陽光発電産業を含む)､

電気自動車など7つの新興産業の発展に関する会議を計3回開いた｡その後公布された会

議公告では､これらの産業は｢新興戦略性産業｣と呼ばれた(『人民日報』 2009年9月23

冒)0 2010年10月に､太陽光発電産業は前述した｢戦略的新興産業の育成と発展の加速

に関する国務院の決定(国発【2010】32号)｣によって戦略的新興産業として正式に指定さ

れた｡

2009-2012年､国家開発銀行のアニュアルレポートでは､戦略的新興産莱-の支援を

強調し､サンテックや江西寮維LDK､徐州中能(中国 大の多結晶シリコン製造企業であ

り､保利協轟に買収された)など太陽光発電産業の上位企業-の融資を代表例として取り

上げた｡

4.生産設備の輸入

(1)生産設備の輸入動向

中国の太陽光発電産業が急成長を遂げたもう1つ要因は､海外先進生産設備の導入であ

45 サ ン テ ッ ク の 成 長 に つ い て､ 丸 川(2009､ 2013)､ Marukawa (2012) を 参 照0
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る｡丸川(2009)が指摘するように､製造技術を開発しなくても装置メーカーから生産読

備を購入すれば太陽電池は製造できる｡

例えば､江西寮推LDKのシリコン･インゴット製造装置の大部分は､アメリカのGT

Solar社から輸入したものである｡また､同社のシリコン･ウェハーの切断装置の95%は

スイスから輸入した 先端の切断機である(新余日報2012)0 GTSolar社のシリコン･イ

ンゴット製造装置はターン･キー･システムである｡つまり､巨額な設備を購入できれば､

技術を持たない企業でも太陽電池の生産は可能である｡ GT Solar社の年報によると､ 2007

-2009年江西寮維LDKはGT Solar社の 大な取引先であった｡2007年の江西寮維LDK

との取引高は1億5､ 227万ドルに達しており､ GTSolar社の当該年度の売上の62%を占

めた｡また2008年に江西賓維LDKは合計1億878万ドルの装置を購入しており､ 2009

年 の 購 入 金 額 も1 億8､ 524 万 ド ル に 上 っ た(GTSolar2010,p. 12)0

GTSolar社のターン･キー･システムを導入した中国企業は､江西賓維LDKだけでは

ない｡保利協轟や保定英利などの中国の上位メーカーは､いずれもGT Solar社の主な取

引先である｡これらの中国メーカーは､ GTSolar社の売上高の半分以上を占めている｡

表5-14　GT Solar社の売上及び中国の割合

単位:万ドル､ %

2007 2009 2011 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

中 国  ﾃ # 2 3 3 , 3 6 9  B ﾃ C 6 3 , 5 7 9   鼎 津 S # Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

合 計  B ﾃ C R 5 4 , 1 0 3   鉄 B ﾃ C # R 8 9 , 8 9 8   涛 R ﾃ S s Ā Ā Ā Ā Ā Ā

中 国 / 合 計 ( % )   塔 b 綯 6 1 . 7   田 " 綯 7 0 . 7   鉄 繧 Ā Ā Ā Ā

出 所: GTSolar(2010), p.103､ GTSolar(2011),p.114､ GTSolar(2012),p.128 よ り 作

成｡

GT Solar 社 の ほ か､ ア メ リ カ のApplied Materials､ ヨ ー ロ ッ パ のCentrotherm や

MeyerBurgerなど､太陽電池製造装置メーカーは数多く存在する｡しかも､ GTSolar社

は太陽電池製造装置市場のトップ企業ではない｡太陽電池産業の専門調査会社Solarbuzz

(2011)によれば､過去1年間の結晶シリコン系太陽電池製造装置の設備投資額は世界全

体で36億ドルにも上がるが､そのうち中国と台湾のメーカ｣が82%を占めている｡

日本のシャープや京セラなどの太陽電池メーカーは､量産の初期は製造装置を外部から

購入したが､その後は内製に切り替えた(和田木2008))｡丸川(2009)が指摘するよう

に､製造技術を開発しなくても装置メーカーから購入すれば太陽電池は製造できるので､

技術というよりも､企業がどれだけの集中的に資金を投下できるかが勝負となった(丸川

2009)｡中国の太陽電池メーカーは十分な技術的基盤を備えていないが､先進生産設備を
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輸入することにより､直ちに大量生産に入り､たとえアパレル業者であったとしても､ハ

イテク分野の太陽電池産業の上位メーカーになることが可能となった0

(2)輸入支援措置

一方､企業は生産設備を輸入する際に､輸入関税の免除という奨励措置を受けられる｡

前述したように､ 2005年12月7日に国務院が公布した｢産業構造調整の推進に関する

暫定規定｣は奨励類産業-の投資に対して､輸入設備の関税･増値税を免除すると決めた｡

2009年8月20日に財政部､国家発展改革委員会､工業情報化部､海関総署､国家税務

総局､国家能源局は｢重要技術装置の輸入税政策の調整に関する通知(財関税[2009]55号) ｣

を公布した｡同｢通知｣は､中国企業の核心的競争力や自主イノベーション能力の増強､

及び産業構造の高度化の推進を目的とし､国家が支援する重要技術産業を対象とし､基幹

部品･原材料の輸入関税･増値税を免除する政策である｡太陽エネルギー発電設備は重要

技術装置･製品の目録に掲載された(具体的な部品リストは未発表)｡

また､ 2012年3月7日､財政部､工業情報化部､海関総署､国家税務総局は上記｢財

関税【2009】55号)｣の免税目録を修正し､新たに｢重要技術装置の輸入税政策の目録の調

整に関する通知(財関税【2012】14号)｣を公布した｡太陽電池ウェハー切断機など､具体

的な太陽電池生産設備･部品を重要技術装置･製品の目録に掲載した｡この目録に掲載さ

れた品目を輸入する場合には､輸入関税･増値税が免除される｡

太陽光発電産業は奨励類産業であり､重要技術産業でもあるので､輸入関税･増値税の

免除を受けることが可能である｡

2008年末に前述した江西省新余市の税関は､太陽光発電産業の製造企業の輸入関税･増

値税免除の申請計313件を許可した｡関連する輸入設備は1.8億ドル､輸入関税免除は2.7

億元､うち寮維LDXが2.05億元を占めた(中国新余網2009)0

このように､中国の太陽光発電製造企業はターンキー方式で製造装置を含む先進設備を

輸入することにより､短期間のうちに大量生産が可能となった｡しかも､政府は設備輸入

に対する輸入関税の免除という奨励措置をとることにより､企業の生産拡張を加速化させ

たのである｡

5.税優遇政策

1991年7月1日より実施された｢中華人民共和国外資企業及び外国企業の所得税法｣

によれば､企業所得税の税率は30%であり､それに加えて､地方所得税の税率は3%であ

る｡また､経済特区や経済技術開発区などに立地する外資製造企業は､ 15%や24%の税率

を適用できる｡同法第8条によれば､経営期間が10年以上の外資製造企業は､営業収入
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が発生した年度から､第1-2年の企業所得税の免除､第3-5年の企業所得税の半減を受

けることができる｡ただし､ 2008年1月1日より｢中華人民共和国企業所得税法｣の実

施により､前記｢外資企業及び外国企業の所得税法｣は廃止され､中国企業､外資企業を

問わず､税率は25%に統一された｡

表5･5が取り上げた中国の上位メーカーのうち､蘇州阿特斯Canadian Solarはカナダ

で登記しており､他の6社はいずれもケイマン諸島で登記している｡そのため､これらの

企業は生産や主な企業経営活動などを中国で行っているが､いずれも外資企業である｡そ

のため､外資企業向けのr2年免除､ 3年半減｣の税便通を受けた｡むろん､これはすべ

ての外資企業を対象とする税便通措置であり､太陽光発電産業のみを優遇する政策ではな

い｡

ここで強調したいのは外資企業向けの｢2年免除､ 3年半減｣優遇策ではなく､ハイテ

ク･ニューテク企業を対象とすろ15%の企業所得税優遇策である｡中国の主な太陽電池製

造企業はいずれもこの15%の優遇税率を受けている｡ハイテク･ニューテク企業及びハイ

テク･ニューテク企業を対象とする15%の企業所得税の優遇税率の説明について､第2章

第1節で詳しく説明したので､ここで省略する｡

中国の上位太陽電池製造企業はいずれもハイテク･ニューテク企業として藩定された｡

これらの企業は外資企業向けり｢2年免除､ 3年半減｣税優遇措置を受けた後､いずれも

ハイテク･ニューテク企業を対象とする15%の便通税率を享受し続けた｡2005-2007年､

サンテックは15%のハイテク･ニューテク企業優遇税率を享受したと同時に､外資企業向

けの｢2年免除､ 3年半減｣も適用された46｡そのため､サンテックは7.5%という低い税

率を享受することとなった｡また､恥inaも同様に､ 7.5%の優遇税率を2002-2003年に

受けた(表5･15)｡ちなみに､表8は取り上げていないが､各メーカーの子会社の大多数

もハイテク･ニューテク企業として静定され､便通税率を受けた｡

表5･15　上位メーカーの優遇税率

単位:%

1999 2001 "2003 剴#B2005 br00I 201  012 013 ″ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

正 常 税 率  ｳ 8 ﾂ 3 0 + 3  ｳ 2 3 0 + 3  ｲ 3 0 + 3  ｳ 2 3 0 + 3  …  剴 # R 2 5  R 5  剴 # R R Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

T 血 濃 月 税 率 d 燃0 FIE Rd 燃  12 他 "ﾂ12 他 7 儀 遇 な し 剪  剪  ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

丁.～   剪   ĀĀĀ

C 血 S o b   0  2 ー 0  " 1 2 . 0  儉 L  剪  B ﾓ r ﾒ ?  偖 ﾈ 2 5  儀 遇 な し  剴 # R R Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

遭 用 食 事  劔 F D !  播 燃 僥 I E  播 燃 F I E  劔 3 y e 言 蹴 . ; - r ?  劔 劍 ｵ h 碑 , R 亰 h 碑 , R Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

S t A L d  適 用 税 率    膤  F I E        剩 ､ 剃 ﾂ 優 ﾂ 苒 Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Āこノ_..=:二一三才芽だC-,i-:::T; .!tl'l.I:痩 侏ｹVb ｸ礼-_f=′: -→L;∫. 三.:鮒 鱗+ZIW3｢ﾒiﾘｶﾘ蔕ﾂ ｨ蔔聘e蔘｣ｲĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

u X  適 用 我 寧    0  F I E   F I E  剴 R f 謦 1 5  F I E  R 嶺 R 剪  Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

-.卿由干,.I 凵｡そ知佃≡~; 凵゚.:細触.=-≡ 

Y 叫  濃 用 税 率      F I E  剴 苓 9 1 2 . 5  F I E  " 絣 d 燃 2 3  F l E  劍 ﾂ ﾘ H ･ ｢  椿 b t ｢ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā
:～∴  乂>7｢脛ĀĀĀĀĀ

JASol ■ iB 用 税 率   O F Ⅰ ヱ  FIE 剩ﾄﾂd 燃lL ▲. FEE d 燃 撞ｳｳ､ 唸7｢ﾓｩV｣｣ｧ 茨 倅ｨ 罎ﾔ 豆 憧ﾔ 討ﾒĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

J 血 ○ S ○ b r  ･ j … ニ : ､ ■ -     剪 0  F I B  " 絣 f 2 ー 5  F Ⅰ E  剴 R d 燃 ﾈ v ｨ ﾔ ｲ Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

46 2008年より､このように2つの便通措置を同時に適用することができなくなった｡
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FIE=外資企業向けの｢2年免除､ 3年半減｣優遇税率､ HNTE=ハイテク･ニューテク企

業向けの15%優遇税率､他-他の優遇税率｡

注:兼立地によって､ (24十3)%の税率がある｡

出所:各社各年度のアニュアルレポートより作成｡

太陽光発電産業は政府が指定した重点的に支援するハイテク･ニューテク領域に属する

ために､主なメーカーは優遇税率を受けたのである｡太陽電池製造業の拡大期には､ハイ

テク･ニューテク企業所得税優遇策は企業の拡張に寄与したと考えられる｡

しかし､これらの上位企業は､果たしてハイテク･ニューテク企業の条件を満たしてい

るのか｡この点に関しては､第7節で後述する｡

企業所得税の他に､前述した生産設備や原材料の輸入関税･増値税の免除措置も企業の

生産拡張を加速させたのである｡

6.環境保護コストの欠如

中国の環境保護コストの欠如も太陽光発電産業の成長要因である｡多結晶シリコン生産

企業は次々と誕生したが､ 2010年12月に｢多結晶シリコン産業参入条件(工連電子

[2010】137号)｣が公布されるまで､中国は多結晶シリコン産業に対するエネルギー消耗や

環境を汚染する副産物の回収に関する規制措置を講じなかった｡そのため､ 2010年まで､

大多数の多結晶シリコン生産企業は副産物の回収設備を設置しなかった｡また､前述した

江西省政府は､太陽光発電産業の製造企業に対して､汚水排出費や環境保護観測費などの

費用を5分の1の水準にまで引き下げた｡

2011年9月に､中国の太陽電池上位メーカーJinko Solarの漸江省海寧市工場で環境汚

染問題が発生したため､地元の住民が工場を取り囲んで抗議する事態にまで至った｡ 2011

年4月に同社ではすでに環境汚染問題が発生し､海寧市環境保護局は改善命令を出してい

た｡ところが､徹底的な改善はされていなかったという(『新華網』 2011年9月20日)｡

環境保護規定の不備や当時の政府の環境管理の甘さなどのために､太陽光発電産業-の

参入は極めて容易となった｡

わずか数年のうちに､中国が世界 大の太陽電池生産国･輸出国となったのは､独自の

技術を持っていたからではなく､やはり他の産業と同様に､外国から生産設備や生産技術

を導入し､投資に依存して短期間に生産能力を拡大し､加工貿易に従事することにより成

長したからであるといえよう｡ ｢自主イノベーション｣による成長方式の転換が強調されて

いるなかで､太陽光発電産業は実際のところ新たな低付加価値の組立産業･外需依存産業
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にとどまっている｡太陽光発電産業の事例を見る限り､ ｢自主イノベーション｣による成長

方式の転換はいまだ道半ばであると判断せざるをえないであろう｡

第7節　企業側の研究開発活動

中国の主な太陽電池メーカーのうち､専門技術者が創業した企業が2社ある｡サンテッ

クの創業者施正栄はオーストラリアに留学し､太陽電池の研究をし､博士号を取得した｡

Canadian Solarの創業者屡暁辞(-金+華)はカナダに留学して半導体材料を研究し､博

士号を取得した(丸川2013､ 107･112ページ) 0

そ の 他､ Yingli Solar は オ ラ ン ダ のEnergy Research Centre な ど 外 部 機 関 と 提 携 し て

研究開発を行っている.賓維LDKは上海交通大学と共同研究を行っている｡研究開発を

評価することは難しいので､ここで､研究開発集約度､つまり売上高に占める研究開発支

出の割合､及び研究開発に従事する従業員の比率という2つの指標を取り上げる｡

1.研究開発集約度

表5-16は中国の主なメーカーの研究開発集約度を示している｡比較するために､アメ

リカのFirst Solar社のデータも取り上げる｡ First Solar社は､ CdTe薄膜太陽電池に特化

した独自の技術を持つ､世界 大の薄膜太陽電池メーカーである｡

表5-16　売上の占める研究開発支出の割合

単位:%

2002 22004 R2006 r2008 2010 2012 2ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Suntech R1.07  經R1.49  紊1.ll  繝1.71 1.23 ﾃ ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

C a n a d i a n S o l a r   r 0 . 4 9   紊 " 0 . 0 9   經 0 ー 3 3   b 0 . 5 0   紊 b I . 0 4   . 7 1   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

Yingli   辻0.50  紊0.43  縱b2.54  白1.94  緜R2.15 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Trina  剪ﾒ0.45  緜b0.93 r0.64 2.15 B1.12 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

LDK  剪 0.61  紊b0,76  紊22.16 b1.26 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

JASolar  辻-  辻- 0.16  經21,19  經B0.64 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

J i n k o S o l a r   辻 -   辻 -   辻 ー 0 . 0 1   " 0 . 3 8   緜 0 . 4 1   紊 B 0 . 9 3   Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā

FirstSolar(A) #3紊119.66 湯r4,94 釘縱3.00 緜3.78 縱5.08 纉24.06 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所:各社各年度のアニュアルレポートより作成｡

中国メーカーの研究開発集約度はFirst Solar社よりはるかに低い｡中国上位企業7社

合計の62個のデータのうち､ 35個のデータは1%にも達していない｡ 2%を超えたデータ

はわずか7つだけである｡前述した｢国科発火字【1996]018号｣､ ｢科技部国科発火字

【2000】324号｣､ 2008年の｢国科発火【2008】172号)｣では､売上に対する研究開発費の支

出の割合をハイテク･ニューテク企業の認定条件としている｡しかし､ハイテク･ニュー
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テク企業として認定された中国の主な太陽光発電産業のメーカーは､一番低い条件である

3%にも達していない｡

2.研究開発員

また､研究開発に従事する従業員が従業員全体に占める割合を見てみよう(表5･17)0 7

社合計50個のデータのうち､ 42個のデータは5%以下にとどまっている｡前記3つの政

策は研究開発に従事する従業員が従業員全体の10%以上を占めることをハイテク･ニュー

テク企業の認定条件としているが､この条件を満たした企業は1つもない｡

表5-17　従業員に占める研究開発者の割合

単位:%

2005 b2007 2009 2011 "2013 ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Suntech  迭 經26.15  緜B4.21 B2.22 R-  辻ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

CanadianSolar  辻5.28  經1.18 1.55  繝2.66  貳ﾂĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

Yingli  辻-  釘 縱20.53  釘 紊b9.44  唐8.12  迭bĀĀĀĀĀĀĀ

Trina  辻2.78 0.80  緜2.68  纉3.65  纉ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

LDK  辻-  辻4.91 b1.42  經b3.06  辻ĀĀĀĀĀĀĀĀ

JASolar  辻2.58  縱r2.97  繝b0.55  繝1.12 RĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

JinkoSolar  辻- 1.71  緜25.08  繝b1.86  紊"ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ

出所:各社各年度のアニュアルレポートより作成｡

賓維LDKがハイテク･ニューテク企業に認定されたのは2009年である｡ 2008年に寮

維LDXは14､ 130人の従業員を有し､そのうち694人は研究開発員であった｡ 2009年

に､金融危機の影響もあり､中国全体の太陽光発電産業の製造企業は外需の鈍化に遭った｡

2009年に､寮推LDKは666人の従業員を減らし､そのうち､ 524人は研究開発員であっ

た｡そのため､ 2009年に賓推LDKの研究開発員は170人-と急減した(データは葦椎

LDKのアニュアルレポートにより■)0

また､ 2008年より､主要製品(サービス)の核となる技術の自主的知的財産権を有する

こともハイテク･ニューテク企業の条件となっている｡賓維LDKの2009年のアニュアル

レポートによれば､同社は特許を有しておらず､特許の出願もない｡

第8節　まとめ

中国政府は｢自主イノベーション｣による成長方式の転換を国家戦略として位置づけた｡

これは賢明な政策判断と評価する｡ところが､本稿で取り上げた太陽光発電産業の事例を

見る限り､政府はイノベーションによる成長方式-の転換を認識しながらも､戦略的新興
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産業の育成政策の内容は生産規模･速度ばかりを追求した生産拡張の支援策にとどまって

いる｡

太陽光発電産業の事例研究から､現時点における戦略的新興産業の育成政策は､おおよ

そ以下のように特徴づけることができよう｡

①　特定産業･個別企業の指定｡

②　生産設備･部品などの輸入に対する輸入関税･増値税の免除(すなわち､従来通り

の加工貿易の免税措置と大差は見られない)0

③　政府による企業の生産活動-の過度な介入｡

④　土地･税金･融資などの優遇措置により企業の投資活動･生産拡張-の支援｡

戦略的新興産業の育成政策に見られる傾斜的な優遇措置は､市場メカニズムによる資源

の効率的な配分の障害となっている可能性がある｡中国では､奨励類産業は参入の許認可､

土地の優先的提供､融資の優遇措置などを得やすい(中国社会科学院工業経済研究所2010､

172頁) ｡政府が特定産業を対象とする支援政策を実施したことにより､当該産業に参入

する企業数は､市場メカニズムに基づき参入する企業数より多くなる傾向がある｡生産能

力過剰が発生したとしても､政府(とりわけ地方政府)の保護策があるために､競争力が

ない企業であっても退出･淘汰することは容易ではない｡

一連の政策や融資を受けて生産拡張に湛進した結果､中国では世界全体の太陽光発電産

業の需要を超えるほどの過剰生産能力が形成されたのである｡

多結晶シリコンの不足により価格高騰が続くなか､先進国企業は多結晶シリコンの使用

量が極めて少量ですむ太陽電池､あるいは非シリコン系の薄膜型太陽電池の研究を進めて

きた｡太陽電池のコスト削減には､多結晶シリコンの生産コストの削減も重要であり､こ

れこそがイノベーションであるといえよう｡

これに対して中国政府は､多結晶シリコン生産企業に低廉な電気料金や土地を提供し､

汚水排出費用を減免し､企業の設立や増産を支援した｡このような支援が続く限り､中国

企業が生産コスト削減に向けて研究開発を進める動機を見出すことは困難であろう｡

一方､太陽電池産業における品質や技術改善のための政策措置はあまり見られない.王･

任･高等(2010､ 56頁)によれば､中国は太陽光発電産業をハイテク産業と指定したに

もかかわらず､太陽電池技術の向上を目的とした国家レベルの技術研究機構は存在しない｡

また､太陽電池の品質に関する技術標準の整備も遅れている｡

本稿で取り上げた太陽光発電産業の事例をみる限り､製造業の高付加価値化や｢自主イ

ノベーション｣を中心に据えた戦略的新興産業の育成政策が､投資･生産拡張の支援策に

すぎず､成長方式の転換に積極的な効果をもたらしていると評価することはきわめて困難

である｡

中国政府は企業が主体として､市場が誘導し､産学研提携のイノベーション･システム
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の構築を強調した｡しかし､ ｢自主イノベーション｣能力を向上させるには､企業に任せる

べきではない｡

R&D活動は｢基礎研究｣､ ｢応用研究｣､ ｢開発研究｣に分けられる｡中国のR&D支出に

｢開発研究｣が占める割合は1995年の時点で68%であったが､ 2012年に84%-と上昇

したo ｢基礎研究｣と｢応用研究｣は僅か16%にすぎないo　一方､日本､アメリカ､韓国

などのOECD国では､ ｢基礎研究｣と｢応用研究｣の割合は4割前後である47｡中国の研

究開発能力が不足している部分は｢基礎研究｣と｢応用研究｣である0

中国では､企業の研究開発が｢開発研究｣に集中している｡例えば､賓維LDKの2012

年のアニュアルレポートによれば､同社のR&D支出はすぐ利益に繋がる研究開発活動に

しぼった｡むろん､このような既存技術や生産工程の改良もイノベーションである｡しか

し､中国に欠けているのは､ ｢自主イノベーション｣のうち､オリジナル･イノベーション

である｡オリジナル･イノベーションの能力を向上させるために､ ｢基礎研究｣や｢応用研

究｣は必要不可欠である｡

それでは､政府の科学技術や教育-の支出を見てみよう｡ 1980年に国家財政に占める科

学技術支出の割合は5.26%であったが､ 2005年に3.93%へと低下した｡その後､ 2010年

に4.58%にまで上昇したが､ 1980年代の水準より低い(国家統計局･科学技術部編2011)0

また､遭･侃編(2011､ 59頁)によれば､ 2008年に､中国のGDPに占める教育支出の

割合は3.05%にすぎず､世界平均水準の5.1%より低く､発展途上国の平均水準である4%

よりも低い｡科学技術や教育-の支出の不足は､研究開発人材の育成だけでなく､普通労

働者の質の向上にも影響を与える｡

政府が企業の投資活動や生産拡張を直接に支援するというよりは､科学技術や教育の支

出を高め､ ｢基礎研究｣や教育に注力することにより､ ｢自主イノベーション｣の基盤とな

る人材の育成を通して､成長方式の転換を図ることが望まれよう｡

47 OECD.StatExtracts の｢Research and Development Statistics｣ の デ ー タ に 基 づ き 計 算.
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第Ⅳ部　結論と課題

第6章　結論

第1節　本研究の主な結論

本研究では､主に2000年以降に中国政府が打ち出したイノベーション政策を中心に､

実証研究および事例研究を行った｡

第1章では､中国政府が自主イノベーション政策を打ち出した背景を概観し､政策の経

緯を整理した｡改革開放後､中国は高度成長を遂げたが､投資に過度に依存しており､イ

ノベーションの寄与は相対的に軽微であった｡市場の成熟化に伴い､これまでの投資依存

型の成長方式の持続が限界を示しつつあるなか､イノベーションによる成長-の転換が極

めて重要な課題になっている｡

中国政府はこれまでの投資に依存する成長方式の限界を認識したうえで,研究開発･イ

ノベーションによる成長方式の転換を打ち出した｡その意味では､研究開発の促進やイノ

ベーションの強調は極めて適切な判断といえる｡

中国政府が打ち出したイノベーション政策には､ ①研究開発支援政策､ ②知的財産権戦

略､ ③ハイテク産業･戦略的新興産業の育成戦略が含まれている｡本研究では､これらの

イノベーション政策に着目し､研究開発支援政策および知的財産権戦略に関して､企業所

有制を考慮したうえで､産業レベルおよび企業レベルから実証研究を行った｡また､ハイ

テク産業･戦略的新興産業の育成戦略に対しては風力発電産業及び太陽光発電産業を取り

上げ､事例研究を行った｡本章では､実証研究及び事例研究から得られた各章の主な結論

を整理し､今後の展望について述べる｡

1.実証研究から得られた結論

(1)中国の研究開発支援政策

研究開発支援政策には､ ①中国政府による研究開発資金の提供､ ②研究開発費の税控除､

③ハイテク･ニューテク企業の税優遇措置などが含まれている｡具体的には､中国政府は

企業に研究開発資金を提供する政策を講じている｡また､研究開発支出の150%を企業の

納税所得より控除する優遇措置を行っている｡さらにハイテク･ニューテク企業の税優遇

措置として､そうした企業と認定された場合には､企業所得税率を通常の25%から15%に

減らす税優遇措置を行っている｡
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第2章では､産業別･所有制別のデータを用いて､これら政府の各種研究開発支援政策

が各産業の全要素生産性TFPの上昇率に寄与したか否かを検証した.なお､中国におい

て国有企業は他の企業よりも政府に優遇されやすいため､国有企業の寡占度も考慮した推

計を行った｡ここで得られた結論は以下の通りである｡

第1に､全サンプルに関しては､ R&D支出のうちの企業自己資金が各産業のTFPの上

昇率に寄与していることが明らかとなった｡一方､研究開発費の政府資金に関しては､ TFP

上昇率に負の影響を与えているという結果となった｡研究開発費税控除は､統計的に有意

な影響が検出されなかった｡また､ハイテク･ニューテク企業減免税は､他の変数の入れ

替えによって結果が異なった｡さらに､政府資金･税控除･減免税の集計値を見てみると､

有意で負の影響が検出された｡

第2に､国有･国家支配企業の寡占度が も高い産業に限定すると､上記の政府資金､

政府資金･税控除･減免税の集計値のパラメーターは有意であったが､パラメーターの定

量的な大きさはさらに低下し､研究開発費税控除のパラメーターも負で統計的に有意にな

った｡

第3に､国有･国家支配企業の寡占度が も高い産業のうち､労働者1人当たりの政府

資金･税減免が高い産業に限定すると､政府資金､税控除のパラメーターはさらに低下し

た｡政府の研究開発支援策が産業別TFPに与える負の影響はますます高まるという結果

となった｡

第2章の研究結果を見るかぎり､政府の研究開発資金や税減免が産業レベルのTFPの

上昇率に強く影響するという積極的な証明は得られなかった｡このような諸支援政策につ

いては一層の工夫が必要とされると考えられる｡

(2)中国の知的財産権戦略

中国中央政府は､ 2000年代半ばから｢国家知的財産権戦略｣を制定し始め､ 2008年6

月に｢国家知的財産権戦略綱要｣を公布した｡また､ 1999年より上海を始めとして､各省

政府は次々と特許の出願費用や実体審査請求費用などを補助する政策を打ち出した｡ 2000

年以後､中国の国内特許出願数は急増し続け､中国はすでに世界第1位の特許出願国とな

った｡国際PCT特許出願数に関しても､ 2013年に中国は世界第3位のPCT出願国とな

った｡

第3章では､中国統計局の工業企業データベースの企業個票データおよび中国知的財産

権出版社のデータベースを利用し､パネルデータモデル､カウントデータモデル､及びバ

イナリデータモデルを用いた実証分析を行い､各省政府が実施した特許補助政策が企業の

国内特許出願数及びPCT国際出願数に与えた影響を検証した｡
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第1に､特許補助金適用前後の期待特許料を試算することにより､特許料補助政策の定

量的な効果を確認した｡その結果､各省の特許料補助効果率が高いほど､また特許補助政

策の開始時期が早いほど､その省の特許出願数は多くなる傾向にあることが明らかとなっ

た｡

第2に､企業の国内出願に関しては､各省政府の特許補助政策が企業の特許出願に強く

プラスの寄与をしていることが明らかとなった｡また､規模が小さい企業に対し､政府の

特許補助政策の効果は一層大きいことも判明した｡

第3に､各省政府の特許補助政策の内､出願補助ダミーは国際PCT出願に正で有意な

影響が検出された｡また､資本支配上の企業所有制をコントロールすると､外資企業ダミ

ーと私営企業ダミーはいずれも正で有意に推計されており､私営企業ダミーのパラメータ

ーが も大きい結果となった｡

以上の推計結果によれば､政府の特許補助政策は､中国の特許出願急増の極めて重要な

要因であることが明らかとなった｡特許を企業の研究開発の成果と見なせば､中国政府の

特許補助政策は企業のイノベーション活動の活性化に寄与しているといえる｡

次に､小規模で､もともとR&D支出が少ない企業において政策の効果がより強いこと

が証明された｡また､集体企業と比べ､国有支配企業の特許出願数については統計的な差

が兄いだせなかった｡一方､小規模企業を分析したカウントデータモデル及び国際PCT

出願を分析したバイナリデータモデルでは､私営企業ダミーのパラメーターが も大きく

推計された｡数多くの先行研究では､私営企業は国有企業よりも生産性が高いことが実証

されている｡例えば､張･施･陳(2003)はまとめている｡中国の経済成長において私営

企業の役割はますます重要となることを考慮に入れると､私営企業に対してより強い効果

をもたらしている中国の特許補助政策は重要であるといえよう｡さらに､外国出願がある

特許は質が高いと考えられているため､各省政府の特許出願補助政策は特許の質の改善に

もある程度寄与しているといえる｡

このように､総じていえば､政府の特許補助政策は特許出願の量･質にプラスの効果を

与えたと評価されよう｡

また､中国政府は知的財産権戦略の一環として､特許データベースの整備も積極的に進

めている｡中国の特許データベースのみならず､日本､アメリカや欧州の特許庁のデータ

ベースなどが整備されている｡中国の特許データベースは､アメリカ特許庁のように引用

情報や審査官とのやり取りなどの詳細は公開していないが､特許公報や年金納付情報など

をすべて公開しておりその利用価値は高い｡そして､企業･個人を問わず､だれでも特許

情報にアクセスできるようになった｡さらに､公開のタイムラグがなく 新技術-のアク

セスが可能となっている｡こうしたことも､中国の知的財産権戦略の成果と評価されよう｡
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2.事例研究から得られた結論

(1)風力発電産業の育成

中国政府はハイテク産業･戦略的新興産業として指定された風力発電産業に対して､自

主研究開発やイノベーションによる成長を繰り返し強調している｡

第4章の分析によれば､風力発電産業が急成長を遂げたのは､以下の要因が挙げられる｡

第1に､再生可能エネルギーの全量買取制度及び風力発電所を対象とする税優遇政策は､

風力発電所の建設に向けてのインセンティブを引き出し､風力発電所の建設がブームにと

なった｡

第2に､ 70%の国産化率や入札者条件を限定する風力発電プロジェクト入札制度は､中

国の風力発電設備メーカーに巨大な国内市場を提供した｡

第3に､政府は中国メーカーに対して補助金を支出し､生産を積極的に支援している｡

第4に､外国からの設計図の購入や基幹部品の輸入により､風力発電設備メーカーの生

産が可能となった｡しかも政府は､大量生産のための基幹部品･原材料を対象として､輸

入関税･付加価値税の免除措置を講じて生産拡大を支援している｡

第5に､中国の風力発電設備の主要メーカーは､いずれも大手国有企業の子会社である｡

巨大な資金を投下できるために､急速な生産拡張を実現できたのである｡

風力発電産業を見る限り､政府が講じた補助金や基幹部晶の輸入関税･増値税の免除措

置などの戦略的新興産業振興措置は､基本的に生産拡張支援策である｡戦略的新興産業と

して指定された風力発電産業は､外国からの技術導入にとどまっており､基幹部品･原材

料を外国に依存し､自主技術を持たず､新たな組立産業となった｡風力発電産業の急成長

は､やはり従来通りの投資に依存する粗放型成長にとどまっており､残念ながら｢自主イ

ノベーション｣による成長方式の転換を実現できているとはいいがたい｡

もちろん､環境保護の視点から見れば､中国政府の生産拡張政策は再生可能エネルギー

の普及を加速させた｡その意味では､こうした政策は高く評価される｡しかしならが､研

究開発やイノベーションによる成長-の転換を図るためには､企業の技術力の向上を目的

とした技術標準､品質検査機構や製品･部品をテストする技術サービス･プラットフォー

ムなどが必要不可欠であるが､政府は当初より技術標準を大幅に緩和し､製品の品質検査

機構などの産業発展の支援基盤の整備も進んでいるとはいえない｡

また､政府は基幹部品の輸入関税･増値税を免除することにより､企業の組立生産を事

実上奨励したことになる｡その方法についても､販売数で関税免除を享受できる企業を決

めるような政策は､企業の自社開発の意欲を低下させてしまった可能性が否定できない｡

一般に自社開発するには相当の時間を要するが､基幹部品を輸入して組立さえすれば､直
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ちに完成品を市場に投入し､逸早く市場シェアを確保することができる｡自社開発志向の

企業は組立企業に市場を奪われる可能性が高い｡その意味では､政府の基幹部晶の輸入関

税･増値税免除政策は､むしろ企業の技術研究開発の阻害要因になりかねない｡

さらに､政府の政策が生産規模や拡張速度ばかりを加速させたために､新興産業である

風力発電産業は､わずか数年間で生産過剰､さらには過当競争に陥った｡過当競争に陥っ

たメーカーは技術開発の余地を失ってしまう可能性が否定できない｡

(2)太陽光発電産業の育成

第5章の分析によれば､太陽光発電産業が急成長を遂げたのは､以下の要因が挙げられ

る｡

第1に､ヨーロッパ外需の存在は中国の太陽電池製造業に巨大な市場を提供した｡

第2に､政府の支援が挙げられる｡ただし､当初中国の太陽電池産業の成長は､中国政

府の産業政策が牽引したとはいえない｡しかし､中国に世界全体の需要を超えるほどの過

剰生産能力が形成されたのは､政府の支援､とりわけ2009年以降の支援と無関係なわけ

ではない｡ 2011年まで全国全ての省･市･自治区は太陽光発電産業を優先的に支援する新

興産業に指定した｡多くの省政府は太陽電池製造業に対し優先的に土地を保障して､優遇

電気料金を提供した｡また､個別企業の生産拡張を支援することが政府の計画にも載せら

れた｡

第3に､太陽光発電産業の上位製造企業はいずれも国家開発銀行や他の国内銀行から巨

額な融資を受けていたため､生産拡張を実現できた｡

第4に､ターンキー方式製造装置などの先進生産設備及び原材料である太陽電池セルを

輸入することにより､中国メーカーの生産が可能となった｡

第5に､政府の税優遇政策が挙げられる｡ ①中国の上位太陽電池製造企業はいずれもハ

イテク･ニューテク企業として認定されたため､ 15%の優遇税率(通常税率は25%)を享

受し続けた｡ ②太陽発電産業は奨励類産業や重要技術産業に指定されたため､生産設備輸

入に際する関税･増値税(付加価値税)の免除が受けられた｡

一方､中国の上位太陽電池製造企業はいずれもハイテク･ニューテク企業として認定さ

れたのに､売上高に占める研究開発支出の割合は低く､半分以上が1%以下に止まってい

る｡また､研究開発に従事する従業員が従業員全体に占める割合もほぼ5%以下である｡

研究開発支出の割合及び研究開発員の割合の2つの指標は､いずれもハイテク･ニューテ

ク企業の認定条件に達していない｡

すなわち､太陽光発電産業は新たな低付加価値の組立産業となったにすぎず､その急速

な成長は自主イノベーションによるものとはいいがたい｡
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第2節　今後の課題と展望

本研究では､中国政府が打ち出したイノベーション政策のうち､ ①研究開発支援政策､

②知的財産権戦略､ ③ハイテク産業･戦略的新興産業の育成戦略について､実証研究また

は事例研究を行った｡

しかし､本研究には以下のような幾つかの課題が残されている｡

第1に､全体的にはイノベーション政策の詳細を整理し､実証研究･事例研究を試みた

が､政策転換の背景に関する分析はまだ十分ではない｡

第2に､研究開発支援政策については､産業レベルのデータを用いて政策の効果を検証

した｡中国では先進的な沿海部があれば､発展途上の中部地域もあり､かなり遅れている

西部もあり､地域間の格差が著しい｡発展段階が異なっているため､同じ政策であっても

地域によって効果が異なると考えられる｡そのため､地域による発展段階の違いによる適

切な政策を考案するためにも､省別のデータを用いた詳細な実証研究が必要とされよう｡

第3に､知的財産権戦略については､特許出願数の増加要因については詳細な実証分析

を行ったが､特許の質に関する分析はまだ十分とはいえない｡国際PCT出願の増加は研

究開発の質の向上を意味していると考えられているが､中国政府が国際PCT出願に伴う

諸費用を補助している可能性が大きい｡したがって､この点から特許の質を計測すること

には問題を伴う｡特許の質の代理指標として､被引用回数､権利維持期間､請求項数など

の指標と補助金政策との関連を検討することが今後の課題となろう｡

第4に､知的財産権戦略については､電子通信産業に限定しており､他の産業に対する

分析を行っていない｡一層範囲の広い産業を対象とした分析が必要となろう｡

第5に､ハイテク産業には7つの産業がある｡新エネルギー産業のみを事例研究したた

め､他のハイテク産業についても研究する必要がある｡
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